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○午後１時００分開会 

○新妻委員長 

 ただいまより、建設委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元の審査・調査予定表のとおり、請願・陳情審査、報告事項、行政視察報告書について

およびその他を予定しております。 

 最後に、本日も効率的な委員会運営に、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 本日は９名の傍聴申請がございますので、ご案内いたします。 

                                              

１ 請願・陳情審査 

 ⑴ 令和５年陳情第２０号 羽田新ルート飛行航路の即刻中止を求める陳情 

 ⑵ 令和５年陳情第２９号 羽田新ルート反対に関する陳情 

 ⑶ 令和５年陳情第３４号 森澤恭子区長が羽田空港機能強化による都心飛行ルートについて、「固

定化回避を国に要請」としたことの撤回を求める陳情 

 ⑷ 令和５年陳情第４３号 羽田新ルート飛行航路の固定化回避の検討状況を区民に説明するよう国

交省に求める陳情 

 ⑸ 令和６年請願第１４号 国に羽田新ルートに関する住民説明会を開催するよう求める請願 

 ⑹ 令和７年請願第２号  羽田新経路の実状について国に住民説明会の開催を求める請願 

 ⑺ 令和７年請願第２２号 都心低空飛行ルート撤回に関する請願 

２ 報告事項 

 ⑵ 第７回羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会について 

○新妻委員長 

 それでは、予定表１、請願・陳情審査を行います。 

 予定表⑴から⑺に記載の請願・陳情７件につきましては、予定表２、報告事項⑵第７回羽田新経路の

固定化回避に係る技術的方策検討会についてと関連する内容のため、一括して議題に供します。 

 進め方としまして、７件の請願・陳情および報告事項について一括して説明、質疑を行った後、請

願・陳情につきましては、その取扱いについて、１件ずつ、各会派のご意見を確認したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず、７件の請願・陳情のうち、⑺令和７年請願第２２号 都心低空飛行ルート撤回に関する請願は、

初めての審査でありますので、書記に朗読してもらいます。 

〔書記朗読〕 

○新妻委員長 

 朗読が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○髙梨都市計画課長 

 私からは、令和７年請願第２２号に関連いたしまして、報告事項の⑵にございます第７回羽田新経路

の固定化回避に係る技術的方策検討会について、説明をさせていただきます。 

 資料は、サイドブックス２の⑵、報告事項の資料をご覧ください。 

 今般、第７回固定化回避検討会が国により開催されました。 

 １、開催日時でございます。令和７年１２月２３日水曜日、午後１時３０分から開催となってござい
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ます。 

 ２、場所については、記載の国土交通省内会議室でございます。 

 ３、検討会の議題に関してでございますが、添付してございます国が公表している検討会の資料を併

せてご覧ください。 

 資料１では、検討会の運営の事務等について、位置づけや名簿、第６回会議の振り返りが示されてお

ります。 

 資料２から４では、海上ルートの実現についてとし、飛行方式に関する国際動向調査、ＲＮＰ―ＡＲ

方式に対応可能な機材の導入状況、航空機衝突事故への対策実施状況が示されております。 

 資料２の飛行方式に関する国際動向調査では、資料２の１ページに記載の各機関への調査、ヒアリン

グを実施し、２ページから記載の海外の各空港におけるＲＮＰ―ＡＲ方式を活用した柔軟な経路設定の

事例が記載されております。 

 ５ページでは、航空機メーカーへのヒアリング結果が示されており、連携し検討していくことは可能

との見解を得ているとのことです。 

 資料３では、ＲＮＰ―ＡＲ方式に対応可能な機材の導入状況について、機数ベースの対応率が示され

ており、国内・国外ともに７０％以上の機材が対応済みであり、未対応機材の内訳においても、システ

ムや許可を取得することで、多くの航空機材が対応済みになることが示されております。 

 資料５および６では、航空機のさらなる騒音負担軽減策について示されており、資料５では、国際動

向調査として、海外の空港での着陸料における騒音料金の動向が示されております。 

 資料６では、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）による騒音負担軽減に関する取組が示されておりま

す。 

 最後の資料７では、今後の方向性として案が示されております。 

 資料７をご覧ください。 

 １、海上ルートの実現については、地域固有の気象条件を活用した曲線半径小回り化等の海上ルート

の実現に資する研究について、国内外の研究機関との連携を推進するなど、海上ルートの実現可能性を

追求するとしております。 

 また、将来的な海上ルートの実現の際のＲＮＰ―ＡＲ方式の導入に向けて、課題解決に向けた取組推

進、羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会にて提言された対策を着実に進めることが述べられており

ます。 

 ２、騒音負担軽減につきましては、低騒音機材の導入促進や、開発が進められている騒音低減装置の

実装に向けた取組推進などが述べられているとともに、丁寧な情報提供の充実化について記載がされて

おるところでございます。 

 簡単ではございますが、以上が第７回固定化回避検討会の内容となります。 

 資料は冒頭の頭紙にお戻りいただきまして、頭紙および最後に添付してございます区から発出した要

望書をご参照ください。 

 区は、検討会開催を受け、国土交通大臣宛ての要望書を検討会当日に提出いたしました。要望書前段

では、これまで区が行ってきた区民アンケートや大臣面会での要望事項を述べており、第２段落からは、

今回の検討を踏まえての内容となっております。 

 まず、第７回固定化回避検討会が開催されましたが、依然として区民負担軽減につながる具体的な方

策が示されなかったことについて、第６回検討会の後に申し入れた際の「看過できない」との言葉を用
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いて、引き続き「看過することはできない」と述べております。 

 一方で、海上ルートの実現に向けた今後の方向性が示されたことを受け、市街地上空を通過しない海

上ルートの実現に向けた検討を加速化し、区民負担軽減につながる具体的な方策の提示と、その実施が

早期に行われるよう要望いたしましたところでございます。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 まず、請願ですけれども、この都心ルートは、経済効果のため、区民の生活環境破壊、犠牲の上に行

われていると。しかし、従来ルートでも、今、１時間当たり９０回の離発着が実際に行われているとい

う実績も確認されているのです。そういうことがある中で、僅かばかりの増便なのです。このために区

民生活を犠牲にするような航空政策については、この請願にあるように国に再検討を、私は、求めるべ

きだと思うのです。この交渉を求められているのは区議会なのです。ですから、やはり本請願審査を契

機に、この建設委員会から提案して、議会としてそうした内容の決議を上げるということも含めて、私

は必要なのではないかと思うのです。それが新ルートに苦しむ区民を救うことにつながると思うのです。

私はそういうふうに思っているということで、ほかの委員の皆さんのご意見、区議会として、私はそう

いう意思表明をすべきだと思うのですが、ご意見があれば、ぜひあとで聞かせていただきたいと、最初

に述べたいと思います。 

 それと、今の課長の説明についても幾つか伺いたいのですけれども、今回の資料の最後に、要請文が

示されております。「市街地上空を通過しない海上ルート」という言葉を使われて要請しているのです

が、これは初めてなのではないかと思うのです。この言葉は初めてでよろしかったかの確認と、それと

あと、「市街地上空を通過しないルート」とは、つまり、何を求めたのかを改めて伺いたいと思います。 

○髙梨都市計画課長 

 要望の内容についてお答えいたします。 

 まず、「市街地上空を通過しない海上ルート」という文言を要望文等で示したことは初めてになりま

すけれども、この間、区は、大臣面会等でも海上ルートの実現に向けた方策を信じてまいりたいという

ような要望は行ってまいりました。いずれにしても、品川区民の負担にならないような海上ルート、品

川区の上空を飛ばないようなルートを求めてきた態度については、今までと同じ態度で変わりはないと

ころでございます。 

 市街地上空を飛ばないルートとは、今の答弁の中にも含まれておりましたけれども、我々は、国が今

いろいろと固定化回避検討会の中で検討を進めているところでありますけれども、品川区民の負担が軽

減されるような、品川区の上空を飛ばない、市街地の上空を飛ばない海上ルートを、今までも、これか

らも、しっかりと求めてまいりたいと考えてございます。 

○安藤委員 

 そうですか、分かりました。 

 もう少しこの要請文について伺うのですが、第７回を受けて、海上ルートの実現に向けた今後の方向

性が示されたというふうに、そういうふうに認識を示しているのです。その上で、その検討を加速しと

要望しているのですけれども、国のどういう点を区は評価したのか、改めて伺いたいと思います。よろ
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しくお願いします。 

○髙梨都市計画課長 

 私から先ほど説明させていただいた国が公表した資料の資料７、今後の方向性についてといったよう

なペーパーの中で、海上ルートの実現について、海上ルートの実現可能性を追求するというようなこと

が記載されてございます。これは、区がこれまで求めてきた内容でございまして、まだ具体的な方策が

示されてはいない状況下ではございますけれども、しっかりと国がこの資料中で示した海上ルートの実

現可能性を追求について、早く加速化していただきたい。早く示してもらいたいという意味で、要望文

には記載をさせていただいたところでございます。 

○安藤委員 

 そういうふうに言葉では書いているのですよね。ただ、いずれにしても、膨大な時間がかかるのは間

違いないと思いますし、その間は住民は被害にさらされ続けることになると思うのですけれども、その

間に落下物や墜落等の事故が起きてからでは遅いと思うのです。国に時期を切った検討を求めるべきな

のではないかと思うのですけれども、いかがでしょうかというのが１つ。併せて、今の滑走路の使い方

を前提にしているので、元の海上ルートに戻すことはしないということは言っています。それは変えな

いと国も言っているのです。これは１月９日に共産党の山添参議院議員が行った国土交通省レクの中で

もはっきり言っているのです。元の海上ルートに戻すというのは、増便ができないということと、千葉

との約束があってできませんというふうに言っているのです。では、今の滑走路の使い方を前提にした

上で、ＲＮＰ―ＡＲ技術を組み合わせたとして、私は、品川を含めた市街地を飛ばないルートは、正直

なところ、にわかに実現できるとは思えないのですけれども、区の認識はいかがでしょうか。これ、実

現できるのでしょうか、伺いたいと思います。 

○髙梨都市計画課長 

 今回、第６回から約１年が経過し、海外事例等でＲＮＰ―ＡＲ方式の適用事例等が示されたところで

ございます。 

 国の資料としては、実現の可能性をこれから追求していくというような形で結ばれているところで、

一定の時間はかかるのかなといったところがあります。しっかりと飛行方式が見えてきた段階であれば、

いつまでに実現をしてもらいたいということで具体的な実施の時期を申し述べることは可能かと思いま

すけれども、まだこの段階では、具体的な時期を切っての要望は難しいのではないかと区としては考え

てございます。 

 滑走路の使い方等々の後段のご質問でございますけれども、区といたしましては、実際どの滑走路を

使うのか、どのルートで着陸するのかというようなところは、国でしっかりと検討していただくことで

あって、区から、この滑走路を使ってくださいといったようなルートを縛ることは考えてございません。 

 いずれにしても、国は、現在の都心飛行経路の着陸ルートを前提として海上ルートの実現可能性を追

求すると言っておりますので、区といたしましては、いずれにしても、品川区上空を飛ばない、区民負

担の軽減に資するようなルートを早く示していただきたいといったところを国に求める、そういった立

場でございます。 

○安藤委員 

 区が品川区を含む市街地を飛ばない海上ルートを求めたということは、それは非常に重要なことだと

思っているのです。そこはそうなのですが、やはり私としては、もう一歩踏み込んで要望しないと、と

も思います。結局、今のＡ・Ｃ滑走路を北側から来るルートをどう曲げるかという検討になると思うの
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です。しかも、２本並行で同時着陸してくるというルート、そういう大きな枠組みを手をつけないまま

曲げる検討をしても、なかなかこれは技術的にも相当難しいのではないかと思います。正直、実現可能

なのかなと思うので、そういった意味からも、さらに踏み込んだ要望とか要請が必要なのかなと考えて

いるところなのです。 

 いずれにしても、相当時間がかかる検討になると思うのです。ですから、その検討の結論が出るまで、

住民は被害を我慢してくださいと私は言えないと思うのです。 

 もともと海から入って海に出ていったわけですから、当面、少なくともこの検討の結論が出るまでは、

元の海上ルートに戻すというか、新ルートは凍結、検討して、確かに市街地を飛ばないルートになった

な、それが可能だなとなったら、それが何年後になるか分かりませんけれども、そうしたら、初めてそ

のルートを使えばいいと思うのです。今の検討の加速化をしてほしいと品川区が要望していますけれど

も、結論が出るまでは、新ルートを凍結するということを、ぜひ品川区として求めていただきたいので

すが、いかがでしょうか。 

○髙梨都市計画課長 

 今、委員からご提案がありました方法につきまして、案としてはあるのかなと思ってございます。区

といたしましては、まず第６回、一昨年の年末に開催されました検討会で、ＲＮＰ―ＡＲ方式の安全性

が確認された。しかしながら、その方式を提供したとしても、新たな市街地上空を飛ぶルートであると

いうようなところが第６回で示されている。約１年たって、第７回では、海上ルートの実現を目標に、

様々、海外事例等々の研究が、事例等を国のほうで検討が進められているといったようなことで、前進

といいますか、国の検討の進捗はしっかりあるのかなと感じているところでございます。 

 区といたしましては、今、国がしっかりと海上ルート実現可能性を追求すると今後の方向性を言って

いますので、国が求めて追求する海上ルートの実現を一刻も早く検討を加速化していただいて、一日も

早く海上ルートの実現を求めていくという立場でございます。 

○安藤委員 

 分かりました。 

 当初、森澤区長は、アンケートの実施や、固定化回避検討会を待つという態度だったわけです。それ

がこの間、今日も出されていますが、様々な請願、陳情運動なども含めた住民の声も届いて、品川区と

しても、要望を重ねてきたなと思ってはいるのです。そういうことなので、ぜひ先ほどの提案について

も今必要な要望ではないかと思うので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 区が、いろいろな条件の中で、様々国に要望している中で、私が冒頭述べたように、区議会も問われ

ていると思うのです。私は、少なくとも、品川区が求めたような海上ルート、市街地を飛ばない海上

ルートは、議会としても要望すべきだと思う。まだ要望しているわけではございませんから。そして、

今日出されたルート撤回を国と交渉してほしいというような請願もありますので、ぜひ区議会として、

国の航空政策再検討も含めた要望を行うべきだと思うのですけれども、最後に、ほかの委員の皆さんの

ご意見なども聞かせていただければ、議会として活発な議論になるのかなと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中塚委員 

 都心低空飛行ルート撤回に関する請願ということで、その要旨に、品川区議会が羽田増便による都心
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低空飛行ルート撤回を国と交渉し実現することを求めますとあります。 

 先に述べますと、私はこの請願に賛成です。ぜひ各委員の意見も伺いたいと思います。 

 この間の建設委員会を見ておりますと、継続、継続、継続ということで、４年に１回の選挙で審議未

了になるという流れが起きております。これまで６年間にわたって区民が羽田新ルートによって苦しめ

られているわけですから、ぜひそれを受け止めていただいて、まずは各委員の意見も表明していただき

たいなと私も求めておきたいと思います。 

 それでは、課長から説明があって、今のやり取りも伺いましたけれども、森澤区長の要望書について

質疑をさせていただきたいと思います。 

 まず、安藤委員の質疑の中で、山添参議院議員と国土交通省のレクで、国土交通省としては、元に戻

す考えはないと、できないという説明があったということです。品川区は、そのような説明を受けてい

るのか、そのような認識なのか。つまり、品川区としては、もともとの羽田新ルートが始まる前の従来

のルートに戻すことはできないと国土交通省から聞いて、認識しているのか、区の見解が分からなかっ

たので、そこを伺いたいと思います。 

 なぜならば、先ほどもやり取りの中で海上ルートをめぐって、海上ルートとは何を指しているのかと

いうやり取りがありましたけれども、私も非常にそこが疑問なので確認させていただきたいのです。区

長の要望書の最後のほうにある「市街地上空を通過しない海上ルートの実現に向けた検討を加速」と、

ここで言う区長が求める海上ルートとは、従来ルートを含めるのか、ここを質問したいと思います。 

 もう１つ、固定化回避検討会の今後の方向性についてということで、海上ルートの実現可能性を追求

すると方向性が示されておりますけれども、この「海上ルートの実現可能性を追求する」の海上ルート

というのは、同じく従来ルートも含めているのか。冒頭の質問と重なる部分はありますけれども、それ

ぞれご説明いただきたいと思います。 

○髙梨都市計画課長 

 まず最初の質問でございます。これまで国から現在の滑走路の使い方を前提として、いわゆる羽田新

飛行経路を継続することを前提として固定化回避検討会の中で海上ルートを検討していくというような

ことでお話を聞いてございます。この資料の中での海上ルート、３番目の質問にも関係してまいります

けれども、そこで言う海上ルートに従来ルートは含んでいないものであるというような認識をしている

ところでございます。 

 区が要望文の中でお示しさせていただきました「市街地上空を通過しない海上ルートの実現に向けた

検討を加速化し」という中での海上ルートでございますけれども、こちらについては、今、国が鋭意検

討しているところでございますので、その実現可能性の追求の早期の実現は、しっかりと区としては要

望していきたいところでございますけれども、具体的に、それを従来ルートに戻すものなのか、それと

も今の滑走路の使い方を前提としたやり方なのか、はたまた、これは誰も言っていませんけれども、新

しい経路設定があるのかといったところは、区に知見はございませんので、しっかりとそこは国のほう

で検討していただいて、いずれの方策においても、品川区の上空を飛ばない、市街地上空を飛ばない海

上ルートの実現をしっかりと区としては要望してまいりたいと考えているところでございます。 

○中塚委員 

 もう１回伺います。はっきりするところとしないところがありました。この間、海上ルートをめぐっ

て何をどう示しているのか、含みがあるのか、どうもはっきりしないところがあるので、もう一度伺い

ますけれども、まずはっきりしたのは、国は、いわゆる現状、Ａ・Ｃ滑走路が前提で、今の、いわゆる
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羽田新ルートを継続することが前提だと、つまり、従来ルートは含まれていないという説明でよかった

のかの確認をさせてください。 

 一方、区が国土交通大臣に求めている海上ルートは、元に戻すものとは、従来ルートを含めるのかと

聞くと、そうだとは言わないけれども、いずれも飛ばないルートを求めていくと、この辺がよく分から

ないのです。ある意味、区民からすれば、品川の上を飛んでくれるなということですよね。順番や理屈

はいろいろありますが、複雑であろうがシンプルであろうが、上空を飛ぶことは危ない、うるさい、危

険だというのが区民の声です。それに応えるものであれば私は歓迎したいと思うのだけれども、今の説

明だと、区の言う、森澤区長の言う海上ルートとは、従来ルートを含むのかというと、含むとは言わな

いけれども、いずれにしても飛ばないルートがいい、ここがよく分からない部分なので、もう一度伺い

たいと思います。 

 質問を続けますけれども、いずれにしても、森澤区長が国土交通大臣にこうして要望書を上げている

わけです。これは、いずれにしても、いわゆる海上ルートの検討を、森澤区長としては、固定化回避検

討会に検討を求めているということでいいのかどうかを伺いたいと思います。 

 いずれにしても、大臣は固定化回避検討会の検討を委ねているわけですけれども、この検討会で検討

することで、区としてはよいと思っているのか、期待しているのか、私は以前から、この検討会はうさ

んくさいなと思っているというのが正直なところなのですけれども、森澤区長としては、この固定化回

避検討会に求めるものなのか、そこをどう考えているのか併せて伺いたいと思います。 

○髙梨都市計画課長 

 まず最初の確認の部分でございますけれども、国は、現在の滑走路の使い方を前提として固定化回避

検討会の中で検討しているところでございますので、区としては、国の検討の中では、海上ルートの中

に従来ルートは含まれていないと考えているところでございます。 

 ２番目の部分でございます。区が求める海上ルートについて、従来ルートが含まれているのかといっ

たところでございますけれども、まず、区が従来ルートに戻してください、具体的なルートを指定して、

このルートにしてくださいといったようなところで求めている内容ではございません。いずれにしても、

品川区の上空を飛ばずに海から入って来ていただく海上ルートを実現していただいて、品川区に負担が

ないような飛行ルートを求めているという意味で、従来ルートが含まれているか含まれていないかと

いった部分については、先ほどの答弁をさせていただいたところでございます。 

 次に、最後の質問でございます。検討会に対して求めているのかといったところでございますけれど

も、要望文が品川区長から国土交通大臣宛てとなってございます。こちらについては、固定化回避検討

会は、学識経験者が座長としてやっているところでございますけれども、国土交通省が事務局として取

りまとめ等を行っていると聞いているところでございますので、品川区として、国土交通省に対して、

固定化回避検討会の中で今後の方向性を検討すると言っていますので、その検討をしっかりやっていた

だきたいということを要望する、そのような文書でございます。 

○中塚委員 

 だんだん分かってきた。つまり、品川区としては、戻してくださいとは言わないけれども、いずれに

しても、飛ばないルートを、区民に負担をかけないようなルートを求めているということです。 

 私も、市街地上空を通過しない海上ルートと、先ほどの説明でも初めて言及されることですけれども、

でも、それは結局、従来どおりではないのかと思います。それはそれとして、いずれにしても、市街地

を飛ばないルートを求めることは必要だと思います。 
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 ただ、国は従来ルートに戻す考えがないと、先ほどから区も説明をしているわけです。ここは国に対

して、従来ルートに戻してほしいと、市街地上空を通過しない従来ルートに戻してほしいと、ここを要

望することが、今の時点では、ますます重要になってくると思うのです。ルートについては、区は知見

がないとおっしゃいますけれども、この間の固定化回避検討会の議論の積み重ねの中で、やはり国とし

ては従来ルートに戻す考えがないわけだから、市街地上空を通過しない従来ルートに戻すべきだと区か

ら国に要望すべきだと思うのですが、この点、いかがでしょうか。 

 もう１点、固定化回避検討会での検討が今後も進んでいくということで、これでよいのかということ

なのですけれども、私は、計画が発表されて固定化回避検討会が立ち上がった当初から、この検討会で

の結論は玉虫色だと思っているのです。実際、６年間も飛び続けていて、区民に負担がかかっている、

危険もかかっている。結局、国の方向性も海上ルートの実現可能性も追求するという言い方で、追求し

た結果、この理屈だと、見つかりましたという理屈も残っているのかもしれないけれども、やはりでき

ませんでしたということも残っているわけですよね、理屈上は。結局、時間稼ぎなのではないかと思う

のです。なぜならば、やはりＡ・Ｃ滑走路、従来ルートで増便が大前提ですから、やはりこうした検討

会に期待を寄せるというのではなく、ここは大臣に対して、さっきの質問と同じですけれども、市街地

上空を通過しない従来ルートに戻すよう、ここをきっぱりと示していくことが、今、必要な局面ではな

いかと思うのですけれども、改めていかがでしょうか。 

○髙梨都市計画課長 

 ２つご質問いただきましたけれども、まとめて答弁をさせていただきます。国は、先ほどからも答弁

させていただいていますが、今の滑走路の使い方を前提として、海上ルートの実現可能性を追求すると

いうことを今回の固定化回避検討会で、示しているところでございます。 

 国がいろいろ検討していく内容について、否定的にそれはできないだろうというような形で捉えてい

くのではなくて、区といたしましては、国が責任を持って公式の資料として示している、この実現可能

性を追求するといったところをしっかりと捉えて、そこは国として、やはりやると言ったのであれば、

しっかりやっていただきたい。区としては、固定化回避検討会での検討結果をしっかりと早く示してい

ただきたいといったところで要望してまいりたいと考えているところでございます。 

○中塚委員 

 では、一言。国の検討を否定的に捉えるのではなくというお話がありましたけれども、これは従来か

ら述べておりますけれども、事実の問題として、Ａ・Ｃ滑走路が前提だと。この上で増便をするには、

従来のように、旋回して着陸するのではなくて、直線距離を長くとる必要があるという議論から始まっ

て羽田新ルート、つまり、品川上空を飛ぶルートが始まったわけです。ここに来て海上ルートの実現性

を追求すると国は述べているわけだけれども、むしろ、にわかに国の姿勢が変わったなというふうには

私は思いません。やはり時間稼ぎでしかないのかなと疑ってしまうのが正直なところです。 

 実現の可能性を追求するということで、確かに追求するのだったら追求してくれと思いますけれども、

一方で、６年間の区民の苦しみも国としては正面から受け止めるべきだと、区も引き続き、それを国に

伝えていただきたいと要望したいと思います。 

 最後に、各委員の皆さんに、ぜひまずはご意見を伺いたいと思います。 

 羽田新ルートについて、区民の関心も強いし、皆さんの耳にも様々な意見がある中で、議会という場

で何か意見を言うと、またいろいろ言い返されてしまうのかなとお感じになるかもしれませんけれども、

様々な意見があるからこそ議会で議論すべきだと私は思いますので、ぜひ思うところを、この後、お聞
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かせいただければと述べて質疑を終わりたいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 それでは、ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、令和５年陳情第２０号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 これまでの継続になっておりますものを含めて１つずつやってまいりますので、お願いいたします。 

 資料は、このデータの中に入っておりますので、ご確認ください。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、改めまして、令和５年陳情第２０号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。 

 また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○せお副委員長 

 継続でお願いいたします。 

 羽田については、私が建設委員になって、初めて私個人の意見述べさせていただくのでまず少し理由

をお伝えさせていただきます。私もいろいろな方から、区民の方から、多くの方から、新飛行ルートで

困っているというお声をいただいております。お気持ちや状況は把握しているつもりです。私もそこは

寄り添いたいと思っているのです。 

 区議会としては、私が議員になる前の平成３１年ですか、決議も出しておりますし、議会としても、

そういった同じ思いがあるところをまず前提としていただきたいというところです。 

 そういったところで、先ほど、中塚委員からこの間継続にしているという話もありましたけれども、

やはり国が検討したり、決定をしたりするものであるということと、あと、最近ですと、区も、先ほど

ご説明がありましたけれども、区から何回か要望書を出していて、そういったことも影響しているであ

ろうけれども、固定化回避検討会の検討も加速化している、そういった状況もありますので、それは見

守っていきたいと考えております。 

 ですので、不採択とかではなく、気持ちは区民に寄り添いながらも、私たちが区議会でできることと

しては、国の検討を見守るというか、状況を把握しながら、その都度考えていきたいと考えております

ので、継続でお願いいたします。 

○松永委員 

 我が会派としては、継続でお願いいたします。 

 先ほど説明にもありましたとおり、品川区といたしましても、区民負担の軽減のルートを求めている

要望書を出されている段階であり、また、第７回の固定化回避検討会でも議論を活発に進めていただき

たいという思いから、今回のこちらの陳情に対しては、継続でお願いしたいと思います。 

○ゆきた委員 

 継続でお願いします。 

 固定化回避検討会で議論が継続中とのことで、新たな検討会についても設定され、一定の進捗が示さ
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れたこともあります。あくまで固定化を回避する前提での検討会という認識でありますし、また、引き

続き検討状況を見ていきたいというところもあるので、継続でお願いします。 

○安藤委員 

 本日結論を出すで、採択をすべきだと思います。先ほどほかの委員から継続という意見もありました

けれども、結局そのまま来年の４月には改選ということになりますので、審議未了になってしまうので

す。つまり、住民の、区民の願いは採択されないということにつながるということなので、私は、議会

として意思を示すべきだと思います。区は区でそれなりに頑張っている。それなりにというと、すみま

せん、その立場に立たれた中で、徐々に意思表示を強めているわけです。また、議会での決議があった

と言いますけれども、それはもう大分前の話ですよね。その後、様々時点も進展していて、６年もたっ

ている。なおかつ、品川区も発言を強めているという中ですから、私は、新たな決議が必要だと思いま

す。即刻中止を求める陳情とありますけれども、私は、住民の苦境を取り除くためには、このルートは

即刻中止をすべきだと思います。実際に今、３時から７時以外は普通に飛んでいるわけです。すぐでも

これは中止できることです。まず品川区議会の意思を示さなくてどうするのかと私は思いますので、採

択を主張したいと思います。 

○中塚委員 

 今日結論を出すということと、採択でお願いいたします。 

 他の委員が継続とした理由について一言申し上げます。 

 国の検討を決定するものだからとありましたが、私は、なぜそれが継続の理由になるのかなと思いま

す。国の決定したことで区民が困っているのだからこそ、結論を出して採択すべきだと思います。 

 あと、区が要望を出しているからということですけれども、森澤区長としては、「海上ルート」とい

う言葉を使っているわけですから、区議会としても新たに「海上ルート」という言葉をしっかり使った

決議なり要望なりをすべきであって、審査を継続とする理由ではないと思います。 

 最後に、検討会で議論が起きているから継続という意見がありましたけれども、この検討会は、そも

そもＡ・Ｃ滑走路が前提だということ。また、いつまでに結論を出すという時期すら明示されていない

検討なのです。なので、ここに期待をすることができないと思いますので、改めて採択すべきだと思い

ます。 

○新妻委員長 

 本日のところは、継続にするというご意見と、結論を出すというご意見に分かれましたので、まず、

この件を挙手により採決いたします。 

 それでは、本陳情を継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 賛成者多数につき、継続と決定いたしました。 

 それでは、本件は継続といたします。 

 続いて、令和５年陳情第２９号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。 

 また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 
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○せお副委員長 

 継続でお願いいたします。 

 私が先ほど言ったのは、国が検討途中だからです。ごめんなさい、私の言葉が足らずで、検討途中で

すので、それを見守っていくという意味で継続とさせていただきます。 

 理由は、先ほどと同じです。 

○松永委員 

 継続でお願いします。 

 理由は、先ほどと同じです。 

○ゆきた委員 

 先ほどと同じ理由で、継続でお願いします。 

○安藤委員 

 本日結論を出すで、採択なのですが、陳情にありますように、従来の海上ルートに戻すこと、首都圏

一極集中を避けるべきと国に求めるべきだと思いますので、賛成です。 

○中塚委員 

 結論を出すということと、採択でお願いいたします。 

 先ほど、検討途中なので見守りたいという思いが示されましたけれども、森澤区長であっても、検討

途中の固定化回避検討会に対して、アンケートの結果を背景に区としての要望を出しているわけです。

区議会としても、むしろ結論が出る前の検討途中だからこそ声を上げるべきだと私は思いました。決議

が出たのは、実際に飛ぶ前です。飛んでから区民が実感していることについて、アンケートにも寄せら

れていることは皆さんもご存じだと思いますので、そういう意味では、飛んでからのこのフェーズの中

で、区議会の態度表明を行うことが今こそ必要だということも述べておきたいと思います。 

○新妻委員長 

 本日のところは、継続にするというご意見と、結論を出すというご意見に分かれましたので、まず、

この件を挙手により採決いたします。 

 それでは、本陳情を継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 賛成者多数につき、継続と決定いたしました。 

 それでは、本件は継続といたします。 

 続いて、令和５年陳情第３４号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。 

 また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○せお副委員長 

 継続でお願いいたします。 

 理由は、先ほどと同じです。 

○松永委員 

 継続でお願いします。 
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○ゆきた委員 

 継続でお願いします。 

 先ほど同じ理由です。 

○安藤委員 

 本日結論を出すで、採択です。 

 これ、結構タイトルが複雑なのですけれども、本陳情が提出された時点では、森澤区長も固定化回避

検討を見守る立場にとどまっていたのですが、今、この３４号の陳情をはじめとする区民の世論と運動

を受けて、本陳情の最後にあるのですけれども、都心ルート撤回に匹敵するような市街地上空を通過し

ない海上ルートを要請するに至ったと私たちは考えております。なので、情勢は陳情の趣旨にそぐって

動いているなと思いますので、採択ということでお願いします。 

○中塚委員 

 結論を出すということと、採択でお願いいたします。 

 当時の森澤区長は、固定化回避を国に要請ということと、直近の要請では、市街地上空を通過しない

海上ルートというところで、どう違うのかは質疑をしてみないと分からない部分もあるので、そこはそ

こで述べておきたいと思います。 

○新妻委員長 

 本日のところは、継続にするというご意見と、結論を出すというご意見に分かれましたので、まず、

この件を挙手により採決いたします。 

 それでは、本陳情を継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 賛成者多数につき、継続と決定いたしました。 

 それでは、本件は継続といたします。 

 続いて、令和５年陳情第４３号の取扱いについて、ご意見をお伺いしたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。 

 また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○せお副委員長 

 継続でお願いいたします。 

○松永委員 

 継続でお願いいたします。 

○ゆきた委員 

 継続でお願いします。 

○安藤委員 

 これは本日結論を出すで、採択なのですが、タイトルが固定化回避検討状況を区民に説明するよう求

める陳情ということです。新ルート実施以来、固定化回避検討の内容も含めて、一度も区民への説明会

が行われていません。飛ぶ前は１３か所に分かれて区内で説明会をやりました。これは説明してほしい

という内容なので、なぜ継続にするのかということが分からない。説明することすら議会としては求め
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ないのかということになってくると思うのです。私は、これは、当然、採択すべきなのではないかと思

います。 

○中塚委員 

 結論を出すということと、採択でお願いいたします。 

 今、説明がありましたけれども、この陳情は、検討会での検討内容を教室型説明会を開いて説明して

ほしいという内容です。継続とした理由が、検討中だとか、検討会で議論が起きているからという理由

でしたが、なぜその理由が説明会の開催すら拒む理由になるのか。各会派はこうした区民の声にしっか

り向き合っていただきたいなと述べておきたいと思います。 

○新妻委員長 

 本日のところは、継続にするというご意見と、結論を出すというご意見に分かれましたので、まず、

この件を挙手により採決いたします。 

 それでは、本陳情を継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 賛成者多数につき、継続と決定いたしました。 

 それでは、本件は継続といたします。 

 続いて、令和６年請願第１４号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。 

 また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○せお副委員長 

 継続でお願いいたします。 

○松永委員 

 継続でお願いいたします。 

○ゆきた委員 

 継続でお願いします。 

○安藤委員 

 本日結論を出すで、採択なのですが、理由は４３号と同じです。 

○中塚委員 

 結論を出すということと、採択でお願いいたします。 

 これも住民説明会の開催を求める請願なのです。なぜ説明会の開催を求める請願に対して継続とする

のか、その理由が示されていないと思います。考えが異なることは、私はいけないことだと思っていま

せん。ただ、理由を示して議論を深めるということが議会の役割だと私は思いますので、ぜひ幹部の方

のお考えもご意見を伺いたいと求めておきたいと思います。 

○新妻委員長 

 本日のところは、継続にするというご意見と、結論を出すというご意見に分かれましたので、まず、

この件を挙手により採決いたします。 

 それでは、本請願を継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 
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〔賛成者挙手〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 賛成者多数につき、継続と決定いたしました。 

 それでは、本件は継続といたします。 

 続いて、令和７年請願第２号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。 

 また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○せお副委員長 

 継続でお願いいたします。 

○松永委員 

 継続でお願いいたします。 

○ゆきた委員 

 継続でお願いします。 

○安藤委員 

 本日結論出すで、採択で、理由は、令和５年陳情第４３号と令和６年請願第１４号と同じです。 

○中塚委員 

 結論を出すということと、採択でお願いいたします。 

 この請願も住民説明会の開催を求めるものなのです。先ほど、理由が示されていないと継続を主張し

た方に述べましたが、今回も、住民説明会の開催を求める請願を継続とする理由が示されておりません。

ここまで来ると、なぜ説明会の開催をかたくなに拒むのかと私は思わざるを得ない。少なくとも検討し

ているものであれば、中身を説明するということは当然の国土交通省の説明責任だと思うし、区民がそ

れを求めるのは当然だし、議会もそれを採択してこそ議会の役割を発揮されると私は思うと述べておき

たいと思います。 

○新妻委員長 

 本日のところは、継続にするというご意見と、結論を出すというご意見に分かれましたので、まず、

この件を挙手により採決いたします。 

 それでは、本請願を継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 賛成者多数につき、継続と決定いたしました。 

 それでは、本件は継続といたします。 

 続いて、令和７年請願第２２号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。 

 また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○せお副委員長 
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 継続でお願いいたします。 

○松永委員 

 継続でお願いします。 

○ゆきた委員 

 継続でお願いします。 

○安藤委員 

 本日結論を出すで、採択なのですけれども、区議会として、やはり僅かばかりの増便のために区民生

活を多大に犠牲にするような航空政策です。これは国に再検討を求めるべきだと思いますし、それが新

ルートに現在でも苦しむ区民を救うことにつながると思います。 

○中塚委員 

 結論を出すということと、採択でお願いいたします。 

 こちらの請願は、今日、議論、審議したものですけれども、品川区議会として計画撤回を国と交渉し

てほしいという請願です。継続と主張された方は、一切の理由が示されませんでした。違う、冒頭述べ

ていた部分もありますね、失礼いたしました。いずれにしても、結論を出すべきだと思うし、採択すべ

きだと思います。 

○新妻委員長 

 本日のところは、継続にするというご意見と、結論を出すというご意見に分かれましたので、まず、

この件を挙手により採決いたします。 

 それでは、本請願を継続とすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 賛成者多数につき、継続と決定いたしました。 

 それでは、本件は継続といたします。 

 羽田関連の請願・陳情につきましては、以上で終わりたいと思います。 

                                              

 ⑻ 令和７年陳情第５８号 国交省通達において公金投入の絞り込みが行われた意義を尊重し、品川

浦南地区再開発は白紙に戻し、再開発を望まない地権者宅はその範囲か

ら直ちに外すことを求める陳情 

○新妻委員長 

 次に、⑻令和７年陳情第５８号、国交省通達において公金投入の絞り込みが行われた意義を尊重し、

品川浦南地区再開発は白紙に戻し、再開発を望まない地権者宅はその範囲から直ちに外すことを求める

陳情を議題に供します。 

 それでは、本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読してもらいます。 

〔書記朗読〕 

○新妻委員長 

 朗読が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 
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 私からは、令和７年陳情第５８号について、ご説明いたします。 

 資料をご覧ください。 

 初めに、１、これまでの経緯でございます。 

 平成２２年１０月に、地域主体で「品川駅南地域の未来を創る推進協議会」が設立され、以降、まち

づくりの検討が行われてきております。 

 区は、平成２６年６月に、地域の将来像やその実現に向けた整備の方向性について、まちづくりに関

わる多様な関係者の共通指針として、「品川駅南地域まちづくりビジョン」を策定しております。 

 平成２８年１２月、平成２９年８月には、品川浦周辺地区の西、北、南街区で、また、令和４年

１２月には、北品川三丁目北地区におきまして、再開発の協議会が設立されているところでございます。 

 その後、令和５年１０月に品川浦周辺３地区、同年１２月には北品川三丁目北地区で、それぞれ再開

発の準備組合が設立され、継続してまちづくり検討が進められてきております。 

 区では、地域主体によるまちづくりの検討状況を踏まえまして、令和６年度から準備組合が設立され

ております４地区を対象に、まちづくりの指針となるガイドラインの策定作業を現在実施しております。 

 次に、２、まちづくりに関する意見交換会についてでございます。 

 昨年１２月に開催した意見交換会は、地域の皆様からいただきましたまちづくりに関するご意見を、

現在、策定作業を行っておりますガイドラインに反映させることを目的に開催いたしたところでござい

ます。 

 内容といたしましては、区からまちづくりの経緯等の説明を行った後、ワークショップ形式により地

域の皆様同士で意見交換を行ってもらい、最後に、各グループから発表を行っていただいたところでご

ざいます。 

 意見交換会は、平日夜間に３回行い、各回の参加人数は記載のとおりとなってございます。 

 主な意見といたしましては、水辺に降りられるアクセスの改善が必要、現在の街並みを保ちながら防

災性を高める工夫が必要、現状のままでよいなど、地域の皆様が考えるまちづくりに対する意見を頂戴

したところでございます。今後は、内容を取りまとめた上で、地区内に「まちづくりニュース」として

配布を予定してございます。 

 区といたしましては、まちづくりの主体であります地域住民が、まちの将来像や課題を共有し、どの

ような方法で解決すべきかについてしっかりと話合いを積み重ねていくことが重要と考えてございます。 

 また、地域住民からの意見につきましては、引き続き、区としてもしっかりと耳を傾け、真摯に受け

止めてまいります。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 まず、陳情に国交省通達という言葉が出てくるのですけれども、それについて、内容について改めて

教えていただきたいと思います。 

 そして、品川浦周辺地区再開発に関する陳情ということで、改めて、地権者数といいますか、周辺の

北地区、西地区、南地区、あと、北品川三丁目北地区、それぞれの土地所有者、借地権者、区分所有者

数、もしくはマンション棟数辺り、こちらを伺いたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 
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 令和７年３月末に改定されました国交省の通達の内容でございます。 

 国は、近年の資材価格の高騰や労務費の上昇による工事費高騰などの影響により、全国的に事業費が

大幅に増加していることなどから、支援の対象を必要性、緊急性の高い事業に交付対象を限定するとと

もに、事業マネジメントを徹底することによりまして、事業の持続性、自立性の向上を図ると示してい

るところでございます。区といたしましては、こうした要綱改正の趣旨を踏まえながら、まちづくりに

際してしっかりと助言等を行っていきたいと考えているところでございます。 

 ２点目の地権者数等でございますが、まず、品川浦周辺の北地区でございますが、こちらは令和７年

１２月末時点で土地所有者数は６１名でございます。借地権者といたしましては８名、合計で６９名で

ございます。マンションの区分所有者数は把握はしていないのですけれども、区分所有のマンションと

いたしましては７棟ございます。 

 次に、南地区でございますが、土地所有者数といたしましては３９名、借地権者数が５５名、権利者

数といたしましては合計で９４名、区分所有のマンションといたしましては２棟ございます。 

 西地区につきましては、土地所有者が５２名、借地権者数が６名、権利者数といたしましては５８名、

区分所有のマンションといたしましては６棟ございます。 

 最後、三丁目北地区でございますが、土地所有者数は１７名、借地権者数が１名、権利者数としては

合計１８名、区分所有のマンションといたしましては３棟あると確認しているところでございます。 

○安藤委員 

 かなりの人数がお住まいの地域です。かつて私たちも質問したように、１３の開発関連企業がここに

終結しているということで、すさまじいところなのです。要綱改正のところでいうと、北地区の一部で

は、引き続き補助金対象になるわけですが、それ以外は補助金対象外ということになるということだと

思うのです。品川区は、かつて、開発への税金投入を公共事業だからなのですというふうに述べてきた

と思うのです。今回、国が要綱改正で、この地域の大部分が開発補助交付対象外としたというところな

のですけれども、そうであるならば、この陳情項目にありますように、区も、国の制度変更を受けて、

この再開発計画を一度白紙に戻すべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 再開発計画を白紙に戻すというお話でございますが、現在、区内で進められております再開発事業は、

区のまちづくりマスタープランをはじめとした上位計画と整合を図りながら計画的に進められてきてい

るものでございます。 

 また、まちづくりにつきましては、地域住民の方が主体的に検討してございまして、範囲といたしま

しても、地域住民の話合いの中で決められているものと認識してございます。 

 区といたしましては、再開発事業につきましては様々な意見があることは把握しておりますので、引

き続き、しっかりと耳を傾けながら受け止めていきたいと考えているところでございます。 

○安藤委員 

 様々な声があるということも把握しているということでした。このマスタープランですが、上位計画

が非常に厄介なのです。例えば、陳情の２ページ目なのですけれども、総合実施計画について言及があ

ります。準備組合に入っていない住民に対しては、事前に話もなく、住民に知らせないで総合実施計画

に令和９年度都市計画決定と載ってしまうと書いてありますけれども、これ、ほとんどの人は知らない

と思うのです。総合実施計画において行政が、いつまでに、例えば令和９年度までに都市計画決定を進

めることを目標にしているなどということは、これ、当然、憤りもそのとおりだと思うのです。これを



－18－ 

読むと、行政が計画を決めて、それを住民に押しつけるのが区のまちづくりなのですかと言われても仕

方ないと思うのですけれども、いかがでしょうかということをまずお伺いしたいと思います。 

 そして、同じく２ページ目です。これは分からないところを聞くだけなのですけれども、事業協力者

からの資金立替えが巨額の累積負債が十数億円か数十億円あるとありますけれども、これ、事務局であ

る開発協力企業が、現在、まちづくり検討、準備組合の活動のために立て替えている活動資金のことだ

と思うのです。これは再開発計画が決定して本組合が立ち上がった後に、再開発の事業費から、それま

で立て替えた分が回収されるという仕組みになっていると思うのですけれども、これはそういうことで

間違いがないかということを確認したいのと、また、仮に本組合認可まで進まないで開発が中止になっ

た場合は、その立て替えた資金はどうなるのか伺いたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 まず１点目の総合実施計画に記載してございますスケジュールにつきましては、その時点で準備組合

の事務局からヒアリングを受けたものを踏まえて記載しているものでありまして、区から準備組合の加

入者に対して個別に積極的に発信しているものではございません。 

 ２点目の資金立て替えのお話でございますが、こちらは、委員ご指摘のとおり、事業のものとして本

組合に継続されるのが通常の流れとしてあります。こちらは、仮に事業が未実施となった場合、その負

担について権利者が負うものではないと区としては認識しているところでございます。 

○安藤委員 

 行政の総合実施計画に載せるわけですよね。何かヒアリングを受けて、ただ載せましたということに

とどまらない影響があると思うのです。ですから、私がこれを伺ったのは、行政がまず再開発というま

ちづくりの計画を決めますよ、こういうテンポでやっていきますよと。それを住民に押しつけている、

これが区のまちづくりではないのですかと言われたらどうするのですかというか、言われても仕方ない

と思うのですけれども、そこら辺についてどう説明するのか。 

 私には、地域住民が主役のまちづくりとは思えないのですけれども、いかがでしょうかということ。

あと２点目の資金については、未実施の場合は住民が負担を負うものではないとありますけれども、で

は、誰が負担するのかということもお伺いします。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 まちづくりを押しつけているものではないかというご指摘がございましたが、まちづくりにつきまし

ては、住民の皆様が自らあるべき姿につきまして話合いを重ねながら形づくっていくものと考えている

ところでございます。総合実施計画につきましても、先ほども申しあげましたとおり、地域主体で構成

されております準備組合からのヒアリング内容を踏まえまして、区として位置づけているものでござい

ます。 

 ２点目の未実施の場合の立替金の負担でございますけれども、こちらは事業に参画している事業協力

者が負担するものと区としては考えているところでございます。 

○安藤委員 

 総合実施計画の件ですが、準備組合は地域主体でつくられているから載せましたという話でした。行

政の実施計画に載ると、それがもう完全に地域住民の声、地域住民の総意と位置づけられてしまうわけ

ですよね。そういった準備組合にもちろん加入していない人もいますし、まちづくりにいろいろな考え

を持っている方がいます。今、準備組合に入っている人ですら、情報がないから入らなくてはいけなく

て入っているみたいなところもある。私は、本当にこういうやり方でいいのかなということをすごく疑



－19－ 

問に思います。 

 先に進みます。まちづくりに関する意見交換会が行われましたけれども、改めて目的について伺いた

いのです、目的はなんでしょうかということです。 

 国の要綱改定を受けて、区としても、品川浦周辺の再開発を推進するまちづくりビジョンは白紙にす

べきなのではないですかと、昨年、共産党としても議会で質問したのですけれども、その質問に対して、

まずは地域住民と意見交換を行っていくと答弁がありました。その答弁との関係はどういうふうになっ

ているのか伺いたいと思います。お願いします。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 昨年１２月中旬に開催させていただきました意見交換会の実施目的でございますけれども、先ほどご

説明させていただきましたとおり、地域の皆様からまちづくりに関するご意見をいただきまして、いた

だいたご意見を、現在、策定作業を行っておりますガイドラインに反映させることでございます。 

 ２点目の答弁との関係性でございます。先日の答弁では、地域の意見をしっかりと聞いていくことが

重要だというお話をさせていただきましたが、今回、意見交換会をさせていただいたのもその１つと捉

えているところでございます。 

 ただ一方で、これで終了というわけではございませんので、都度お話を聞くことも考えてございます

し、しっかりと地域住民の意見には、個別で問合せがあった際はしっかりと対応していく、そういった

考えでこれからも進めていきたいと考えているところでございます。 

○安藤委員 

 分かりました。意見交換会の資料を見せていただいたのですが、まちづくりガイドラインの対象予定

範囲が示されていまして、これが品川浦周辺の北・西・南地区と北品川三丁目北地区の４つの準備組合

の検討範囲と全く同じなのです。しかも、冒頭で説明があったように、再開発を推進するための組織が

準備組合、再開発準備組合ですから。それが既に実際に立ち上がっているのに、意見交換会の冒頭の説

明では、一切そういう再開発という説明がなかったように聞いているのですが、これ、なぜ隠したので

しょうか、伺いたいと思います。 

 あと、結論として、出た意見として、現在の街並みを保ちながらという意見ですとか、現状のままで

よいという意見ですとか、再開発によって住み続けられなくなる状況になることを懸念など、再開発に

反発する意見も多く出されていると思うのですけれども、区はこうした意見をどう受け止める考えなの

でしょうか。再開発を前提にして、それを推進するというようなことはやるべきではないと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 今回開催いたしました意見交換会でございますけれども、冒頭、確かに今回の意見交換会につきまし

ては、準備組合での検討内容とは切り離してお話をさせていただきました。 

 こちらはなぜかといいますと、準備組合に加入されていない方も多くいらっしゃいましたので、準備

組合が考えているものとはまた別に、区で考えている地域の課題や魅力等を地域の皆様に分かっていた

だく、あくまで区が考えているものをしっかりお示しした上で、地域の皆様がどうお考えになるのか、

そういった将来のまちづくりについて皆様同士でお話ししていただくことがすごく重要だと考えていた

ため、あくまで準備組合での検討内容については、こちらからお話しすることはいたしませんでした。 

 また、それでも意見として再開発反対だというお話もたくさんいただいたところでございます。こう

いった意見もしっかりと１つのまちづくりに対する区民の意見ということで、区としても受け止めてご
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ざいます。 

 一方で、例えば、相撲部屋を誘致したいだとか、旧東海道にはもっと江戸情緒あふれるような街並み

がいいだとか、そういった個別の賛成の意見もいただいているところでございます。 

 一方で、再開発事業にこだわることなく、区としても、まちづくりの意見はしっかりとそこで把握で

きたのかなと考えているところでございます。 

○安藤委員 

 再開発にこだわることなくということなので、それは本当にそれが貫き通されるのかは非常に危うい

ですけれども、既に再開発準備組合が立ち上がっていて、なおかつ、それを実施計画にもう明記してい

るわけですから、それを前提にして進められるということに対して非常に危惧を持っているわけです。

それは絶対あってはならない。今のご答弁からも、それはあってはならないことなのではないかという

ことを私は改めて言いたいと思います。 

 あと、最後に先ほどの実施計画に記入される経緯などを見ても、あと、これだけの多くの地権者、権

利者の方がいるという地域を見ても、まだまだ地域住民が置き去りにされていると、上位計画や行政計

画がそのまま策定されている状況があると思うのです。意見交換会の主な出された意見を見ても、やは

り懸念を示す意見が少なくない状況が見てとれると思うのです。 

 先ほど、これで終わりではないという話もありましたけれども、この陳情にあるように、改めて、品

川区として、アンケート形式により当該権利者の全員に意見を伺うということも必要なのではないかと

思います。その結果、再開発に賛同しないという方が多ければ、現状計画は当然白紙にすべきだと思い

ますけれども、どれだけ地域住民のまちづくりの声を把握できているのですかというところなのです。

把握するためには、もっと踏み込んだ、この陳情にあるような、アンケート調査などもすべきなのでは

ないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 様々な意見を聞いていくことは、区としても非常に重要だと考えているところでございます。 

 区といたしましても、先ほども申しましたとおり、昨年１２月の意見交換会をもって全ての意見を把

握できたとは考えていないところでございます。今後も様々な意見を聴取できるよう、陳情にあります

とおり、アンケートも含めて、手法について検討してまいりたいと、このように考えているところでご

ざいます。 

○安藤委員 

 アンケートを含めてということです。ここにも書いていますように、再開発の要望は非常に難しいこ

とが多いです。あちこち全国各地、都内各地、人も物も金もノウハウも投入して、どんどん超高層まち

づくりを進めているという百戦錬磨の方なのです、再開発企業というのは。だから、そういった方々が

町を席巻していくというようなことにならないように、きちんと地域住民の方の意見を聞いて、再開発

によらないまちづくりも、課題の解決も検討していただきたいと思います。 

 この資料を見ましたけれども、課題があるといいましても、こういうものがあったらいいなで、そこ

に住んでいる方々の居住権が侵害されていいわけがないのです。課題、課題と言いますけれども、その

課題の重みもあるし、濃淡もあると思います。どちらが大切なのかと。地域住民について、区長も言っ

ていたわけでしょう。陳情者もまちづくりをしたら、そこに住む地域住民の方が自らの暮らしがどう

なってしまうのかと分からない。だから筆をとりましたと書いていましたよね。本当にそういった思い

は一番大切しなくてはいけないと思うので、そこら辺、ぜひ汲み取っていただきたいと最後に意見を述
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べさせていただきたいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中塚委員 

 品川浦南地区再開発を白紙に戻し、再開発を望まない地権者は、その範囲から外すことという陳情が

出されました。 

 今も質疑がありましたけれども、陳情項目の１番目、品川浦地区の無謀な再開発地区を白紙に戻して

ほしいという意見に対して、品川区の説明は、この計画はマスタープラン上、上位計画と合っている、

地域住民が主体となっている、様々な意見があり受け止めたい。白紙に戻してほしいという区民の陳情

に対して全く答えになっていないと思うのです。白紙に戻してほしいと言っているわけだから、白紙に

戻しますか、戻さずこのまま進めますか、どちらが森澤区長の立場なのか。正直に述べたほうがいいと

思います。 

 結局は、マスタープラン上、つまり、品川区がつくった上位計画に合っているということと、地域住

民が主体と言うけれども、準備組合の話しか聞いていないということ。この準備組合というのは地域住

民が選んだ人ではないですからね、ただ、有志の方々が集まっているだけですから。そこをあたかも地

域を代表した声だと受け止めているところもおかしいと思います。様々な意見がある。反対の声も受け

止めたいというのであれば、なぜ白紙に戻せないのか、反対の声を受け止めると言いながら、なぜ進め

る立場なのか、ここをしっかりと答えていただきたいと思います。 

 ２つ目、陳情の２ページ目の総合実施計画についてですけれども、先ほどの質疑で、準備組合のヒア

リングはやっていると。なぜ準備組合に参加していない、反対をしている、参加したくない、よく分か

らない、こうした住民にヒアリングはしないのか。その理由を２つ目に伺いたいと思います。 

 森澤区長はこうも言いました。まちづくりの主体は、そこに住む地域住民だと。結局、これ、準備組

合のことなのです。さらに、様々な声を聞くと言っております。そう言っているのに、結局は聞いてい

ない。私は、これまでの高橋、濱野区長の姿勢と何も変わっていないと思うのです。ここは違うのだと

言うのであれば、総合実施計画をつくるに当たって、なぜ準備組合のヒアリングだけなのか、なぜ参加

していない、反対している住民の声は聞かなくて総合実施計画をつくったのか、この２点を伺いたいと

思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 まず１点目の再開発を白紙になぜ戻さないのかというところでございますが、繰り返しになりますが、

まちづくりにつきましては、住民の皆様が自らまちのあるべき姿について話合いを重ねながら形づくっ

ていくものでございます。検討区域につきましても、あくまで地域での話合いにより設定されているも

のでございまして、区として設定したものではございません。 

 区といたしましては、今後もまちづくりに関する地域住民の様々な方の意見にしっかりと耳を傾けて

まいりたいと、このように考えているところでございます。 

 ２点目の総合実施計画に反対している人のヒアリングをしなかったのかというところでございますけ

れども、総合実施計画に記載しているものにつきましては、先ほども申したとおり、地域主体で構成さ

れております再開発準備組合のほうからの現在のスケジュールについて記載したものでございます。 

 反対している方の意見でございますけれども、まずは、準備組合の今の検討状況だとかを踏まえまし

て、今、まちで準備組合が組成されているという状況を踏まえて、まずは準備組合からヒアリングを
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行ったものでございます。 

 一方で、決して反対されている方の意見を聞かないというわけではございませんので、引き続き、区

といたしましても、しっかりと耳を傾けてまいりたいと、このように考えているところでございます。 

○中塚委員 

 様々な意見は引き続き聞いていきたいとおっしゃいますけれども、私が先ほど伺ったのは、現にこう

やって反対の声が上がっているわけです、反対の声が上がっているのに、なぜ白紙に戻さないのか、な

ぜ進める立場なのか、そこを伺いました。お答えください。 

 結局、まちづくりの主体はそこに住む地域住民ですと言いながら、再開発準備組合、つまりは、再開

発計画を進める立場の方の声を受けて進めているのが品川区の立場ではないのですか。もやっとしなが

ら、結局は都市計画の手続に入って進んでいくのです。私はこういう姿勢はよくないと思うのです。改

めて、反対の声を受け止めると言いながら、なぜ白紙に戻さないのか、なぜ進める立場になるのか伺い

たいと思います。 

 そして２点目、総合実施計画について、準備組合のヒアリングについてですけれども、準備組合があ

るから、まずは聞いたのだということです。さっきも言いましたけれども、準備組合は任意団体です、

有志連合です。選挙や町会が総会で決められたものでもありません。それを準備組合があると、なぜそ

こが優先されるのか、寄せられた声には耳を傾けると言いますけれども、準備組合は自ら聞きに行った

わけですよね、総合実施計画をつくるに当たって。総合実施計画をつくるに当たって、なぜ反対住民の

声を自ら聞きに行こうとしないのか。準備組合は自ら聞きに行くのに、反対している住民は、なぜ自ら

聞こうとしないのか。様々な声を聞くと言いながら、結局、推進派の声しか聞いていないというのが実

態だと思いますが、いかがでしょうか。 

 ３点目。北地区、南地区、西地区、北品川三丁目北地区とありますけれども、計画概要を伺いたいと

思います。タワーマンション、高層オフィスビル、商業施設、高さなどなど、現状はどのようなフィー

ルドづくりを目指しているのか。まちづくりマスタープラン上は拠点と示されていると思いますので、

なぜそうしたタワーマンションやオフィスや、そうしたまちにしていくのか、品川区の住宅施策は一体

何を目指しているのかと思うのですけれども、その点も伺いたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 計画をなぜ白紙に戻さないのかというところでございますが、先ほども申しましたが、検討区域につ

きましては、あくまで地域の皆様が設定しているものでございまして、区といたしましては、そちらの

検討範囲だとか、検討の内容等々、各種上位計画に整合しているのかどうかといった確認等を行ってい

るものでございます。区が白紙に戻すというものではなく、あくまで地域主体で検討されているものに

対して区としてサポートを行っているものでございまして、区が白紙に戻すということは基本的には行

わないという考え方でございます。 

 また２点目の、なぜ反対の声を聞かないのかというところでございますけれども、総合実施計画を策

定するに当たりまして、その従前から地域の方から、まちづくりの予定が分からないだとか、反対をさ

れる方から様々な意見を受けているところもございます。 

 一方で、現状、品川浦の３地区では７割程度の方が準備組合に加入していまして、まちづくりについ

ては７割程度の方でしっかりと議論されているものと認識してございます。 

 先ほども申したとおり、反対の方の意見を、積極的に聞きに行ったかと言われてしまうと、聞きに

行ってはいないのですけれども、今回の総合実施計画をつくるに当たり、しっかりと７割の皆様で話し
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合われているまちづくりのスケジュールを、残りの３割の方にもしっかりとお示しすることが必要と考

えまして、今回、準備組合からヒアリングした内容を記載しているものでございます。 

 最後、３点目の各地区の計画概要でございます。区としては、現在、どういったものが建つかという

ところは、細かい把握はしているものではございません。 

 一方で、一般的な再開発では、例えば、住宅だとか、商業、こういったものはあるということは聞い

てはいるところでございますけれども、ここでのまちづくりにつきましては、旧東海道の歴史だとか、

品川浦の水辺といった歴史的な地域資源を生かしたまちづくりが求められております。区といたしまし

ては、今後、検討が深まってくると思いますので、そちらについてしっかりとチェック機能を果たして

いきたいと考えているところでございます。 

○中塚委員 

 聞いていて、本当にひどいなと思うのです。いわゆる再開発の地区は、地域の皆様が決定したもので

あって区ではないのだと。自分たちには責任はないのだと言わんばかりの姿勢ですけれども、地域の皆

様方ではなくて、準備組合が勝手に決めただけですよね。準備組合が何か地域の方々に問うて、これで

いいですかと聞いて決定したのではなくて、再開発をやりたいという方々が勝手に人様の土地も含めて、

マンションも含めて、勝手に引いたのがこの地区ですよね。それを地域の皆様が決定したというのは事

実と反すると、地域の中の進めたいと思う人たちが勝手に進めたものではないかと、そう言い換えるべ

きだと思いますが、いかがでしょうか。 

 いずれにしても、品川区は白紙にする考えはないということですけれども、なぜ森澤区長はその声に

向き合おうとしないのか伺いたいと思います。 

 総合実施計画のほうですけれども、積極的には反対する住民には聞かなかったということですけれど

も、なぜ積極的に反対する声を聞こうとしなかったのか理由を伺います。 

 既に準備組合には７割の方が参加しているということでした。３割もの住民が反対している、参加し

ていない、理解を得られていない、準備組合に参加している人も、計画そのものに賛成・反対は問われ

ていないですから。少なくとも３割の方々を残しているのに、７割の意見しか聞かないのは、どのよう

なまちづくりなのかと思います。先ほどから、まちづくりの主体はそこに住む地域住民、これ、まちづ

くりの主体は、そこで勝手に出来上がった準備組合と同じことではないですか。今までの再開発行け行

けれどもんどんの姿勢と何も変わらないと思います。少なくとも新たに、この前、まちづくりの主体は

そこに住む地域住民、これは従来の姿勢と変わらないのだと、変わったところは、様々な声を聞くとい

うところが、高橋区長、濱野区長とは違うところなのだという説明が都市開発課長よりありましたけれ

ども、今までと違うのだと言うのであれば、なぜ積極的に反対する声を聞いて総合実施計画に反映しよ

うとしなかったのか、３割の方が参加していない準備組合の声だけを地域の皆様の声とするのか、ここ

をしっかりと説明していただきたいと思います。 

 そして最後に、どれぐらいのタワーマンションやオフィスビルが想定されるのか。規模や高さ、計画

概要を聞いたけれども、正確には把握していないということです。これだけ準備組合の話を聞いている

のに、把握していないわけないではないですか。なぜここで言えないのですか。１５０ｍのタワーマン

ションを、５棟なのか、６棟なのか、７棟なのか、規模からするとそれぐらいかなと思いますけれども、

区は知っているのでしょう。正確でなければ、概要でいいですよ、大体でいいです。言うべきではない

ですか。いや、何かあるのですよね。準備組合は持っていますよ。ここにどれだけのタワーマンション

をどれだけつくろうか。区が知らないわけないではないですか。様々な意見を聞くというのだったら、
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私の意見も聞いてください。北地区、南地区、西地区、北品川三丁目北地区にタワーマンションが何棟

建つのか、どれぐらいの規模なのか、改めて伺います。 

 私は、住宅施策として聞いたのです。今、１億円超えです、マンション。にわかに信じられない高騰

ですよね。ここには都営住宅がありますよね。都営住宅を壊して、１億円もの高級マンションを造るの

が品川区の住宅施策なのですか。品川区として今後どのようなまちの姿、どのような区民の姿、どのよ

うな住宅で、どのような品川区民を誘導していくというのか、住宅施策として見通していくというのか、

何を思っているのか、語るものはあるのか、住宅施策としても、これだけの規模のタワーマンションを

都営住宅を壊して造るなんてひどい話だなと思います。住宅施策の何を考えているのか伺いたいと思い

ます。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 複数の質問をいただきました。順番にお答えさせていただきます。 

 １点目の準備組合が決めたと言い換える必要があるのではないかというところでございますが、準備

組合もあくまで地域が主体となりまして、地域住民の方もしっかりと入っているところでございます。

そういった趣旨を踏まえまして、私がそういったふうに発言させていただいたものでございます。 

 再開発の計画を白紙撤回しないというところでございますが、こちらも先ほどから述べているとおり、

あくまで検討区域につきましては、再開発をやるという地域ではなく、あくまでまちづくりを検討して

いく区域として、今現在、まちのほうで決めているものでございます。こちらを品川区が撤回するしな

いというところではなく、しっかりと地域の中で話し合っていってもらいたいと考えているところでご

ざいます。いただいたご意見につきましては、しっかりと準備組合のほうにも伝えてまいりたいと思い

ます。 

 あと、３点目の総合実施計画の声を聞かなかった理由ですけれども、先ほども、繰り返しになります

けれども、今、地域では７割程度の方が準備組合に加入してまちづくりの検討をしっかりとやっていた

だいているという認識でございます。 

 一方で、再開発に反対されている方、参加されていない方からは、そもそも今、まちづくりが何をさ

れているのかが分からない、スケジュールも何も見えない、情報がないというところもいただきました

ので、区としても今の現状を、計画として、今の考えているものをしっかりとスケジュールとしてお示

しすることが必要だと、そのように考えたから、今回、総合実施計画にヒアリングの内容をしっかりと

記載しているところでございます。 

 あと、準備組合の検討内容につきましては、先ほども申したとおり、現在まだまちづくりの検討を

行っている最中でございます。先ほど委員からありましたとおり、都営住宅だとか、都営のバス車庫

等々、まだ行政協議も現在整っておらず、基盤の協議もまだ並行して進めている状況でございます。こ

ちら、基盤の協議が終わらないと、なかなか建物計画のほうに反映できないというものもございますの

で、現状といたしまして、まだ詳細に聞いている内容はございません。 

 最後、住宅政策でございますけれども、まず、都営住宅につきましては、先ほども申したとおり、今

現在、北地区がメインとなりまして、南地区にも都営住宅があるのですけれども、そちらのまちづくり

による再編の方向性について、現在、準備組合が主体となって協議をしている状況でございます。 

 住宅政策として、区としてどういうふうに考えていくかでございますけれども、こちらの地区につき

ましては、多様な人が集まっております。国際性だとか、羽田空港だとか、リニア新幹線の乗降を踏ま

えて品川へのアクセスを考えて、多様な人材が集まれるような拠点としてしっかりと支えていくという
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ところがマスタープランにも明記されてございますので、そういったところを上位計画としながら、ま

ちづくりのほうにしっかりとサポートして検討状況を支援していくことを考えているところでございま

す。 

○中塚委員 

 そろそろ最後にしたいと思うのですけれども、地域住民と言いながら、実際は準備組合が決めたと。

準備組合も地域の皆さんの主体なのだとおっしゃいます。開発をやっている職員ならよく知っていると

思いますけれども、そこにいる住民が主体というよりも、その事務局であぐらをかいているゼネコンが

主体なのです。１３のゼネコンが参加しているということで、結局その方々がいろいろなところで再開

発を進めてきたノウハウがあって、うまいこと説明して、いいことを言うけれども悪いことを言わない。

陳情にもありましたけれども、結局ゼネコンが主体のままだということを指摘したいと思います。 

 各地区の計画概要の詳細を聞いていないということなので、では、聞いている内容だけでいいです。

大体でいいです。何棟のタワーマンションが建つのですか。棟数が分からないのだったら、１棟なのか、

複数なのか、それぐらい答えられる、結局、何も答えたくないというようにしか見えません。きちんと

答えてください。 

 先ほど、この地域について、多様な人材が集まる国際性があるとおっしゃいましたけれども、そうな

ると、なぜタワーマンションなのか、私にはよく分からないのでご説明ください。 

 最後に、住宅施策についてです。 

 億ションを造ることが品川区の住宅施策として目指しているところなのですか。それを聞きたいです。

億ションは、サラリーマンはもちろん、公務員も買えないですよね。そのようなレベルのマンションを、

いわゆるタワーマンションを造っていく。誘導していく。７割の方が賛成で、３割の方は参加していな

いから地域の住民ではないみたいな、そのような言いっぷりはどうなのか。億ションを造り続けるのが

品川区の住宅施策なら、私は間違っていると思うのです。行政がやるべき住宅施策は、やはり住宅に困

窮している方々への対応です。所得の少ない方々、ひとり親の方々、年齢が理由で民間のアパートを断

られることが多いご高齢の方々、また、若い世代の非正規雇用も含めて住宅に困っている方々に住宅を

提供するのが行政の役割だと私は思います。 

 でも、品川区は億ションにする。でも、造っていることを言いたくないから詳細は言えない。こうい

うのは本当にけしからんと私は思いますけれども、最後、なぜ億ションを造ることをまちづくりだとし

て進めていくのか、そのようなマスタープランなら、とっとと変えるべきだと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 再開発準備組合が検討している棟数とか、そういった概要でございますけれども、各地区でどのよう

な棟数になるのかは、複数案あると思っています。まだ現在、検討中でございます。それが全てマン

ションなのか、それとも業務、オフィスビルなのか、そういったところも含めて、あくまでまだ検討中

でございますので、こちらで発言は差し控えさせていただければと思います。 

 ２点目の億ションを造ることが区の政策なのかというところでございますが、区はあくまでまちづく

りの一環として再開発事業を指導・助言している立場でございます。こちらは、一方で地域の課題につ

きましては、再開発事業だけではなくて、例えば、木造住宅密集市街地などにおいて建て替えの支援

等々もしっかりと支援してきているところでございます。 

 このような総合的なまちづくりとして、１つのまちづくりの手法として再開発事業がありまして、私
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たちの所管といたしましては再開発事業を所管してございますので、このような形で答弁させていただ

いておりますが、区として、住宅政策の中でも、防災性の向上だとか、そういったものにつきましては

複数の事業としっかりと連携をとりながら、総合的に取り組んでいくことが重要と考えているところで

ございます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○ゆきた委員 

 １点だけ確認させていただければと思います。 

 陳情項目の２番で、計画検討支援も公金の無駄になりますので直ちに中止してくださいとありますが、

この総合実施計画上の計画検討支援に予算を計上されているのかどうかお聞きできればと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 総合実施計画に記載しております「計画検討支援」という、こちらの言葉でございますが、予算計上

して何か具体的に準備組合を支援しているというものではございません。今年度であれば、委託費とし

て、先ほど申したとおり、まちづくりのガイドラインの委託経費は積んでございますが、先ほどから申

していますとおり、こちらにつきましては、あくまで区で考えるまちづくりの将来像だとか、そういっ

たものを示すものでございまして、準備組合に対しての支援として予算計上しているものではございま

せん。 

 区といたしましては、あくまで再開発事業は地域住民の皆さんが主体で進めていくものでございます

ので、区としては、その声に耳を傾けるとともに、必要なサポートを行っていくという形を考えている

ところでございます。 

○ゆきた委員 

 ありがとうございます。確認できました。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 まず、令和７年陳情第５８号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。 

 継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。 

 また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○せお副委員長 

 本日結論を出すで、不採択でお願いします。 

 先ほど、ほかの委員から、白紙に戻せという意見があるのだから白紙に戻せというのは少し違うと

思っていて、もちろん進めたい方もいらっしゃるわけで、どちらかに寄せるのかと言ったら、それは違

うのだと思うのです。私が区に１点要望したいのは、どちらの意見も、いろいろな意見がある。本当に

どんどん進めていただきたいという方も私の周りにもいますけれども、そういう方と、白紙に戻してほ

しいという方と、あとは、その間の意見もあると思うのです。そういったところの整合性というか、意
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見の集約というか、先ほど、ご説明でもチェック機能を果たしていきたいというところ、あと、区が示

しているまちづくりがあるというお話もありましたので、そういったところと整合性がとれるような、

手助けというか、そういった対応をぜひお願いしたいと思います。そういう流れがつくれればと思いま

すので、ぜひお手伝いをお願いしたいと思っています。 

○松永委員 

 本日結論を出すで、不採択でお願いします。 

 先ほどのご説明とか議論を踏まえまして、再開発につきましては住民同士で話し合うものであると考

えております。 

 また、皆さんのご意見についても、先ほど、アンケートも含めてという言葉もありました。そうした

ことも踏まえて、この度につきましては不採択にさせていただきたいと思います。 

○ゆきた委員 

 本日結論を出すで、不採択でお願いします。 

 陳情項目１番については、事業範囲は地域主体で検討されるものであること、２番についても、計画

検討支援については直接的な予算は計上されていないことも確認できました。３番についても、ワーク

ショップ以外で来年度も住民の意見を聞く機会を、アンケートも１つの手法として含めて検討していく

という姿勢を確認できましたので、不採択でお願いします。 

○安藤委員 

 本日結論を出すで、採択を主張しますけれども、やはり住民合意がなく、住民の居住権を侵害し、公

共性にも乏しいと思うのです。さらに、開発企業の利益のための超高層再開発だと思います。これは中

止をすべきだと思います。 

 あと、少なくとも区は、一部の住民や開発企業の声を聞くだけではなく、住民の意向を余すことなく

把握する努力をしていただきたいと思いますので、こちらは採択すべきかと思います。 

○中塚委員 

 今日結論を出すということと、採択をお願いいたします。 

 理由としては、品川浦南地区再開発は白紙に戻すべきだと思うからです。先ほど、億ション、タワー

マンションを造ること、が品川区の住宅政策なのかと、これが品川区の住宅施策なのかと伺いました。

課長の説明は、地域に課題がある、木造密集だと、総合的な手法として再開発もある、防災性の向上だ

と。なぜそれが億ションを造ることになるのか。この議論はまた引き続き行いたいと思いますが、区が

１００億円、２００億円と税金を使ってタワーマンションづくりを支援していくわけです。品川区がど

ういうまちを目指していくのか。それにはこういう理由があるのだと説明すべきです。億ションを造り

続けることに、私は区民の理解は全く得られないと思います。こうした今までどおりの再開発推進の姿

勢は改めるべきだと重ねて求めておきたいと思います。 

○新妻委員長 

 それでは、本陳情については、結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、そのよう

な取扱いでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、本件は、本日結論を出すことに決定いたしました。 
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 先ほど、それぞれの方のご意見を伺いましたので、本陳情については、挙手により採決を行います。 

 それでは、令和７年陳情第５８号、国交省通達において公金投入の絞り込みが行われた意義を尊重し、

品川浦南地区再開発は白紙に戻し、再開発を望まない地権者宅はその範囲から直ちに外すことを求める

陳情を採決いたします。 

 本件は、挙手により採決を行います。 

 本件を採択とすることに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございます。 

 賛成者少数でございます。 

 よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 以上で、本件および請願・陳情審査を終了いたします。 

 ここで会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後２時５８分休憩 

 

○午後３時０８分再開 

○新妻委員長 

 それでは、建設委員会を再開いたします。 

                                              

２ 報告事項 

 ⑴ 東京における都市計画道路の整備方針（案）について 

○新妻委員長 

 次に、予定表２、報告事項を聴取いたします。 

 ⑴東京における都市計画道路の整備方針（案）についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○髙梨都市計画課長 

 私からは、東京における都市計画道路の整備方針（案）について、報告をさせていただきます。 

 資料は、Ａ４判縦１枚のものと、公表された整備方針（案）の概要版資料を別紙１とし、本編資料を

別紙２としてございます。また、中間のまとめに関するパブリックコメントの結果概要について東京都

から公表されているものを別紙３として添付してございます。恐れ入ります、資料は一連となっており

まして、サイドブックス上は、別紙１の概要版が２ページ目から、別紙２の本編が１２ページ目から、

別紙３のパブリックコメントの結果概要については１７４ページからとなってございますので、参照い

ただければと存じます。 

 最初に１枚目のＡ４判資料をご覧ください。 

 東京都と特別区および２６市２町は、都市計画道路の整備を計画的かつ効率的に進めるため、令和

６年度より新たな整備方針の策定に向けた調査検討を進めてきております。 

 策定に向け、令和７年７月に中間のまとめを公表し、パブリックコメントを実施いたしました。その

後、さらに検討を進め、今般、「東京における都市計画道路の整備方針（案）」を公表したところでご

ざいます。 
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 項番１、公表日は、令和７年１２月１９日金曜日でございます。 

 項番２、今回実施するパブリックコメントの概要でございます。公表日から１月３０日まで、公表し

た整備方針案に対してのパブリックコメントを実施しており、都・区のホームページや広報しながわ

（１２月２１日号）、品川区公式Ｘで周知をしてございます。 

 整備方針案に関する意見の提出方法は、記載のとおりとなってございます。 

 次に、整備方針案の内容でございますが、サイドブックス２ページ目からの別紙１の概要版資料をご

覧いただければと存じます。 

 概要版資料は、下段にページ番号が振ってございます。 

 １ページ目からは、基本理念および基本目標を記載しており、東京を取り巻く社会情勢の変化や今後

の道路整備の視点を踏まえ設定しております。 

 基本理念は、「都市計画道路ネットワークを形成・充実し、次世代を見据えた円滑な自動車交通と良

質な歩行者空間が共存した都市を実現」としております。 

 基本目標は、都市の強靱化、人やモノの自由な移動、安全で快適な道路空間の創出、都市環境の向上

の４つを掲げております。 

 ２ページ下段をご覧ください。 

 基本的事項では、都市計画道路事業が長期化していることなどを考慮し、本計画の計画期間を１５年

間と定め、中間年次において必要な検証を行ってまいります。 

 未着手の都市計画道路を対象に、優先整備路線、計画内容再検討路線、廃止候補路線等に位置づけを

行うとともに、道路空間の再編を検討していく路線として、リーディング路線を選定してまいります。 

 概要版３ページをご覧ください。 

 都市計画道路の必要性の検証では、交通処理機能や防災機能など１０項目の検証項目を設定して検証

していきます。 

 ４ページ上段ですが、検証の結果、必要性が低い路線に関しては、廃止候補路線に位置づけ、今後、

計画廃止に向けた検討を行っていくこととしてございます。 

 その下、計画内容再検討路線では、必要性が高い都市計画道路の中で、様々な事由により、都市計画

の内容について検証を要する路線を位置づけております。 

 ここからは品川区内の路線の位置づけについて説明をさせていただきます。 

 概要版資料５ページ目、６ページ目をご覧ください。 

 最初に、６ページに記載のある計画内容再検討路線についてでございます。 

 品川区内は、計―７、放射１８号線が位置づけられております。 

 本路線は東京都が検討主体の路線であり、現計画においても計画内容再検討路線に位置づけられてお

ります。放射１８号線は、天王洲アイル交差点から京浜運河の上を通り、鮫洲運転免許試験場の南側に

至る路線であり、首都高速１号羽田線と運河の関係性から施工性に課題があるとともに、交通量から周

辺道路への代替が検討されている状況でございます。 

 次に、５ページ、廃止候補路線としては、下から３番目、廃―８に、区内の補助１６１号線が位置づ

けられております。 

 この路線は東品川海上公園南側の道路で、天王洲通りとの交差点から海側の計画道路、放射１８号線

に至る部分６０ｍでございます。必要性の指標に合致しなかったことや、放射１８号線の検討状況から、

廃止候補路線として位置づけを行いました。 
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 資料は、概要版の７ページ目をご覧ください。 

 必要性が高い路線のうち、今後１５年間で優先的に整備すべき路線を６つの選定項目により選定し、

計画的に道路整備を進めてまいります。 

 本計画では、概要版８ページ上段に記載のとおり、２２７路線１５７㎞を優先整備路線として位置づ

けております。 

 品川区内の優先整備路線について説明します。 

 概要版９ページ目、１０ページ目をご覧ください。 

 東京都施行の路線としては、中央の表、都―２３、補助２６号線です。武蔵小山駅周辺部分であり、

現行計画から引き続き指定されているところでございます。 

 次に、品川区施行路線では、右の表、区―１１、補助１６２号線と、区―１２、補助１６３号線でご

ざいます。両路線とも現行計画から引き続き指定されております。 

 補助１６２号線は、八ツ山通りの品川浦周辺から環状６号線までの区間であり、旧目黒川の河川敷で、

既に計画幅員がある場所もあることなどから優先的に整備をしてまいります。 

 補助１６３号線は、区役所前から大崎へ至る路線で、新庁舎建設に関わる広町地区の区画整理事業と

併せて整備予定となってございます。 

 現在の第４次事業化計画では、これらの路線に加えて、補助２０５号線が優先整備路線として位置づ

けされておりましたが、本計画では、優先整備路線から優先整備路線以外の路線へ位置づけの変更を行

いました。これは西大井駅南側の鉄道交差部における鉄道施設の支障に関しての技術的検証や、接続す

る補助２９号線の事業進捗、周辺のまちづくりの状況などから、必要性はあるものの優先的に整備する

路線から変更するという位置づけとなったところでございます。 

 資料は、概要版１４ページをお願いします。 

 鉄道等が並走していることなどから、片側の歩道を整備しないなど実態に応じた検証を行った結果、

目黒駅南側の補助１５９号線が現道合わせを行う候補路線として位置づけられております。 

 最後に、概要版１５ページでございますが、道路空間の再編を行うリーディング路線の選定を行って

おり、１７ページ、１８ページのとおり、リー１２で大井町駅駅前中央通りが位置づけられております。 

 リーディング路線とは、道路ネットワークが進んでいる地域において、多様化するニーズに応じ、道

路の幅員構成を見直すことで、ゆとりやにぎわいなどの新たな付加価値を生み出す取組としてございま

す。今後、当該路線につきましては、社会実験等を通じて地域の意見を伺いながら検討を進めてまいり

ます。 

 恐れ入ります、冒頭のＡ４判資料にお戻りいただきまして、３、オープンハウスの開催およびパネル

展示でございます。 

 東京都により記載の内容でオープンハウス型の説明を行うことに加えまして、品川区では、先週１週

間になりますが、都市計画課においてパネル展示を行いました。 

 ４、中間のまとめに関するパブリックコメントの概要につきましては、記載の内容で実施し、東京都

より別紙３の内容で公表がされているところでございます。 

 最後に、５、今後の予定といたしましては、今年度中の計画策定と公表を予定しているところでござ

います。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 
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 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○安藤委員 

 都市計画道路の再検討ということです。冒頭、意見を述べさせていただきます。今回、未着手の道路

がということなのですけれども、着手中であっても、特定整備路線、補助２９号線や放射２号線につい

ては、やはり検証した上で廃止をすべき路線だなと思います。時代に即して見直しが必要な最たる例で

はないかなと思っています。 

 それで、少し質問したいのですが、まず、オープンハウス型説明会の開催というところで、品川区で

も実施したということでしたけれども、見に行けなかったのですが、こちらは案内みたいな、周知みた

いなことはどのようにされていたのかということと、実際の来場者は何人ぐらいいたのかを伺いたいと

思いますし、もしご意見などを出されたのであれば、どのような意見が出されたのか伺いたいと思いま

す。 

○髙梨都市計画課長 

 品川区におけるパネル展示についてですけれども、ホームページ等で周知をさせていただきましたが、

来場者数につきましては、１名ということになってございます。都市計画課にご用があってお立ち寄り

になられた方が、パネルの内容についてご質問があって、担当職員が対応させていただいたといったと

ころです。特段、計画内容の説明をさせていただいて、お客様のほうから計画内容についてのご意見は

なかったと聞いているところでございます。 

○安藤委員 

 １名ということなので、やはりホームページですと、そちらを見られる人、見る人は限られてきます

ので、ぜひ今後は工夫していただきたいなと思います。 

 それと、続けてなのですが、品川区内でいうと、今回の検討の対象になった路線は何本あるのか伺い

たいと思います。 

 その中で、例えば、補助３０号線など、かつて請願も上がりましたけれども、やはり廃止候補路線に

すべき路線は幾つかあると思うのです。今回の検証に当たって、廃止候補路線として上げた路線は幾つ

あったのか、東京都との協議になるとは思うのですけれども、区として、これは廃止候補路線として上

げるべきなのではというふうに考えた路線は幾つぐらいあったのか伺いたいと思います。 

○髙梨都市計画課長 

 まず、検討対象の路線数でございますが、都施行路線、区施行路線ありますが、全路線で１５路線と

なってございます。 

 それと、廃止候補路線として挙げたのはといったところでございますが、先ほど説明させていただい

た補助１６１号線、それと、今回、廃止候補路線にはなりませんでしたが、補助１４９号線を廃止候補

路線として協議対象として上げさせていただき、結果としては、１路線が継続になったところになりま

す。 

○安藤委員 

 分かりました。道路ネットワークという形で進めていくと、キリがないと言うと、少し表現があれな

のですけれども、本当に今は様々なインフラの老朽化とか課題が多くて、道路を新たに整備するという

ことは本当に必要なのかという路線はかなりあると思うのです。しかも、そこに住む住民の方の生活も

あります。２本を協議対象として挙げて、１本が廃止路線になったということでした。廃止路線につい

ては賛成なのですけれども、ぜひ今後の検討に向けて、様々そういった住民の声も聞きながら、時代に
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合わせて廃止をしていくということも進めていっていただきたいなと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中塚委員 

 東京都における都市計画道路の整備方針（案）ということですけれども、これはそもそも東京都の第

４次の道路計画ということになるのか、単純によく分からなかったのでご説明いただきたい。いずれに

しても、品川区が一般財源を使って補正予算を組んで、東京都への意見、要望を検討する経費を計上し

て都に提出したという説明が以前ありましたけれども、区が都に要望して、この整備方針に反映したも

のは何か、反映しなかったものは何か、道路路線の名前と、その理由をご説明していただきたいと思い

ます。 

 それと、都に要望したものですけれども、これは文章なのですか。そこを知りたいのと、公文書であ

れば、ぜひ見せてほしいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○髙梨都市計画課長 

 まず、計画についてでございますけれども、現行計画、今年度までの計画が第４次事業化計画という

ことで定めてございます。今回、案としてお示ししたのが、東京における都市計画道路の整備方針（案）

となってございますけれども、概要版の７ページを見ていただきますと、優先整備路線の選定のところ

に、優先整備路線の計画としては第５次事業化計画ということでお示しをさせていただいているところ

です。 

 次に、東京都協議の中でどのように反映されたかというところでございます。基本的には、地元自治

会の意見、協議を重視していただいておりまして、先ほどご紹介いたしました廃止候補路線１４９号線

については、品川区からは廃止候補路線として提案をさせていただきましたが、結果としては、廃止候

補路線には載らなかったというもの以外は、全て品川区がこのようにしてほしいということで申し述べ

た路線が計画に位置づけられているという内容になってございます。 

 廃止候補路線１路線が計画に載らなかった理由につきましては、当該路線が品川区と港区にわたって

いる複数区をまたぐ路線といったところ。また、品川区と隣接する港区の間で見解が合致せずに、東京

都による調整の中で、結果として廃止候補路線にならなかったという結果でございました。 

 東京都の協議でございますけれども、メール等のやり取りではございますが、基本的には、対面、

ウェブ等の会議で、品川区からこの路線はこうしてほしいというような個別の路線の打合せをして、区

の要望を伝えていっているといったところでございます。 

○中塚委員 

 ありがとうございました。つまり、廃止路線１つ以外は、区のこうしてほしいということが位置づい

たという説明ですけれども、具体的に、こうしてほしいというところで、道路の路線名と、なぜこうし

てほしいと思ったのかの理由を伺いたいと思います。 

 つまり、一番気になっているのは、引き続き優先整備路線となった１６２号線と１６３号線なのです

けれども、これは引き続きなので、引き続きという要望になるのか、特に言わなければそうなるのか、

その辺は私もよく分からない部分ではあるのですけれども、補助１６２号線と補助１６３号線について、

こうしてほしいと伝えた理由、狙いを伺います。 

 同時に、補助２０５号線ですけれども、技術的に困難だという、恐らく原踏切のことだと思うのです

けれども、今回の位置づけの変更で、何がどう変わるのか、そこがよく分からなかったので、ご説明い
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ただきたいと思います。 

○髙梨都市計画課長 

 具体的な路線のお話でございます。 

 まず、優先整備路線に今回も位置づけを案として出させていただいています補助１６２号線について

でございます。こちらは、目黒川から北側の部分については旧目黒川の河川敷といったところもありま

して、現行の計画でも優先整備路線として整備をしていく路線として位置づけをしてございますが、着

手することはかないませんでした。 

 次の１５年間の中で、こちらはもう既に計画幅員を満足している部分の整備等も優先的に行ってまい

りたいといったところから、今回も引き続き優先整備路線として位置づけをさせていただきました。 

 今ご質問の中でございました現行計画で優先整備路線ですから自動的にみたいなところはなくて、そ

れぞれ、少なくとも品川区としては、優先整備路線として提案する路線については、どういった理由で、

どういった形で、次の１５年間整備してまいろうかといったところを検討して東京都と協議をしたとこ

ろでございます。 

 次に、補助１６３号線でございますけれども、区役所前から大崎駅手前に至る部分が未整備となって

ございます。こちらについては、新庁舎整備に関わる現庁舎の取り壊しと、跡地の整備、それと区画整

理事業の施行により補助１６３号線の整備も一体的に行うという位置づけになっていることから、今後

１５年間で整備が見込めるといったところで、こちらについても、現行計画でも優先整備路線で着手を

目標としてございましたがかないませんでしたが、そういった見込みがあることから、今回の計画でも

引き続き優先整備路線として位置づけを行ったところでございます。 

 優先整備路線から、今回、優先整備路線以外の位置づけに変更させていただいた補助２０５号線につ

いてでございますが、引き続き、都市計画道路としての必要性はあるといったところでございますので、

都市計画としては、今回の計画の位置づけの変更をもって都市計画の変更、何か変わることがあるかと

いうことはございません。 

 ただ、向こう１５年間で優先的に整備をしていく路線からは外れたといったところで、これまでいろ

いろと検討を道路課を中心にしてまいりましたけれども、先ほど説明の中でも申し述べたとおり、それ

が接続する補助２９号線の事業進捗の状況であるとか、周辺のまちづくりの状況等をしっかりとこの

１５年の間見据えて、事業着手時期をしっかりと見計らっていきたいと考えていることから、このよう

な位置づけとさせていただいたところでございます。 

○中塚委員 

 補助１６２号線、補助１６３号線、補助２０５号線のことですけれども、着手したいけれどもできな

かったからすると補助１６２号線は述べましたけれども、もう端的に、私は再開発を進めるための都市

計画道路の整備だと思っています。補助１６２号線については、先ほど請願審査でもやった品川浦の開

発につながるわけです。そこにそういうまちづくりの動きが、巨大な再開発の動きがあることを、道路

の計画では、いや、そのようなことは知りませんになるわけはないので、品川浦の開発を進めるために

補助１６２号線の優先整備路線が引き続きとなったと私は思っているのです。 

 区はそれを理解していて都に求めたのか、つまり、品川浦の開発を進めるために補助１６２号線の優

先整備路線の継続を都に求めたのか。さっきは着手したいと言ったけれども、着手できなかったという

説明ですけれども、そのような単純なことではないと私は思うのです。品川浦の開発を進めたいから新

たな都市計画道路の事業認可に着手するために優先整備路線として都に求めたということでよいのか伺
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います。 

 次に、補助１６３号線、区役所前です。課長の説明で、新庁舎建設、現庁舎の跡地整備と一体的に行

うと説明がありました。現庁舎の跡地活用に、なぜ補助１６３号線の認可が必要になるのか伺います。 

 私は、手法は分かりませんけれども、現庁舎跡地にさらなるビルをつくるだけにとどまらず、しなが

わ中央公園、もしくは中小企業センターの建て替え等々の動きも伴って、そこにも波及する開発計画の

下地なのではないかと私なりの見解を持っているのですけれども、そうではないのか伺いたいと思いま

す。 

 最後に、補助２０５号線です。都市計画道路としての位置づけは変わらないという説明でしたけれど

も、西大井駅周辺の再開発に向けて、都市開発課が昨年末よりアンケートを行っております。前回でも

述べましたが、私は、いよいよ広大な再開発のエリアを西大井にまで広げていくということでやめるべ

きだと前回批判いたしましたが、こうした西大井周辺の再開発、一丁目、三丁目、四丁目、五丁目、二

葉一丁目も二丁目も含めて、連動する動きではないかと見ているのですが、違うでしょうか、ご説明く

ださい。 

○髙梨都市計画課長 

 ８月に本委員会で、中間のまとめについて、報告させていただいた際に、再開発と都市計画道路の整

備方針のお話は答弁させていただいたところでございます。まず、今回の計画で、駅周辺のまちづくり

であるとか、そういったところをしっかりと加味した上で計画を立てていくといった大前提はございま

す。ただ、８月にも申し述べさせていただきましたが、３つのご質問全体に係る質問ではございますが、

特定の再開発事業を念頭に置いて、そのためにこの各路線の位置づけを具体的に行うといったところは、

今回の計画では、少なくとも品川区においては、そういった要望をしてございませんし、そういった位

置づけにはなっていないところでございます。 

 具体的に申しますと、補助１６２号線で今回優先整備路線に位置づけさせていただいたところは、い

わゆる今、品川駅南地区のまちづくりで検討をしている区間以外の部分も含まれてございますし、逆に

言いますと、検討されている地域内の路線は優先整備路線等の位置づけにはしていないといったような

状況でもございますので、冒頭申し上げさせていただいたような考え方をもって、今回の計画に各路線

を位置づけさせていただいているところでございます。 

 補助１６３号線につきましても同様でございまして、跡地活用でどういった手法で何がといったとこ

ろは現在検討中でございまして、まだ決まっているところではございません。少なくとも計画道路が、

今、計画区域にないというような状況下で、隣接している区有地、東京都、国の区分所有もございます

が、そういった用地が現庁舎の解体で動くといったところで、同時期に補助１６３号線を整備すると

いったところは自然な流れではないかと考えているところでございます。そういったところから、今回、

補助１６３号線を優先整備路線としての位置づけをさせていただいたところでございます。 

 同様に、補助２０５号線につきましては、西大井駅周辺でのまちづくりの動きに連動してというよう

な話がございましたが、そういったところをもし重視するのであれば、あえて優先整備路線から外すと

いうようなところはなかったかなと考えてございます。冒頭の説明で申し上げさせていただいたとおり、

補助２０５号線につきましては、交差する鉄道交差部の技術的検証、接続する補助２９号線の事業進捗

等々、そういったところを総合的に勘案しまして、今回、優先整備路線から通常の優先整備路線以外の

都市計画道路へと変更させていただいたところでございます。 

○中塚委員 
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 補助１６２号線は、品川浦、補助１６３号線は、区役所前、補助２０５号線は、原踏切のところです

けれども、それぞれまちづくりと加味した前提はあると。ただ、特定の開発の連動ではないということ

で、今、様々説明がありました。 

 特定はしていないけれども、将来的なまちづくりのビジョンと加味するから、この３路線を進めてい

くというものだと思います。いずれも都市開発課が関わっている再開発でありまして、補助１６２号線

の品川浦は準備組合までできている。補助１６３号線は、区独自の現庁舎の跡地ですから、区の判断

１つで可能となってくる。補助２０５号線については、優先整備路線ではなくなった。手法の変更とい

うところですけれども、私としては、再開発と連動した手法の変更は行うべきではないと思います。た

だし、原踏切の踏切解消を考えると、鉄道立体化による踏切解消を行うならば、これまでいずれも周辺

再開発とつながって進んできたのが実態です。ここだけ例外になるのかという強い不安を持っておりま

す。実際に補助金も周辺再開発に使う立体化という理由で周辺再開発に使われていきますが原踏切の解

消は再開発と連動させるべきではないと思います。 

 いずれにしても、補助１６２号線、補助１６３号線、補助２０５号線、いずれも再開発を前提にした

計画であることは今の質疑でも明らかなので、これらをやめるべきだと思います。 

 最後に、道路整備の基本理念および基本目標というところですけれども、実際、１００ページもある

資料の３８ページに、基本目標４、都市環境の向上…景観・緑…とあって、ここには「良好なまちな

み・景観の形成」、「緑豊かで魅力的な道路空間の創出」、「緑と水のネットワークの形成」とあるの

ですけれども、堂々と「都市の再開発」と書いてあるのです。つまりは、この計画が再開発を進めるも

のだということが計画目標４として位置づけられているわけです。確かに、個々の計画を具体的にひも

づけしているものではありませんが、都市計画道路が新たな再開発を進めていく基盤となるものだとい

う位置づけがこの計画にも明記されております。 

 最後に伺いますが、都市計画道路の推進ですけれども、再開発に向けた整備は、この計画にどのよう

に位置づいているのか。個々には計画とはひもづけられていないが、都市の再開発の位置づけが明記さ

れていると私は思うのですが、最後にご説明いただきたいと思います。 

○髙梨都市計画課長 

 個別の再開発の案件ではない考え方ということで答弁させていただきますけれども、再開発事業をは

じめとしたまちづくりの面的整備は、そのまちの課題解決のために行われるべきものであると考えてご

ざいます。様々なそれぞれのまちに対しては、地域性だったりとか、そのまち固有の課題があろうかと

思いますけれども、やはり多くの人が来るという中で、そこの再開発でできる、もしくは別の手法でも

一緒なのですけれども、人が集う駅周辺のまちづくりであったり、そういった中でしっかりとそこに至

るアクセス路をつくっていくといったところで、一緒に道路をつくっていくといったところは、まちづ

くりについては一般的に非常に重要な視点であるといえると考えてございます。 

 今回ご紹介いただきました部分には、「都市の再開発」と記載がされているところではございますけ

れども、特段それをこの計画の中で隠しているとか、そういったことはございませんで、優先整備路線

の選定の中でも、持続可能な地域へのまちづくりへの貢献ということで、市街化再開発事業や鉄道の立

体交差事業等、他事業との連携を図っていくような地区については、優先的にそういったところに関係

する路線については、優先整備路線に選定するであるとか、そういうまちづくりの動きとの連動は、本

計画の中では位置づけがされているところでございます。 

○中塚委員 
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 意見だけ一言述べて終わりたいと思います。 

 今の課長の答弁でも、まちづくりの視点は重要だと、再開発を隠すものではないとのご説明がありま

した。明らかにこの計画は、具体的には、さらなる再開発として、補助１６２号線の品川浦、補助

１６３号線の現庁舎跡地およびしながわ中央公園、中小企業センター。そして補助２０５号線、原踏切

では、西大井駅周辺の再開発等、将来的な動きを見通して進むものだと思います。こうした住民を追い

出し、まちを汚し、再開発を進める計画は、改めて反対を表明したいと思います。 

 そして、もともとは道路の円滑化という、最近だったら防災対策だという、そして再開発のために進

めていく。都市計画道路の整備の目標自体が再開発を進めるためだということがいよいよ鮮明になって

きたと思います。これ以上の住民を追い出す再開発の中止を改めて求めて質疑を終わりたいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○ゆきた委員 

 前回の８月の委員会でリメイク路線と紹介されたところがリーディング路線であると考えます。リー

ディング路線の選定で紹介されている補助１６３号線の支線から品川区街路６について、１３１ページ

と、先ほど説明がありました１７ページのところに記載されていますが、ここについてお聞きしたいと

思います。 

 区のホームページで、大井町駅前中央通りでウォーカブルなまちづくりの社会実験に対し、「歩きた

くなるまち・人々が集う駅前空間へ」という題目で私も見せていただきました。期間を決めて社会実験

を行うことと、アンケートやＡＩカメラによる交通量や回遊状況の調査の実施について挙げられていま

すが、区民からはどのような声や反応があったのか、お聞きできればと思います。 

○中道都市開発課長 

 社会実験を約３週間行いました。そのときにアンケートをとりまして、アンケートでは、約１２０件

ほどご意見をいただいているところでございます。にぎわいを創出というところで様々な意見があった

ところでございます。こういった取組を進めてほしいという意見であったりとか、または、ここの地区

は住む場所として現状のままでいいと、そういった様々な声をいただいたところでございます。 

 また、ＡＩカメラによる調査は、今、分析中でして、そうした結果につきましては、まちづくり・公

共交通推進特別委員会のほうで、４月に報告予定となってございます。 

○ゆきた委員 

 ぜひ分析をして、より区民の声を集約していただければと思います。 

 また、令和７年度末には整備方針が策定され公表されることになれば、位置づけとしては、リーディ

ング路線として方向性が示され重要な段階になると考えますが、その後の具体化について、さらに区と

して関与の在り方が大きな意味を持つものになると認識しています。そこで、方針決定後を見据えて、

区としてどのように検討やスケジュールを想定しているかお聞きしたいと思います。 

○髙梨都市計画課長 

 本整備方針が、案がとれて、正式な整備方針として公表された際には、こちらの概要版１５ページの

下段にも記載させていただいておりますけれども、このリーディング路線は、周辺への交通影響等を確

認した上で、令和２２年度までに工事着手を目標とする路線というふうに位置づけられます。 

 ただいま都市開発課長からも答弁させていただきましたが、当該路線については、今年度から、区と

しても社会実験等を通じて地域のご意見を伺う段階でございます。 
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 また、予算はこれからになりますけれども、ＯＩＭＡＣＨＩ ＴＲＡＣＫＳの開業後の動き等も見据

えて考えているところでございますので、そういったところを踏まえつつ、地域の意見を聞いて、また、

この計画の中、計画期間内にどういった動きができるかといったところを計画策定の中でしっかりと考

えてまいりたいと考えてございます。 

○ゆきた委員 

 ありがとうございます。私も直接、大井町駅周辺のまちづくりについての要望は受けているところで

すが、区民の声の収集といったところでは、８月の委員会のときにも触れさせていただきましたが、よ

り一層多くの意見、声を集約して、さらに進めていただければと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○安藤委員 

 すみません、１点、述べ忘れたので申しあげます。冒頭、補助２９号線も含めた特定整備路線も、こ

れはもう廃止をすべき対象ですよということを述べさせていただきました。補助２９号線に接続する未

着手の補助３１号線、こちらについては、本当にこれは廃止すべきだと思っています。住環境を壊しま

すし、補助２９号線自体がまだ事業化も５０％以下だということですので、今回、この計画が１５年の

年間になったと、ただ、中間で見直しもするということでしたので、ぜひ品川区においては、補助

３１号線も廃止をということで、廃止路線で、東京都に対して協議をしていただきたいと要望させてい

ただきます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○せお副委員長 

 すみません、１点だけお伺いしたいです。道路空間の再編のところで、詳細なところを見ていると、

２０００年のときには安全確保みたいなところが理由として入ってきていたのですけれども、そういっ

たものが消えてしまっているのか、あるのかどうか分からないのです。やはり安全のために道路空間の

確保も引き続きしていただきたいなという思いがありまして、やはり安全性を確保しなければいけない、

特に子どもたちへの道路空間の整備は進めてほしいなと思っています。例えばですけれども、フランス

のパリのまちづくりに取り組んだ方がおっしゃっていたのですけれども、フランスでは、学校の周辺は

一切道路がない、車が通れないようにした町もあるみたいなお話を伺って、すごいなと思ったのです。

もちろん日本と状況が違いますし、ましてや東京とは全然違うと思うのですけれども、子どもたちのた

めに安全確保するみたいな、そういった考え方とかが、東京や品川区でもそういった検討のところはな

いのかなということをお聞きしたいです。 

○髙梨都市計画課長 

 委員おっしゃられたとおり、道路に対しては、安全性の確保は最優先に取り組むべき課題であると認

識してございます。 

 本計画の中でも、こちらは都市計画道路の整備方針という形にはなっていますが、例えば、概要版の

３ページ、必要性の検証の１０個の項目が下段に書いてございますけれども、その９番目ですが、命を

守る道路ネットワークの形成というところで、こちらは地域に関わる項目として、区でも、こちらをマ

イナーチェンジしてというようなところも検証しつつ選定してきたのですけれども、身近な歩行者空間

の安全性向上に資する都市計画道路、ゾーン３０や通学路となっている道路などといったところで、学
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校周辺であったりとか、ゾーン３０をしっかりと確保していく、それを回避できるような都市計画道路

の優先度が高い、必要性が高いといったところを計画の中でも位置づけているところでございます。 

 ふだんの区道の維持管理等も含めて、道路の安全確保については、しっかりと取り組んでいきたいと

区としては考えてございます。 

○せお副委員長 

 ありがとうございます。そうですね、ここに書いてありますね。ゾーン３０とか、あと、スクール

ゾーンとかが今もあるのは理解しているのですけれども、本当に何か起こってからでは遅いと思ってい

るし、本当に東京の道路は狭いなというところがあるので、ぜひそこも一歩踏み込んでいただきたいと

思います。パリのようにしろとは言いませんけれども、一歩踏み込んだ子どもたちへの道路空間の形成

は、これからも引き続き取り組んでいただきたいと要望して終わります。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑶ 令和８年２月都営住宅入居者募集について 

○新妻委員長 

 次に、⑶令和８年２月都営住宅入居者募集についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○川原住宅課長 

 それでは、私からは、令和８年２月都営住宅入居者募集について、ご報告をさせていただきます。 

 恐れ入ります、資料をご覧ください。 

 募集内容でございますが、家族向、単身者向、居室内で病死などがあった住宅の募集となります。 

 ２、申込用紙の配布期間は、２月２日月曜日から１０日火曜日まで、配布場所は、住宅課の窓口をは

じめ記載の各施設でございます。 

 広報の掲載につきましては、２月１号の広報しながわおよび広報東京都のほか、区のホームページに

掲載の予定でございます。 

 東京都からのプレス発表については、１月２２日を予定しております。 

 最後でございますが、募集冊子につきましては、１月の末、１月３０日までに区議会事務局を通じま

して委員の皆様に配付をさせていただきます。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○中塚委員 

 ご説明ありがとうございます。都営住宅、やはり住宅に困窮されている方が多く、申し込む方が増え

ているわけです。これまで様々議論をしたけれども、東京都は都営住宅をつくる考えはない、品川区は、

東京都に都営住宅の増設を求める考えがないということで、やはりこうした姿勢は改めるべきだと改め
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て述べたいと思います。 

 参考資料に、令和６年８月募集の単身者向の倍率を見ると、いよいよ１３４倍、１戸の部屋に対して

１３４人が申し込む異常な高倍率だと思います。 

 令和７年２月の単身者向の募集は、高齢者のみですけれども、９２倍ということで、２つの部屋に

１８５人が申し込んでいる。家族向も、令和７年２月では、１１戸の部屋に２２８人が申込み、倍率が

２０.７倍。この１３４人、１８５人、２２８人の一人一人を伺うと、本当に切実な思いなのだろうと

私は受け止めております。 

 以前にも聞きましたけれども、都営住宅のニーズが高いということを区はお認めになるのか。認める

のであれば、多様な住宅、民間アパートの誘導ではなくて、今まで民間に住んでいる方が都営住宅に申

し込んでいるわけですから、都営住宅の増設こそ改めて必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 併せて、今日は再開発についての議論を様々させていただきましたけれども、一方で、億ションを、

タワーマンションをどんどんと誘導しながら、都営住宅、これだけ切実な声、実態が浮き彫りなのにつ

くろうとしない。こうした住宅施策は、いよいよ転換すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○川原住宅課長 

 ２点ご質問をいただきました。まず１点目は、このような単身者、家族向、それぞれの申込者数と戸

数の倍率を見て、ニーズが高いと認めるのかといったご質問に対してでございます。 

 こちらは、都営住宅の募集という形でございます。当然、申込者数は品川区民の方もいらっしゃれば、

区外の方もいらっしゃる人数ということでございますので、都民の方が申込みできる一定の要件に基づ

いて申込みをいただいているものでございます。都全体というところで考えると、品川区に限らず、や

はりこういった都心部に関しては、申込みの倍率が非常に高い状況が、品川区に限らず伺えるというこ

とは認識しているところでございます。 

 その中で、区としてできることというところでは、やはり都営住宅の増設に関しては、東京都のマス

タープラン、計画等に基づいて実施されるべきもの、都が考えていくべきものではございますが、それ

に基づいて、区としても、品川区のマスタープランに基づいて、住宅政策は今後検討していく必要があ

ると考えてございます。現状は、今、品川区の住宅課で行っている民間賃貸住宅の入居あっ旋というと

ころでは、令和３年以降、６００以上の世帯の方に入居の申込み、ご決定をいただいているところでご

ざいます。やはりそこは、８割と、高齢者の方が非常に多いところでございます。なかなか単身で、一

人で不動産会社を回っても決まらない方へ、区の協力不動産会社に、この計画に基づいて民間賃貸住宅

のあっ旋をしているところでございます。引き続き、申込みの相談の窓口を、こういった公営住宅の相

談窓口だけではなくて、民間賃貸とあわせて様々な相談を実施していきたいと考えているところでござ

います。 

 もう１つ、２点目の再開発に対しての住宅政策も先ほど申し上げたとおり、都、区、都のマスタープ

ラン、あとは区の全体のそういった住宅施策に係る計画に基づいて検討していきたいと考えてございま

す。 

○中塚委員 

 単純にこれだけの倍率を見て、都営住宅のニーズは高いのかと聞いても、高いとも高くないとも言わ

ず、申込みが高いというだけで、こうした区民の声を正面から受け止めようとしない品川区政は転換が

必要だと思います。これだけの数字を見せつけられながら、なぜニーズは高いと認めないのか。これは

率直に申込みが高いことを認めているのだから、都営住宅のニーズが高いということを認めることが、
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そんなに難しいことなのですか。ニーズや申込みの高さを受けて何をするかは手法の話であって、区民

の暮らしの実態は、都営住宅のニーズは高いと私は思うのです。だから、それを認めるべきだと質問し

たのです。改めて、都営住宅のニーズが高いことを認めるのか、なぜ認めないのか伺いたいと思います。 

 そして、民間アパートのあっ旋といういつもの答弁ですけれども、今、民間のアパートに住んでいる

方が都営住宅に申し込んでいるのです。理由は、民間よりも安いからです。住環境がいいからです。こ

の議論も以前させていただきましたけれども、民間アパートのあっ旋では、都営住宅増設の代わりには

ならないと、この点は指摘しておきたいと思います。 

 最後に、再開発について。 

 繰り返しになりますから述べませんけれども、億ションはつくるのに１００億円、２００億円の税金

を使いながら、都営住宅をつくったり、区営住宅をつくったり、こうしたことには金を使わない。こう

した区の姿勢は根本から改めるべきだと思います。 

 最初の都営住宅のニーズのところだけご答弁をお願いいたします。 

○川原住宅課長 

 都営住宅のニーズに関するところについて、再度ご質問をいただいたところでございます。 

 区としては、都からの依頼に基づき、都営住宅の募集の案内、こういったお知らせを行っているとこ

ろでございまして、それに基づいた参考倍率を載せさせていただいているところでございます。 

 都営住宅のこういったニーズであるとか、戸数であるとか、申込倍率については、この記載のとおり

でございまして、区としては申込みの状況でしかご説明ができない立場ではあるのですけれども、引き

続きこういった倍率を見ながら、区としてできる困窮者に向けた住宅政策をしっかりと行っていきたい

と考えてございます。 

 特に、民間賃貸住宅では、セーフティネットの専用住宅であるとか、居住サポート住宅の家賃低廉化

もしっかりと実施をして、住戸の確保は引き続き民間賃貸住宅のほうでも重視して行っていきたいと考

えてございます。 

○新妻委員長 

 中塚委員、少し申し上げますが、今日は都営住宅の入居者募集についての報告であって、住宅施策に

関することがテーマではございませんので、その点をご留意いただきまして、お願いいたします。 

○中塚委員 

 一言、意見だけ。 

 都営住宅のニーズが高いことをなぜ認めないのかと質問しましたが、ニーズが高いと認めることはあ

りませんでした。区民の苦しい暮らしの実態が区には届いていないのだと思います。こうした森澤区長

の住宅施策は根本から転換すべきだと述べて終わりたいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○安藤委員 

 今の質疑に関連して、１点だけお伺いしたいのですが、住宅に困窮した方の住宅施策については、住

宅マスタープランが含まれている区のマスタープラン、まちづくりマスタープラン、これに基づいて検

討していく必要があるということでしたけれども、現状、区のマスタープランで、区営住宅については、

どのような位置づけになっているのかだけ教えていただければと思います。 

○川原住宅課長 
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 マスタープランにおける公営住宅の部分の記載については、公営住宅の維持というところで上げさせ

ていただいております。管理も含めてです。なかなか老朽化している住宅が多いですので、そういった

適切な更新を図って、修繕等もしっかりと行って、住みよい住環境を提供してまいりたいというふうな

思いでございます。 

○安藤委員 

 維持と管理だということでしたけれども、やはり今のどんどん家賃が上がっていって、しかも低廉な

住宅は建て替えでどんどんなくなっていくという状況ですので、それはやはり今の維持管理というだけ

の政策は、私も見直しが必要だと思いますので、そちらを改めて求めたいと思います。区営住宅は増設

が必要だと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑷ 東海旅客鉄道（株）が公表した道路隆起の発生原因と対策について 

○新妻委員長 

 次に、⑷東海旅客鉄道（株）が公表した道路隆起の発生原因と対策についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 私からは、東海旅客鉄道株式会社が公表した道路隆起の発生原因と対策について、ご報告いたします。 

 資料をご覧ください。 

 令和７年１０月２８日に西品川一丁目の区道で発生した道路隆起につきましては、これまでＪＲ東海

がリニア中央新幹線のシールドトンネル工事が事象の発生をもたらした可能性があると言及した上で、

因果関係の調査を実施してまいりました。 

 この件に関しまして、令和７年１２月２２日に、ＪＲ東海が因果関係を認めた上で事象が発生した原

因と対策を公表しております。 

 １、これまでの経緯でございます。 

 ＪＲ東海は、令和７年８月２５日に本格的な掘進の開始後、１０月２８日に道路隆起の事象が発生、

確認されました。 

 区は、発生した事象を区民の安全安心を脅かす重大な事象として非常に重く受け止めていたことから、

同日にＪＲ東海代表取締役社長宛に緊急的に文書により申入れを行っております。 

 ＪＲ東海は、因果関係を調査中と公表するとともに、事象発生確認後から巡回点検や路面計測を継続

的に実施し、１１月２０日からは、調査の一環として道路の掘削調査を実施してまいりました。１２月

１８日には、取りまとめた発生原因と対策を有識者らで構成している「トンネル施工検討委員会シール

ドトンネル部会」に諮問し、委員からは、今後の掘進に当たっての助言があったとのことであります。

部会での意見等を踏まえた上で、１２月２２日に発生原因と対策が公表されました。 

 次に、２、ＪＲ東海が公表した発生原因と対策でございます。 
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 恐れ入りますが、資料４枚目をご覧ください。 

 こちらは事象発生の推定メカニズムでございます。 

 今回の事象は、チャンバーと呼ばれる泥土を充填している箇所に削った土砂以外に空気がたまった状

態で掘進をしていたところ、地表まで空気が到達する経路が存在する箇所に遭遇した際に、チャンバー

内にたまった空気が短時間のうちに多く漏出し、地表付近まで到達後、土とともに舗装盤を押し上げた

と推定されています。 

 資料５枚目をご覧ください。 

 原因と対策でございます。 

 資料上側、空気がたまった原因でございますが、ＪＲ東海は、国交省策定のガイドラインなどを踏ま

え施工管理を行っており、監視していたチャンバー圧力は管理目標値内に収まっていましたが、鉛直方

向の分布がバランスよく保たれていないことが分かりました。この原因として、チャンバー内に空気が

一定程度たまっていたものと考えられています。 

 チャンバー内の空気につきましては、適宜抜きながら掘進していたとのことですが、空気を抜く頻度

や量が十分でなかったため、一定程度たまったものと考えられています。 

 次に、資料下側、再発防止の対策です。 

 ＪＲ東海は、今後の掘進においては、空気を抜く頻度や量を決めて施工管理を行い、チャンバー内に

空気をため過ぎないよう管理を行っていくとしています。 

 また、適時に空気抜きを実施するため、チャンバー圧力の分布がバランスよく保たれていない傾向を

検知した際、アラートを通知する機能を新管理システムに新たに搭載するとしています。 

 １枚目の資料にお戻りください。 

 ３、公表を受けての区の対応でございます。 

 区は、今後開催が予定されております一斉説明型・オープンハウス型説明会において、原因と対策の

丁寧な説明の実施とともに、区民からの不安や懸念の声を真摯に受け止め、丁寧な対応を行うよう改め

て強くＪＲ東海に要請を行ったところでございます。 

 最後に、４、説明会の開催でございます。 

 ＪＲ東海は、公表した発生メカニズムや原因、再発防止に向けた対策について、記載の日時、場所で、

オープンハウス型と一斉説明型、いわゆる教室型の説明会となりますが、こちらを開催し説明する予定

となっております。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○安藤委員 

 まず、説明会なのですけれども、今までも住民の方などからも要望が出されておりましたし、共産党

としても、教室型説明会、今回は「一斉説明型」という名前なのですけれども、こういったものを求め

てまいりました。なかなかそういった説明会を「求めます」という言葉が聞かれなかった中で、先日の

一般質問等への答弁の中で、区からも要請があったと。ＪＲ東海の秘密主義といいますか、閉鎖的な体

質を私たちもふだん感じているのですけれども、面会人数を絞ったりとか、文書では絶対回答しないと

か、ファクスやメールでの受付もしないということで、どうなっているのだというような企業なのです

が、今回、一斉説明型を実施するということになった。やはり品川区、地元の自治体からの要望力の大
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きさというか、やはり区が求めることにはすごく意義がある。大きな意味があるのだなということを実

感させていただきました。今回そういった要請をしていただいたことに関しては、感謝申し上げたいと

思います。 

 少し前置きが長くなってしまったのですが、説明会について。１時間となっているのですけれども、

中小企業センターでやるわけですよね。日曜日の夜と月曜日の夜の１時間、６時半から７時半というこ

となのですが、これ、どう見ても短いと思うのです。中小企業センターは９時半に全部撤収しなくては

いけないですけれども、準備、片づけも含めても、９時ぐらいまでは十分使えるという会場になってい

ます。これ、あまりにも短いと思うのです。区には、このことについて、ぜひ時間延長をＪＲに求めて

いただきたいのです。それはいかがか、伺いたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 今回の一斉説明型の説明会でございますが、開催時間が１時間となってございます。 

 こちらは、ＪＲ東海からは、説明資料に沿って地域の皆様へ一斉にご説明の後、質疑の時間も設ける

予定であるということ、また、一斉説明型終了後も、並行して行っておりますオープンハウス型の説明

会も開催してございますので、受けきれなかった質問はそちらで承りたいと考えていると聞いていると

ころでございます。 

 委員より、区として、説明会の開催時間を延長してほしいというお話、求めていただきたいというお

話もありました。いただいたご意見につきましては、東海にしっかりと伝えさせていただきたいと思い

ます。 

○安藤委員 

 伝えていただくことは結構なのですが、やはり区として、時間、これ、延長を求めてほしい、主体的

に区の意思として求める必要があるのではないかと思うのです。やはり区として要請し、実施されるも

のなわけですから、区としても成果になるわけです。その上で、少しこれ、時間が足りないのではない

かということで、区の意思として求めていただきたいということはいかがかと。 

 要請する上で、前提として、これ、短過ぎるという認識はないのか、そこを伺いたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 １時間の開催が短いか長いか、時間の長さというとなかなか難しいところであるかと思うのです。で

は、何時間ならいいのかという議論になってしまうのですけれども、ＪＲ東海からは、一斉説明型の説

明会だけでなく、地域の皆様や時間の制約なく来場できるオープンハウス型も並行してやっていて、受

け切れなかった質問はそちらで対応するというところで聞いておりますし、ＪＲ東海が時間については、

この時間が適切だということで判断して設定したと聞いているところでございます。 

○安藤委員 

 そこら辺については、別に１０時間やれとか言っているわけではないですが、少なくとも１時間は短

いという認識は持っていただきたいと思います。 

 それで、経緯についてなのですけれども、経緯と書いていますけれども、１１月２０日に行った道路

掘削工事があるのですが、これは、結局何を目的にした掘削工事で、何が分かったとＪＲ東海から伺っ

ているのか伺いたいと思います。これも建設委員に情報提供もあったわけですから、その上で行われた

ものなので聞きたいと思います。 

 それともう１つ、併せて、「トンネル施工検討委員会シールドトンネル部会」に諮問したとあるので

す。１２月１８日です。この部会のメンバーが、ＪＲ東海と果たして本当に利害関係がない方々で構成
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されているのかどうかは分からないのです。品川区としては、このメンバーを把握されているのか。委

員長の人は公表されているようです。把握されているのか伺いたいと思いますし、また、どのようなも

のを諮問して、その内容、結果については、ＪＲ東海からの発表はないと思うのですけれども、区とし

ては説明を受けているのか、このような諮問をしました。このような結果でしたということを聞いてい

るのか、何か見せてもらっているのか、そこら辺を伺います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 まず１点目の道路掘削調査の目的でございますが、こちらは、これまでもご説明してきたとおり、路

面下を最大３ｍ程度掘削して、地盤の状況であったり、既に埋められております埋設物の状況を確認す

るために行ったと聞いているところでございます。 

 こちら、ＪＲ東海からは、調査の結果、道路使用において安全上問題のある空洞は確認されず、埋設

管などインフラ設備にも異常がないことを改めて確認したと。また、掘削調査におきましては、長さ約

２.２ｍ、幅約０.４ｍ、深さ約１ｍ程度の空隙が発見されたところでございますが、併せて、舗装盤下

の泥の滞留を確認したと聞いているところでございます。 

 ２点目の専門部会のメンバーというお話だったのですけれども、区といたしましても、公表されてい

る委員長以外の方のお名前は把握はしておりません。 

 また、専門部会での結果でございますが、こちらはインターネットのほうに議事概要が公表されてお

りまして、そちらを拝見すると、今後の掘進に当たっては、シールドマシンのチャンバー内に空気がた

まり過ぎないよう、空気の排出を適切な頻度で行い、泥土圧のバランスを保つとともに、添加剤の用い

方にも留意しながら慎重に掘削を進めていくよう助言があったというふうに記載があるところでござい

ます。 

○安藤委員 

 掘削工事は３ｍなのです。後半いろいろご説明がありました。少し頭に入ってこなかったのですけれ

ども、今回掘削工事を行った、検討部会にも諮問した。そして、発生原因と対策を公表したとなるので

すけれども、およそ３ｍの掘削工事だけでは、原因と対策は分かるわけがないと思うのです。その結論

に至るまでの調査は、この掘削工事以外何か行ったと伺っているのでしょうか。区民は、この調査しか

聞いていないのです。あと、せいぜい当日にスキャニングして、穴があったかどうか確認したぐらいで、

いきなり結論がボーンと出ていて、これでなぜこういう結論に達したのかがさっぱり分からないと思う

のです。伺いたいのは、この掘削工事以外に、こういう調査をした、こういうデータを見たとか、デー

タを分析したとか、どういう検証が行われてこういう結論になったのかということ。この掘削調査以外

に何か区は聞いているのか、そちらをお伺いしたいと思います。それが１点です。 

 併せまして、前回の請願審査があったときに、ＪＲに対しては強い姿勢で引き続き臨むのだと、そう

いうふうに区がおっしゃっていたものですから、その意味を質問したら、その意味としては、ＪＲの説

明を鵜呑みにしないことだと区は課長が述べたのです。そういうふうなことから照らして、今回のＪＲ

が発表した原因と対策について、品川区としては、どう受け止めているのでしょうか。この原因と対策

についてのＪＲ東海による区民への丁寧な説明になっているというふうに区は考えているのか。区が原

因と対策の丁寧な説明の実施を求めているわけですけれども、今回の発表は、そういうふうになってい

ると考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 掘削調査以外の現場でやられた調査という意味合いかと思われます。これらの調査について、報告を
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受けているかというところなのですけれども、私たちとしては、掘削工事以外でＪＲ東海が現地で何か

調査をやったということは、聞いてはおりません。 

 一方で、路面の計測であったり、酸欠空気の測定であったりは実施しているというふうには聞いてお

ります。実際に掘り返して行った掘削調査以外に、具体的な調査として何か受けているものはございま

せん。あくまでこちらも調査の一環として行われているものであって、今回の原因も、あくまでメカニ

ズムという形で出ております。今回、掘削調査を行ったのは、実際に舗装盤面が上がってしまったとい

う実害が出ておりますので、そこの直下にあります埋設物の状況だとか、地盤面の状況を確認するとい

う目的で実施されたと認識しているところでございます。 

 次に、以前述べた強い姿勢、ＪＲ東海の説明を鵜呑みにしないとご答弁させていただいたところでご

ざいます。ＪＲ東海からは、掘削調査が終わった後、資料がまとまった段階から順次、調査結果や発生

原因、対策について、適宜、報告・説明を受けてきたところでございます。その中で、今回、原因と対

策がご説明があった際に、原因につきましては、専門家委員会のほうにしっかりと諮問し、内容を説明

してきていると伺ってございます。あまり知見がない区として、そこまで言えることがないのかなとい

うところでございますが、一方で、対策につきましては、区として区民の生命と財産を守るといった視

点から、最初に説明を受けたいわゆる施工管理の強化だけでは、やはりなかなか区としても受け入れら

れないかなと感じまして、ヒューマンエラーを抑制できるような仕組みはできないのですかと、区とし

てしっかりと申し上げさせていただいたところであります。今回、システム改修を行ってアラートシス

テムが搭載されるというところで、一定、区としての要望が１つ通ったのかなと感じているところでご

ざいます。 

 また、丁寧な説明でございますが、まだこれから説明会が行われます。まずはその状況を見て、しっ

かりと対応してまいりたいと考えているところでございます。 

○安藤委員 

 掘削については、あくまで調査の一環だと。ただ、今のご説明ですと、一環ということですので、ほ

かにもあるわけで、どのような調査が行われてきたのかは、適宜、報告や説明を受けてきたというふう

な説明もありました。区としても、具体的にこういう調査をやった上での結論ですよということは聞い

ていない、そういうふうに聞こえてしまいましたが、そちらでいいのか。それとも区民が知り得ないよ

うな、知っていないような情報を区独自でつかんでいるのか、改めてここは伺いたいと思います。 

 原因については、専門家の意見を聞いたというところでよしとしているというようなご答弁だったと

思いますけれども、先ほど少し聞いたように、専門家が、どういう方々なのかということが公表されて

いないのです。そして、それは第三者なのですかという指摘もあるのです。なので、そこについては鵜

呑みにしてはいけないのではないかと私は思いますし、そのためにも、どういう方々なのかということ

は、区としても正していくというか、把握していく必要があるのではないかと思います。 

 対策については、一定、ヒューマンエラーを起こさないような措置をということを要望したと。それ

が一定取り入れられたということは分かりました。 

 これでどの程度抑制できるのかということが分からないところなのですけれども、今回の対策につい

ての区の評価をもう一度伺いたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 道路掘削調査以外の調査をやっているのかでございますが、区として把握しているものはございませ

ん。 
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 次に、専門家は第三者なのかでございます。トンネル部会の委員については、ＪＲ東海から学識経験

者や地盤の専門家など、あくまで第三者の立場でご意見をいただいていると聞いているところでござい

ます。 

 今回の対策でどの程度抑制されるのかでございますが、こちらはなかなか答えが申し上げにくいとこ

ろではございますが、やはり今回示されたもともとの原因が、やはり一定の施工管理の不足ということ

で、対策が施工管理の強化というところでございますので、まずは示された再発防止策がＪＲ東海の責

任においてしっかりと履行されることが重要と考えているところでございます。 

○安藤委員 

 分かりました。 

 最後ですけれども、今回、２月１日と２日に説明会を計２回でしょうか、その時期に１回ずつやる。

しかも、原因は推定だというところで、到底これで区民が納得できるとは思えないし、私自身も納得で

きません。先ほど、区は専門的な知見を持ち合わせていないという話もありました。ＪＲは、今回、原

因と対策を示したら工事を再開すると言っていたわけです。今も言っているのかな。工事が再開すれば、

住宅地に入っていくわけです。正直どうなるか分からないけれども、このまま入ってしまえというわけ

にいかないと思うのです。なので、私は、公聴会を開き、そこにＪＲ東海が選んだ方ではないきちんと

した専門家の方を呼び、そして、ＪＲの説明に対して意見を述べていただく、それをみんなが聞く、そ

ういう場を、少なくとも設けた上ででないと次に進んではいけないと思うのです。そこについて、ぜひ

区として、国に求めていただきたい。私は、区自身がやっていいと思うのです。区民の話です。品川区

内に入っているわけですから、区としてでもいいですし、あるいは、国に開催を求めるということを

やっていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。そして、事実関係として、ＪＲは、こ

の説明会が終わったら、もう再開すると言っていましたか。最近、ごめんなさい、記述が見当たらなく

なってしまって、そういう考えなのですよね。そこだけ確認させてください。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 ２点ご質問をいただきました。 

 まず１点目の公聴会についてでございます。区といたしましては、あくまでこちらはＪＲ東海が国に

認可されて実施している事業でございますので、ＪＲ東海の責任において、しっかりと説明と確実な履

行を実施することが何よりも重要と考えているところでございます。 

 ２点目の説明会後に再開するのかでございますが、今聞いているのは、説明会実施後に、いつかとい

うところは聞いてはいないのですけれども、再開の準備を進めていくとは聞いているところでございま

す。 

○安藤委員 

 ぜひ、このまま進めるわけにいかないと、私たちはそういうふうに思っています。そこは申し上げて

おきたいのと、最後にすみません。先ほど、公聴会について、ＪＲ東海の責任において説明すべきもの

だと、ありました。いつもこうおっしゃっているわけです。 

 あと、こういうことも言いますね。認可権者でもないのですと。よくおっしゃっていたような記憶が

あるのですけれども、認可権者は誰かというと、国なのです。国に対してぜひ公聴会の開催を求めてい

ただきたいと思うのです。これは要望といいますか、いかがかということで、これで終わりにしたいと

思います。いかがでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 
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 国に開催を求めるというところもありますが、あくまで現時点ではＪＲ東海が、これにつきましては、

国から認可を受けて実施している事業で民間事業でございますので、あくまでＪＲ東海の責任の下で

しっかりと対応を行っていくことが重要と考えているところでございます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中塚委員 

 １２月２２日にＪＲ東海より発生の原因と対策が公表されました。私は、今回の西品川一丁目の箇所

が、万が一もう少し手前であったならば、電車の線路を持ち上げることになるわけで、下手をしたら脱

線、横転、重大事故につながっていたと思います。また、さらに交差点の先であれば、マンションや戸

建て住宅があるわけで、そこで起きれば、そこにお住まいの方々の生活はできなくなってしまう。

１０ｍにわたって区道を隆起させたわけですから、深刻な事故だと思っています。それにしては、

１２月２２日のＪＲ東海の説明資料が、メカニズムがＡ４、１枚、原因と対策も僅かＡ４、１枚のみ。

私は不誠実だなと思います。 

 前回の建設委員会で、区は、鵜呑みにしないという説明をしておりました。今、やり取りがあって、

質疑があって少し見えてきたのですけれども、伺いたいのは、先ほどの説明だと、発表したのは１２月

２２日以降ということです。区のほうでは、適宜、報告と説明があったと。その中でも様々、いろいろ

要望もしてきたというところをもう少し詳しく伺いたいと思います。 

 さっきの説明ですと、施工管理の強化だけでは受け入れられないと、ヒューマンエラーの抑制が必要

だと、システムの改修、アラートの設置等という説明がありましたけれども、施工管理の強化だけでは

駄目だと、ヒューマンエラーを減らすことが必要なのだと、アラートの設置が必要、この状況を詳しく

伺いたいと思います。 

 これは区長名か何かで要望したのか、それとも担当者レベルでのやり取りの中なのか、区として、

様々、ＪＲ東海に意見を言っているのであれば、どういうものなのか、もう少し詳しく説明してほしい

ということが１つ目です。 

 ２つ目は、公表を受けての区の対応です。区民の声を受け止め丁寧な対応を行うよう改めて強く要望

と言いますけれども、僅かな説明資料の原因と対策、説明会も僅か１時間、この対応に区は納得してい

るのか。納得しているのかというところをご説明いただきたいと思います。 

 先ほども、説明が１時間は短いとも言えない。区の姿勢はみっともないなと思うのです。今日は建設

委員会ですから建設委員会のこと以外は言いませんけれども、羽田新ルートのときも、補助２９号線の

問題など各種道路の問題も、再開発の説明も、説明会と言ったら、大体２時間はとっています。質問者

が手を挙げている状態が続きながらも司会者は打ち切って、あとは個別で前のほうに来て対応しますと、

私、こういうことを何度も見てきました。それでも不十分だと私は思います。区がやっている説明より

も短い１時間を短いとも言えない、森澤区長が区民の立場に立つべきです。ＪＲ東海を擁護すべきでは

ないです。そう思いませんか。僅かな説明資料と僅かな説明時間で区は納得しているのですか。引き続

き丁寧という言い方をしているから、不満があるということでいいのですか。１時間が短いとも言えな

いというのは、本当に駄目だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 ２点、質問をいただきました。 

 まず１点目の施工管理の強化だけでは駄目だという、冒頭、私がお話ししたところでご発言があった
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かと思うのですが、私が申しましたのは、施工管理の強化だけでは安全が担保されないのではないで

しょうかというお話をＪＲ東海にさせていただきました。その強化策だけでは、やはりどうしても操作

をしているのは実際に作業員の方でございますので、そちらの方々に、しっかりとそういった事象の傾

向があらわれるような何かしらの注意喚起とかができないのですかというプラスアルファの対策を私は

求めております。こちらは担当者レベル、私が東海から説明を受けた際に要望させていただいたところ

でございます。 

 あと、ＪＲ東海の対応が不誠実で対応に納得しているのかというところでございますが、こちらは納

得といいますか、あくまで東海がこちらの説明の時間と、並行して行うオープンハウス型説明会、こち

らのほうでしっかりと対応していくという報告を受けております。 

 時間が短いか長いかという議論は一定あるかと思いますけれども、ＪＲ東海からは、その中でしっか

りとご説明をして、受け切れなかったものに対してはオープンハウスのほうでも説明していくと。また、

説明会以降も、事務所でしっかりと個別で対応させていただくということで、丁寧に説明していくと聞

いているところでございます。 

○中塚委員 

 前後して、先に説明会１時間問題ですけれども、ＪＲがしっかりやるからそれでいいという態度は本

当にひどいなと思います。どう考えても１時間などあり得ないではないですか。大体区も今までそうし

てきた。ここに出席されている方は様々な事業の説明会を住民に対してやっていますけれども、それで

も１時間半、２時間を取っておくのです。区の物差しよりも短い説明を短いとも言えない。こうした姿

勢は、結局、区民の立場ではなくＪＲ東海を擁護するものだと思います。 

 冒頭の区の担当者レベルのやり取りですけれども、施工管理の強化だけでは安全が担保されないと

思ったと。なるほど。などで、操作しているのは人間なのだから、プラスアルファでアラートというこ

とですけれども、もう少しそこを詳しく聞きたいのです。施工管理の強化だけでは安全が担保されない

とＪＲに言ったと、どうしてなのかということです。 

 シールド工事の技術的なことになると、私も専門家ではないので、むしろ品川区の、技術者の方のほ

うが詳しいと思います。技術者がＪＲ東海の説明を聞いて、施工管理だけの強化ではない、要は足りな

いと、安全が担保されないと思ったのはとても大事なことだと思うのです。やはり区民の安全、生活の

安全、行政が立つべき立場に立つからこそ、それでも安全が担保されないと判断して担当者レベルで要

望しているわけですから、もう少し施工管理の強化、要は足りないと思ったところを伺いたいと思いま

す。 

 要するに、空気がたまって噴出してアスファルトを持ち上げたということなのですけれども、私、い

まいちＪＲ東海の説明が足りないと思っているのは、なぜ吹き出す空気をコントロールできなかったの

かという点なのです。施工管理、ヒューマンエラーと言いますけれども、ある意味、人はミスをします

から、二重、三重の安全システムが本来あるべきなのです。どのような機械も、どのようなシステムも、

人が監視している以上、ミスが起き得るから、ミスが起きたときを防ぐための二重、三重の安全システ

ムがあるはずなのです。今回、それがなぜないのか。これはＪＲ東海に聞きたいことなので、区から何

かご説明を受けているのかと、区は何か説明を受けているのかという質問になってしまうのですけれど

も、このようなシステムがあるのかなと思うのです。泥をかき出す頻度や量が十分ではなかったという

けれども、なぜ十分ではなかったのか、なぜ不十分だったのか、それがなぜ人がミスっても二重、三重

のシステムがなかったのか、施工管理の強化だけでは駄目だと思った品川区なわけですから、そこをも
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う少しご説明いただきたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 私のほうからお話しさせていただいた対策に関連してでございます。今回の原因といたしましては、

チャンバー内に空気が一定程度たまったというところで、原因と対策の資料５枚目に書かれております

が、一定、泥土圧の計はそれぞれ基準値内に収まっていたが、バランスよく保たれていない状況が続い

ていたと。このような状況が発生したというところは、やはり作業員もこれまで進めてきて、実績とし

てこれまで起きなかったため、これまでは上限と下限の中で管理をしていたと聞いているところでござ

います。 

 ただ一方で、今回このような事象が起きている状況がありまして、このまま進めていっても、また同

様な事象が起きる可能性は十分考えられます。なので、施工管理を強化することにプラスして、何かし

ら中央制御室、いわゆる掘進をコントロールする場所で、しっかりと視覚的に捉えられるシステムが何

か必要なのではないですかというお話は私のほうからさせていただいたところでございます。 

 ２点目の吹き出す空気を管理できなかったのかというところでございますが、区といたしまして、事

前に何か、もともとこういうシステムですよというお話は受けてございません。こちらは、今回、気包

剤を攪拌する中で、何らかの要因で空気になったと考えているとＪＲ東海からは聞いてございます。 

 それに対して、適宜抜いていたというところでございますが、やはりこれも実際どれぐらい掘ったら

どれぐらいたまるかということは、一定数の数値ではあらわれてこないところだと思われますので、

しっかりとそこに対しては、先ほど言ったアラートの関係もそうですけれども、何かしらで分かるよう

な予防保全型の管理ができれば一番いいのかなというところでこういったお話をさせていただいたとこ

ろでございます。 

○中塚委員 

 なるほど。僅かな資料の中だけでは読み解けないいろいろな事情が今の説明で少し分かってきたわけ

ですけれども、いずれにしても、区はそれ以上の説明を受けたり要望したりすることは当然やるべきだ

と思います。ＪＲ東海の説明はあまりにも足りないなということが改めてよく分かりました。 

 今、泥土圧の話がありました。基準値内だったけれども、バランスが崩れて空気がたまったというこ

とです。上方と下限の基準の中にはあったのだけれども、重大な事故につながったわけですよね。そう

なると、この上方と下限の基準自体に問題はなかったのか、あったのではないかという検証がされるべ

きだと思うのです。ＪＲの説明資料には、そこは何も触れていないのです。基準の中だったけれどもバ

ランスが崩れたという言い方ですから、この基準自体が、安全上、緩いものではなかったのか、そこは

ＪＲ東海は品川区に何と説明しているのか、そこを伺いたいと思います。 

 二重、三重の安全システムがないということにも驚くのですけれども、なぜないのかということと、

品川区が求めたアラームが新たに設置されるということですけれども、アラームの基準は、区は何か説

明を受けているのか、それが安全上、合理的なものなのか、ＪＲ東海の説明では何もないのです。何の

根拠を示すデータもないのです。つけますというだけで安心する方はいないと思うのです。アラームの

設置と言いますけれども、その基準は、安全上、合理的なものなのか、何か区はそもそも説明を受けて

いるのか、ＪＲ東海はなぜ根拠となるデータも示さないのか、そこをご説明いただきたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 各泥土圧の基準値にそもそも問題があったのではというところでございますが、こちらの基準値につ

きましては、詳細な資料が今ないのでお答えできないのですけれども、一般的に用いられている基準値
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よりも厳しく設定しているとはＪＲ東海からは聞いているところでございます。 

 また２点目のアラームの基準というところでお話があったところでございますが、現在まだ、どう

いったシステムにするのかは、まだ報告は受けてございません。 

 一方で、掘進する際の空気を抜く頻度や量を決めて施工管理を行い、チャンバー内に空気をため過ぎ

ないよう管理を行っていくことがまずは大前提としております。 

 チャンバー圧力の分布がバランスよく保たれていない傾向を検知した際にアラートが通知する機能を

システムに新たに追加するというところまでは聞いているところでございます。 

 こちらにつきましては、実際に画面に出るだけではなく、実際に作業されている方にも通知されて適

切に施工管理が行えるよう、システム上でも担保していくと東海からは聞いているところでございます。 

○中塚委員 

 泥土圧の上方、下方は、一般的な基準よりも厳しくしているとの説明ですけれども、一般的な基準よ

りも厳しくしていることが安全を担保する基準なのかという問題なのです。シールド工法はとても複雑

だということは私なりに勉強させていただきましたけれども、一般的に厳しくしているからといって、

それが安全が担保されているものでなければ、同じようなことが起きるということになり得るわけです

よね。しかも、一般的に厳しくしているのに事故が起きたわけです。泥土圧が一般的な基準値よりも厳

しくしているのに、なぜ事故が起きたのか、つながったのか、そこの説明をＪＲ東海は品川区に何かし

ているのか、資料からもそこは読み取れないのです。少なくともＪＲはそこを品川区と区民、住民に対

して説明すべきだと。基準値よりも厳しくしているのに、なぜ事故が起きたのか。下手くそだったのか、

システム上の問題だったのか、やはりそこの分析がなければ対策につながってこないと思うので、この

点、ＪＲ東海が明らかにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 もう１つ、アラームの設置ですけれども、システム上、報告は区にはないということです。しかし、

ＪＲ東海は、担保していると、根拠もないのにきちんとやっていると言われても、安心にはつながらな

いわけです。このアラームのシステムの報告、この基準で安全が担保されている、この報告をＪＲ東海

は品川区にすべきだし、担当者であれば一定の知識があるから、それが合理的なのかどうか判断できる

し、合理的な判断でＪＲ東海に要望もできるし、また、アラームのシステムも、言わば今回の事故を繰

り返さないための最後の砦となるシステムなわけですから、こういうシステムにしますという数字や

データを根拠にした安全の説明が必要だと、示されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 質問を２点いただきました。 

 まず１点目の事故がなぜ起きたのかというところでございます。そもそも安全を担保する基準が適切

であったかでございますけれども、基準値につきましては、先ほど申したとおり、一般的に使われてい

る基準値より厳しめに設定していると。それがでは安全を担保できるのかにつきましては、今回このよ

うな事象が起きているので、基準１つ１つがそれに対して事象を発生させたとは区としては考えてはい

ないのですけれども、こちらの原因と対策に記載されているとおり、各泥土圧のバランスが保たれてい

ないことが１つの原因としてあります。こちらがおのおのの泥土圧計としては基準値に収まっているけ

れども、鉛直方向にバランスよく保たれていないことが大きい原因だったと捉えています。 

 こちらの原因がチャンバー内に空気がたまっていたからこのような発生をしたというところでござい

ますというふうに聞いているところでございます。 

 また、ＪＲ東海からは、施工中は常時泥土圧を監視していたが、監視している中で空気がたまってい
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る傾向は把握はしていたと聞いてございます。また、空気を減らすために気泡材の調整をするといった

対応は実施していたところですが、対応が完全ではなく、空気が漏出したと考えているとＪＲ東海から

は聞いているところでございます。 

 また、システムにつきましては、先ほど申したとおり、これから詳しい報告があるものと考えている

ところでございますので、どういったシステムになろうかというのは、まだ現時点では把握はしていな

いと。 

 一方で、しっかりと作業員に伝わるようなシステム、先ほど言ったとおり、今回の原因がこの泥土圧

のバランスが保たれていないというところですので、そちらの傾向があらわれたら発報されるようなシ

ステムになるものと考えているところでございます。 

○中塚委員 

 そろそろ時間もあれですけれども、なるほど、今の説明ですと、泥土圧については、中央監視システ

ムで監視していて、たまっていたことは把握していたと。資料には書いていないのですが、今の説明だ

と、職員は、たまっていたことを把握していたと。新事実です。区を責めているのではないです。本来、

ＪＲ東海が公表すべき中身の新事実です。そしてもう１つが、ただ対応が完全ではなかったということ

なのです。私は、この新事実について、ＪＲ東海はまだ説明すべきことを説明していないあらわれだと

改めて思いました。なぜたまっていたことを把握していたのに対応が完全ではなかったのか。ヒューマ

ンエラーとＪＲ東海が認めるのであれば、なぜそれが起きたのか、そして、なぜ二重、三重の安全シス

テムがなかったのか、そこをＪＲ東海は区民に示すべきだと思うのです。 

 今回の僅かな資料の原因と対策、Ａ４、１枚ですから、この説明では、ＪＲ東海の対応が不十分だと

いうことは区の説明でも明らかだと思うのです。なので、追加の資料や追加の説明も含めて、新たな原

因と対策のＪＲの公表を区はＪＲ東海に求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 いずれにしても、まだ公表されていない事実、公表されてない分析、公表されていないデータがある

中で、工事の再開など、私は許されないと思います。品川区として工事の再開の中止をＪＲ東海に求め

るべきだし、また、そもそも地上に影響は与えないとしたリニアの工事が地上に影響が与えたのだから、

その前提が崩れたのだから、事業認可をおろした国に対しても工事の中止を、つまり、ＪＲ東海と国に

対して工事の中止を求めるべきだと。百歩譲って、一旦立ち止まって今回の現象をよく分析して、検証

して、データも示して、説明も尽くして、資料もぺらぺらではなくて、それぐらいしっかりやれよとい

うぐらい、担当者レベルではなくて、区長とも相談して、しっかり要望書を出すべきだと思います。い

かがでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 今回の件につきましては、追加の資料や説明をＪＲ東海に求めるべきではなかろうかというところで

ございますが、現時点で、説明会でどのようなご説明がなされるのかというところは私たちも聞いてい

ないところでございます。今いただきましたご意見につきましては、ＪＲ東海のほうに伝えてまいりた

いと考えているところでございます。 

 また、事業の中止、再開の中止、国やＪＲ東海に求めるというところでございますが、区では、これ

までも適宜な情報発信と適切な処置を講じるよう繰り返し求めてきているところでございます。また、

安全対策の徹底等を繰り返し求めてきたところでございます。区といたしましては、ＪＲ東海により今

回示された対策が、まずもって責任を持ってしっかりと実施されることが重要と考えております。 

 区民の生命と生活を守る立場から、同様な事象が二度と発生しないよう、引き続き、ＪＲ東海に対し
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ましては、安全管理の徹底を求めてまいりたいと考えているところでございます。 

○中塚委員 

 今日のやり取りの中でも、ＪＲ東海が発表した資料にはない新たな新事実が明らかになったわけです。

空気が増えていることを把握しながら対応できなかったという事実です。区はそれを把握しているわけ

ですから、説明会でＪＲ東海が何をどう説明するかはもちろん大事なことですけれども、今の時点でも、

品川区長として、ＪＲ東海に対して、この新たな事実がなぜ起きたのか、その検証、データ、メカニズ

ム、それをしっかりとＪＲ東海に文書で要望することが必要だと思うのです。それをなぜやらないのか、

やるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 これだけの事態が起きているのです。国に対しても、前回述べましたけれども、国が設置する（仮称）

事故調査委員会を設置すべきなのです。ＪＲ東海に任せているから、ＪＲ東海がお願いした専門家に任

せているから、重大な事実が今日の時点でも新事実が明らかになったように、重大な事実が伏せられて

しますまうわけです。区は聞いてくれて把握していたから、今日ここで私が知ることができたわけです。

このような事態が起きているわけですから、国に対して事故調査委員会の設置を、今回の事故を受けて

行うべきだと、要望すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 前回も言いましたけれども、電車の事故、飛行機の事故、船舶の事故等々が起きると、国は事故調査

委員会を必ず設置するのです。でも、リニアの工事については、そのシステムがないのです。なぜない

のかという話はさておき、少なくともこの事象に対して、国に対して事故調査委員会の設置、ＪＲ東海

が設置した調査委員会ではなく、国が設置した調査委員会を改めて区は求めるべきだと思いますが、最

後にいかがでしょうか。 

○大石まちづくり立体化担当課長 

 ＪＲ東海に詳しい説明をしっかりと求めるというところでございます。区はこれまでも複数回にわ

たって、要請文としてしっかりと文書で発出してきております。この中でも、工事に関する適時適切な

情報の発信と、区民からの不安の声や質問に丁寧に対応することと、このような趣旨でしっかりと求め

てきているところでございます。引き続き、今後も必要な要請につきましては時期を逃さず行ってまい

りたいと、このように考えているところでございます。 

 ２点目の事故調査委員会のほうでございますが、こちらはＪＲ東海は第三者によりますトンネル施工

検討委員会のシールドトンネル部会を設置してございます。そちらでの助言等を踏まえた上で、今回、

原因と対策、また、再発防止策等が公表されております。 

 区といたしましては、まずはこの示された内容が、ＪＲ東海によって責任を持ってしっかりと履行さ

れることが何より重要だと考えているところでございます。 

 また併せまして、２月上旬に行われます説明会につきましても、ＪＲ東海の責任において、区民に対

してしっかりと説明して、１人でも多くの理解を得るということが重要と考えているところでございま

す。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 
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 引き続き、もう少し続けてもよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                              

 ⑸ 「中小企業向け『ＡＩ電気相談所』設立による再エネ導入・脱炭素経営促進プロジェクト」実証

実験について 

○新妻委員長 

 次に、⑸「中小企業向け『ＡＩ電気相談所』設立による再エネ導入・脱炭素経営促進プロジェクト」

実証実験についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○中西環境課長 

 それでは、私から、シティラボを活用しました実証実験を開始いたしましたので、本委員会において

ご報告をさせていただくものでございます。 

 恐れ入りますが、資料をご覧いただければと存じます。 

 本事業でございますが、中小企業向けの「ＡＩ電気相談所」をウェブ上に開設いたしまして、事業者

の皆様に最適な再エネ電力プランのご提案、それから太陽光パネル等の脱炭素関係の設置見積りおよび

区や東京都の補助金情報などを提供するサービスの実証実験を行うものでございます。 

 資料の１の経緯でございますが、令和５年に宣言をいたしました「ゼロカーボンシティしながわ」を

実現するためにも、中小企業の皆様の脱炭素化は不可欠でございます。事業者の皆様とお話をしますと、

脱炭素の取組は重要であるといったことは皆様ご認識をされている一方で、なかなかそこに注力する情

報、ノウハウ、人材、資金等々、リソースが足りていない部分があって、ゼロカーボンに向けた取組に

手が出しづらい状況にあるといったことがございました。 

 区におきましても、事業者の脱炭素化の支援は様々行ってございまして、例えば、令和６年１月です

と、株式会社エナーバンクという電力小売会社と協定を締結いたしまして、ほかの自治体と連携をしま

して、首都圏再エネ共同購入プロジェクトを行って、事業者向けに再エネ電力の導入を促進してきたと

ころでございます。 

 今般、令和７年９月に、株式会社タンソーマンＧＸというスタートアップ企業のほうから、「しなが

わシティラボ」を通じまして、本事業の提案がございました。中小企業の脱炭素化の一助になると判断

いたしまして、実証実験の開始に至ったものでございます。 

 なお、本事業に関してでございますが、ＳＤＧｓ推進ファンドでも採択されている事業でございまし

て、区内での実証実験を行うに当たりまして、環境課として連携を行うものでございます。 

 ２、実証実験の内容でございますが、ページを１枚おめくりいただきますと、パンフレットが出てく

るかと思います。こちらのパンフレットにありますＱＲコードからご覧いただけるものとなってござい

ます。まず、アカウント登録をしていただきまして、会社名ですとか、事業所の所在地などを事前に登

録いただきますと、航空写真ベースでＡＩが簡易検索をしまして、太陽光パネルの設置可能枚数ですと

か、あとは省エネの可能性など、簡易診断できるといったものでございます。 

 その上で、その中に太陽光発電システムの導入に係る見積りのフォーム、それから、再エネ電力導入

の見積りフォームが用意されてございます。それぞれの見積りフォームに関しましては、個別に入力で

はなくて、図面ですとか電力明細をスキャンすることで、ＡＩが読み取って適切なプランをご提示する

といったものになってございます。 
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 なお、詳細見積りに関しては、小売事業者との調整が必要になりますので、低圧の場合ですと１日程

度、高圧では最大で５日程度時間がかかると聞いてございます。 

 なお、品川区以外の自治体でも、今、先行で様々な事例が進んでいるのですが、事業者によっては、

最大で２０％ほど電気料金が削減されたというような事例も聞いているところでございます。 

 また、こちら、再エネ電力の事業者や太陽光の設置の見積りだけでなく、東京都や品川区のゼロカー

ボンに関する補助金情報も検索することができるような仕組みになってございまして、区のしながわゼ

ロカーボンアクション助成、今年度から始めた助成に関しましても周知をしていただいているものでご

ざいます。 

 併せて、専門のコンシェルジュ機能もございまして、実際、対面で省エネ診断ですとか、そういった

もののオンライン予約もできるといったものになっているところでございます。 

 １枚目の資料にお戻りいただきまして、項番２の内容の２つ目になりますけれども、実証実験の期間

は、昨年１１月２７日から今年の２月末までとなってございます。 

 また、先ほどご説明させていただきましたウェブ上画面表示に関しましては、中小企業センター、そ

れからＳＨＩＰのほうにｉＰａｄを設置しておりまして、皆様にご覧いただけるような状況をつくって

いるところでございます。 

 こちらでございますが、１２月末には東京商工会議所品川支部の会合のほうで私どものほうでもご紹

介をさせていただきました。今月の２１日には、株式会社タンソーマンＧＸのほうでセミナーを開催し

まして、事業者にも周知を図ると聞いているところでございます。 

 区といたしましては、中小企業の脱炭素化の促進に向けまして、その支援方法、それから周知方法に

関しまして、様々な事業者の方と連携をしながら、多様な角度から取り組んでまいりたいと考えている

ところでございます。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

○安藤委員 

 対象となる中小企業は区内にどれぐらいあるのでしょうかということと、あと、ツール利用企業は、

最終的に何社ぐらいを目標にしているのかという点。あと、今度、事業者による説明会をやるという話

も最後にありましたけれども、このツールの存在をどういうふうに知らせていくのでしょうか。 

 また、このツールについて、利用料などは発生するのかも伺います。 

○中西環境課長 

 中小企業の数でございます。すみません、中小企業だけが対象ではございませんが、区内の事業者数

でいきますと、令和３年の経済センサスで１万９,８９７事業所となってございます。一応、こちらの

方々が対象になるといったことでございます。 

 それから、こちらの導入の目標でございますが、先方の会社からは１００社程度を目標にしたいと

いったところで聞いてございます。 

 説明会に関しましては、こちらのタンソーマンＧＸがＳＯＭＰＯホールディングスとも連携を図って

おりまして、ＳＯＭＰＯホールディングスのほうからも周知をしてもらっているような状況でございま

す。 

 それから、このツールの使用料、今回、電力明細をスキャンして、実際、見積りの提示をもらうとこ
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ろまでは無料でできるものになってございます。省エネコンサル等に関しては有料の部分があると聞い

ているところでございます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○ゆきた委員 

 中小企業センターと、あと、品川産業支援交流施設ＳＨＩＰに端末を設置する。一方で、事業全体の

所管報告は環境課が行っていますが、この体制の中で、診断結果について事業所がより詳しい説明とか

アドバイス、助言を求めたい場合は、どこの所管に問い合わせることになるのかをお聞きしたいと思い

ます。 

○中西環境課長 

 この事業自体、脱炭素といったテーマで環境課がシティラボの実証実験の提案をお受けしたところで

ございます。設置に当たりましては、地域産業振興課とも連携をしながら進めているところでございま

す。 

 実際、この省エネ診断を受けた診断結果をもってどうされるかに関しましては、基本的には、環境課

ではなくて地域産業振興課の経営相談とか、そういったところに回っていくような形になります。そこ

は直接連携しているというよりは、事業者のほうで行っていただくような形になろうかというふうに考

えてございます。 

○ゆきた委員 

 ありがとうございます。連携しながら、地域産業振興課のほうで対応ということですね。 

 このことに付け加えて、先ほど、対面での診断もお話があったと思うのですけれども、これは伴走型

支援ということで認識してもよろしいのでしょうか。 

○中西環境課長 

 この株式会社タンソーマンＧＸがやっております省エネの診断、それからご相談が、３０分単位で予

約ができるものになってございます。こちらに関しては、一応、ホームページ等を見ますと「伴走支援」

というような表現をうたってございますので、並走しながら、もちろん時間の枠等々あるかと思います

けれども、伴走しながら支援をしてもらえると認識してございます。 

○ゆきた委員 

 確認できました。ありがとうございます。 

 昨年の４月から、新築の住宅には太陽光発電が義務化されましたし、家庭からのＣＯ２排出もかなり

の割合と思われます。委員会資料の経緯のところでは、「ゼロカーボン達成には中小企業における脱炭

素化が不可欠である」とあって、家庭部門も含めた取組を併せて進めていくことが重要だと考えます。 

 ＱＲを読み取ると、ＡＩの無料相談ができることも私も確認しましたが、現在は、中小企業向けの取

組として進められていることも承知していますけれども、今後の実証実験を踏まえながら、将来的に各

家庭にも応用できるものなのか、検討の方向性についてお考えがあればお聞きできればと思います。 

○中西環境課長 

 ご家庭向けにといったところでございます。実際問題、ご家庭の脱炭素化もかなり進めていかなけれ

ばならないといったところは間違いないところでございまして、実際、この事業者とも、家庭向けにそ

ういった診断のツールが使えないかといったところの話はしてございます。まずは事業者向けに、中小

企業の方々向けに、今は品川モデルという形でつくっておりますが、それを今度、東京都全体にこれか
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ら広げていくそうなのです。そういった形で広げていくといったところを今進めているところでござい

ますので、まずはそこの部分をやりながら、ただ、この実証実験をやりながら、関係性は事業所等もあ

りますので、家庭向けにできないかといったような相談をしてまいりたいと考えてございます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 本日はまだ報告事項が残っておりまして、１７時１５分を過ぎると思います。ここで１回、会議の運

営上、休憩をとらせていただきまして、再開を１７時１０分としたいと思います。５分休憩をとって、

１７時１０分から再開したいと思います。よろしくお願いします。 

○午後５時０４分休憩 

 

○午後５時１０分再開 

                                              

 ⑹ マイガーデン豊町について 

○新妻委員長 

 次に、⑹マイガーデン豊町についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○大友公園課長 

 私からは、ガーデン豊町について、ご報告させていただきます。 

 資料は、Ａ４判のものをご覧ください。 

 これまで区民農園であるマイガーデンを、南大井と西五反田の２か所で運営してきたところでござい

ます。今回、新たにマイガーデン豊町を新設し、利用者の募集を開始してまいります。 

 新設の経緯といたしまして、当該土地は、令和６年９月に墓地として利用されていた土地の寄附を受

けたもので、寄附者より、公園や広場として活用することを第１希望として申出があったものでござい

ます。 

 敷地条件や現在運営している２か所のマイガーデンの利用状況などから、荏原地区においても区民が

直接土や緑に触れ合える空間を創出するため、３月整備完了予定で工事を進めているところでございま

す。 

 次に、マイガーデン豊町の利用者の募集の概要でございます。 

 初年度となる令和８年度の利用期間は、６月から翌年２月までの９か月となります。令和９年度から

は、４月から２月までの１１か月となります。 

 募集数は、８区画となり、１区画は約７㎡、利用料は月２,０００円、対象者は、区内在住者、福祉

または教育を目的として活動する区内に事務所等を有する団体となります。 

 利用者の募集につきましては、１月２１日号の広報しながわ、区ホームページで周知いたします。 

 マイガーデン豊町の住所、整備イメージは、資料の中ほど、３、整備計画のとおりとなります。 

 最後に、スケジュールです。 

 令和８年１月２１日に広報しながわ・区ホームページに掲載し利用募集を行い、２月末頃に利用者を
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決定・通知を行う予定です。マイガーデン豊町の利用開始は６月を予定しております。 

 なお、ガーデン南大井・西五反田についても同様のスケジュールで募集、利用者の決定を予定してお

りますが、利用開始は４月からとなります。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 いいことだなと思うのですけれども、これ、土地を取得したのがいつぐらいで、工事はいつからやっ

ていたのかということと、それと、マイガーデンというのは、品川区としては、今後増やしていく考え

は持っているのか伺いたいと思います。 

○大友公園課長 

 土地の受領の日ですけれども、こちらの区長決定は令和５年１１月となってございます。すみません、

少し訂正させていただきます。 

 寄附の申出日は、令和６年７月３０日となり、そこから手続を進めたものとなってございます。 

 続いて、工事につきましては、令和７年１１月２１日から実施しているところでございます。 

 また、マイガーデンの今後についてなのですけれども、マイガーデン、非常に好評を得ておりまして、

区民の土、また緑に親しむ空間として非常に有効なものと考えているところでございます。土地の確保

等と適地等々があれば、引き続き、拡大を考えているところでございます。 

○安藤委員 

 共産党なのですけれども、補助２９号線など住民も反対する特定整備路線は廃止をして、取得しした

用地に、福祉施設や公園などを整備する緑と福祉のまちづくりを提案させていただいています。今、こ

ういった土地があればという話もありましたけれども、やはり私たちは、問題の多い道路用地は、早く

都に意見を出して廃止して、そして、区民のためになるような使い方をしていっていただきたいなと改

めて意見を述べさせていただきたいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○ゆきた委員 

 南大井と西五反田の周辺で選ばれた区画では、過去に途中で利用されなくなるような放置される区画

が発生したことがあったのか、確認でお聞きできればと思います。 

○大友公園課長 

 マイガーデン南大井・西五反田につきましては、好評で、基本的には１年丸々使っていただいている

ところではございますけれども、途中で荒れ地となるではないですけれども、利用を取りやめるような

方はいらっしゃったことはございます。 

○ゆきた委員 

 ありがとうございます。仮に途中で利用されない区画が生じた場合には、どのように考えていくのか、

こちらについても確認でお聞きいただければと思います。 

○大友公園課長 

 利用状況の確認をとりまして、まだ今後継続利用するのかどうなのかというところ、また、積極的に

利用してもらいたいという声かけをして利用を促進しているところでございます。 
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○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○せお副委員長 

 今お話のあった南大井・西五反田なのですけれども、これは今までは個人でしたか。今回、スケ

ジュールは同じということなのですけれども、利用者募集の対象者が、この豊町と一緒なのかというと

ころを確認させていただきたいと思います。今回は豊町は寄附があって、利用目的もあってというとこ

ろで、すごくいいと思います。今後増やしていくというところで、土地の利用、区有地なのか分からな

いですけれども、区有地の利用と考えると、屋上にできないのかなということは少し考えたりするので

す。だから、屋上と地上につくるものはどう違ってくるのかなということの何か違いがあれば教えてい

ただきたいなと思います。 

○大友公園課長 

 まず、豊町の募集要件として、今回、個人のほかに、福祉または教育を目的として活動する区内に事

務所等を有する団体という形で記載させていただいたところでございます。こちらにつきましては、来

年度の募集の南大井・西五反田についても同様の条件となってございます。 

 続いて、区有地ではなかなか増やすことが難しいというところで、屋上の活用はというところなので

すけれども、屋上の整備につきましては、こちらは、すみません、第何回定例会か忘れてしまったので

すけれども、過去、議会で施設関係のほうでお答えさせていただいたところでありまして、屋上の利用

は基本的には、屋上は大体機器が載っているところがあり、なかなか整備が難しいです。また、第三者

の入場等々が難しいというところもあります。入れる施設という条件が付加されるのかなとは思います。 

 それ以外のところとして、上に土をどうしても持ってくるというところで、荷重制限がかかってくる。

それにおいては、プランター等々のような設備によって、厚さ、深さ、そういうところの制限が生じて

くるのかなというところはございます。 

 今、第２庁舎の屋上にプランターのようなものを設置して、子ども青空農園として開放しているとこ

ろなので、非常に好評は得ているところであります。こちらについては幅広く適用については検討して

まいりたいと考えているところでございます。 

○せお副委員長 

 ありがとうございます。対象者のところ、区内在住者も入っていますけれども、この福祉または教育

を目的として活動するという、こういうものもいいなと思っているので、ぜひお勧めしていただきたい

なと思います。 

 区有地なのですけれども、今、課題は理解しました。様々区全体の、例えば、公有地活用とか、そう

いったところを考えながら進めていってほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○新妻委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかに発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑺ 橋梁長寿命化修繕計画の改定について 

○新妻委員長 
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 次に、⑺橋梁長寿命化修繕計画の改定についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○森道路課長 

 私からは、橋梁長寿命化修繕計画の改定について報告いたします。 

 資料をご覧ください。 

 区では６５の橋梁を管理しておりますが、計画的な修繕を行い、安全な通行を確保するため、損傷が

進展してから補修する「事後保全型」ではなく、小規模な損傷を計画的に補修する「予防保全型」で管

理を行うため、平成２２年に橋梁長寿命化修繕計画を策定しております。 

 その後、５年に一度の法定点検の結果を踏まえ、順次計画を改定しておりまして、今般、令和３年お

よび令和５年に行った定期点検を基に本計画を改定いたしました。 

 ２の区管理橋梁の現状ですが、橋梁数は６５橋、架設後５０年を超える橋梁数は、令和７年時点で

２５％に当たる１６橋ですが、２０年後には５５％に当たる３６橋と半数を超える予定で、急激に老朽

化を迎えることになります。 

 急激な老朽化に事後保全で対応しようとすると、橋梁の抜本的な架け替えが必要になり、今後２０年

間で多くの費用が必要となります。そのため、予防保全として計画的、定期的に点検および補修をしな

がら橋梁を長寿命化していく必要がございます。 

 これまで計画的な補修を進めてきた結果、過年度の点検では、「健全」と判定されたものが１６橋、

予防保全を進める段階が４９橋になっており、早期緊急で措置を行う必要のある橋梁はありませんでし

た。 

 ３の計画改定の概要ですが、点検結果を踏まえ、年間１または２橋の補修設計および工事を進めてい

くこととしております。 

 また、令和６年度末に広町歩道橋を撤去いたしましたが、今現在、撤去すべき橋梁はございません。 

 また、令和５年度には、ドローンによる点検を行いました。これにより作業時間や費用の削減ができ

ましたので、引き続き最新の技術の動向を注視しながら積極的に進めてまいりたいと考えております。 

 ４の計画による効果ですが、これまで予防保全に要したコストと、仮に事後保全で行った場合のコス

トは同程度であります。しかしながら、今後、事後保全では、急に架け替えの必要な橋梁に対応してい

く必要があるものの、計画的に予防保全を行うことで、ライフサイクルコストの縮減が図れるという計

画でございます。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いします。 

○安藤委員 

 予防は大事だなと思います。年間で一、二橋程度の補修設計および工事を行うということなのですけ

れども、この対象橋梁はどのように選定していくのかを伺いたいのと、あと、なぜ年間一から二橋程度

になるのかを理由なども教えてください。 

○森道路課長 

 過年度に行いました点検の中で、部材の状況など、そういったものを細かく確認しているところでご

ざいます。それを踏まえて、この１０年間、５年間といったような短期で、どこの橋を対象に、設計や

補修の工事をしていくかどうかを確認して設定しておりまして、その結果、一、二橋ずつ進めていけば、
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ある程度の補修は可能であると判断したところでございます。 

 そういったものを過年度の財政結果を基にして、そういった判断をし、まだ５年後に法定点検がござ

いますので、そのときにまた確認をし、症状が進行していれば、早期にまた計画を立て直して、実際に

補修工事を行っていくというようなサイクルで進めていくところでございます。 

○安藤委員 

 ありがとうございます。では、実際に点検をしながら、この５年間の計画の中で、１年目はここ、

２年目はここ、３年目はここ、４年目はここ、５年目はここというふうに具体的にもう決めているとい

うような理解でよろしいのか伺いたいと思います。 

○森道路課長 

 大まかな目安として、この橋梁、この橋梁ということは決めております。 

 ただ、その中で、例えば、予算の配分のことであったりとか、非常にお金がかかるので、もう少し、

２か年にしようとかというような検討が出てくるかと思いますので、臨機応変に対応しながらやってい

ければなと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○ゆきた委員 

 近年、働き方改革とか労働時間規制、点検技術の人手不足とか、さらには、夏季の熱中症対策、気象

条件の影響とかで、実際の作業が可能な時間は年々短くなっている状況だと思われます。 

 そこで、前回お話があった債務負担行為のような、同様の対応が必要となる場合が年々多くなってい

くと思われますが、安定的な対応ができるのか、ここについて、１点、確認できればと思います。 

○森道路課長 

 今、委員からご紹介いただきましたように、先般、債務負担行為をご承認いただきました。あちらも

働き方改革ということで、ＪＲ東日本から、４月に協定を始めて３月まで実施するというようなもので

はなくて、１月にもう準備を始めておいて、年度のなるべく早い段階でやっていって、年間の作業スケ

ジュールを平準化していくというようなご提案があったところでございます。区としましても、それは

非常に重要な視点だと思いましたので、債務負担行為を設定したところでございます。今、道路課の事

業につきましても、年度内に工事を行うことが基本ではあるのですけれども、債務負担行為で、例えば、

３月に契約して４月１日からすぐに始められるような工事をなるべく増やすなど、あまりに年間の工事

が多くなったり、３月末に終わらせないといけない工事が多くなれば、できるだけフレキシブルに対応

していく。債務負担行為をお願いして、年度の後半から年度の初めというような工期の設定もしっかり

考えていきたいなと思っております。 

○ゆきた委員 

 ありがとうございます。必要に応じて対応していくということで了解いたしました。今後さらにこう

いった課題は、かなり拡大していくと考えられます。こうした状況を踏まえて、債務負担行為を含めて、

今後どの程度そういった対応が必要なものがあるか、想定しているのか、お聞きできればと思います。 

○森道路課長 

 原則としては、公共事業でございますので、単年度工事としてしっかりと当初予算を示させていただ

いて、その年度内で消化していくということが大事な視点だというふうには思います。 

 なので、基本的には、一年間しっかりやりたいと思うのですけれども、例えば、４月、５月、６月の
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稼働率が低くて、１月、２月、３月の稼働率が非常に高くなってしまうと。そうなりますと、品川建設

防災協議会など、区内の会社などからも何とかしてほしいというようなお声をいただいております。そ

の辺は、例えば、年間２０本あれば、５本分は債務負担行為でやっていくというような計画も、今少し

進めているところもございますので、今、具体的にこうだという話ではないのですけれども、そういっ

た視点はしっかりと大切にしながらやっていければなと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑻ 立会川幹線雨水放流管事業（東京都下水道局施工）について 

○新妻委員長 

 次に、⑻立会川幹線雨水放流管事業（東京都下水道局施工）についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○関根河川下水道課長 

 私からは、立会川幹線雨水放流管理料（東京都下水道局施工）について、ご報告いたします。 

 資料をご覧ください。 

 まず、事業の概要です。 

 本事業は、立会川流域の浸水被害軽減および水質改善を目的としまして、東京都下水道局が立会川の

地下に新たに下水道管を整備するものでございます。 

 資料左下の図をご覧ください。 

 図の左上から中央にかけての赤い線、こちらが当該の下水道管、雨水放流管となってございます。 

 この管自体は出来上がっておりまして、現在、左上および中央の丸部分でマンホールをつくっている

ところでございます。 

 続いて、事業工程の変更です。 

 令和６年１月に発生した能登半島地震を踏まえ、下水道施設の耐震対策の指針が改正されたことから、

図中央のマンホールにおいて、大規模な耐震補強のための追加工事が必要となりました。このため、工

程を変更するとの報告が東京都下水道局よりあったところでございます。 

 具体的には、この追加工事に４年３か月を要するため、通水開始時期および東京都に工事用地として

貸与している月見橋の用地の返却時期が、令和９年度から令和１３年度になるとのことです。 

 続いて、追加工事の具体的な内容です。 

 資料右下の図をご覧ください。 

 こちらが、左下の図の中央にあるマンホールの図を拡大したものになってございます。直径約２０ｍ

のマンホールの内側、赤く示した部分と、図には記載がありませんが、このマンホールの床の部分に対

してコンクリートの厚さを増す補強を実施いたします。 

 また、この補強を実施するためには、右下の図の左下のところに「浜川幹線（稼働中）」と書かれて

おりますが、こうした稼働中の下水道管に対してバイパス管を設置することが必要であることから、
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４年３か月を要するとのことです。 

 続いて、早期に浸水被害軽減などを図る取組でございます。 

 事業の完了時期は遅れる一方で、早期に事業効果を発現させるための取組を実施していくと聞いてお

ります。 

 具体的には、一部暫定的な貯留施設として活用している第二立会川幹線について、その貯留量を令和

９年度の出水期までに倍増させ、浸水被害を軽減します。 

 左下の図をご覧ください。 

 図中央のマンホールより右側、青い太線部分の管に新たに貯留をすることで容量が倍増されるもので

ございます。 

 また、併せまして、東京都下水道局にて、勝島運河の浚渫を実施することで水質改善に寄与するとの

ことです。 

 最後に、今後の予定です。 

 東京都下水道局が主催となり、説明会を開催いたします。 

 資料、別紙をご覧ください。 

 日時は、令和８年２月４日および２月７日の２回、浜川小学校にて実施することとしております。 

 区といたしましては、東京都と連携して丁寧な説明を実施するとともに、１日でも早い事業の完了を

東京都に強く要請してまいります。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

○安藤委員 

 暫定貯留管を倍増するという措置があり、かなり工事自体は延びるということは心配なのですけれど

も、これがあるということは、少し安心材料です。ただ、これも令和９年度出水期までに行うというこ

とですよね。２つお伺いしたいと思います。１つは、この貯留管の倍増措置で、どの程度、１時間当た

り何ミリ程度の雨量に備えられることになるのかということを改めて伺いたい。また、それまでに、来

年度の出水期が迎えてくる。やはり昨年のような事態も起こり得ると思うのです。これはなかなか難し

そうなのですけれども、区としては、どのような対策をとる考えなのか伺いたいと思います。 

○関根河川下水道課長 

 ２点ご質問をいただきました。 

 まず１点目の貯留管の倍増措置による効果でございます。 

 具体的に何ミリという定量的な数字でお示しすることは難しい状況ではございますが、間違いなく現

在よりも浸水被害の軽減に寄与するということでございます。 

 例えば、９月１１日の豪雨等と同等の雨が降った際にも、現在よりも、ためられる雨水の量が倍にな

るということですので、かなり能力として上がるのかなと認識してございます。 

 具体的には、倍増されることで、区内の下水道の雨水を貯留する施設としては、最も多い量をためら

れる施設になるということですので、かなりの軽減効果を発揮されるものと認識してございます。 

 続きまして、２点目、来年度の出水期に向けた区での対策ということでございますけれども、こちら

は、やはり、この暫定貯留の倍増には工事が必要で、一定、時間を要すると聞いております。 

 一方で、委員おっしゃったとおり、来年度の出水期でできることとしましては、やはり今年度、要綱
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を改正しました止水板を助成を活用して備えていただくということが１つあるのかなと考えてございま

す。 

 そのために、２月に実施される東京都主催の説明会においても、改めて出席された方には止水板の助

成制度についてのご案内も区のほうから差し上げられればなと考えているところでございます。 

○安藤委員 

 分かりました。ぜひよろしくお願いします。 

 すみません、少し基本的なことで申し訳ないのですが、これ、最終的には、立会川幹線がつながると

いうことになると思うのですけれども、そうしたら、この暫定貯留管は貯留しなくなるということにな

るのか、そこだけお伺いします。 

○関根河川下水道課長 

 委員おっしゃるとおり、今は、貯留というのは、あくまで暫定的な措置でございますので、この事業

が完了した際には、流下ということで、一時的にためるだけではなく、流せる下水道管となる予定でご

ざいます。 

 具体的には、資料の図の右上の勝島ポンプ所まで流していきまして、ここでポンプで汲み上げて運河

のほうへ雨水を吐き出すという計画になってございます。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑼ 令和７年度地区総合防災訓練等の実施結果について 

○新妻委員長 

 次に、⑼令和７年度地区総合防災訓練等の実施結果についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○星災害対策担当課長 

 私からは、令和７年度地区総合防災訓練などの実施結果について説明をさせていただきます。 

 資料、１枚目をご覧ください。 

 まず、各地区の総合防災訓練でございます。 

 期間としましては、６月２８日土曜日から１１月９日日曜日まで実施されまして、現在、８地区、合

計で１万３,６６１名が参加いたしました。 

 詳細は後ほどに説明します。 

 続きまして、区内一斉訓練のほうになります。 

 区内一斉訓練は、１２月６日土曜日、４６の避難所、合計で１万４６１名にご参加をいただきました。 

 こちらにつきましては、今年度、土曜日開催で、小・中学校の授業日の開催というところで小・中学

校にもご協力をいただきました。児童生徒等の合同での訓練を行っているところです。 

 なお、同日、災害対策本部訓練も実施いたしまして、地震発生８時間後の各部各課の業務手順の確認

等を行っております。 
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 区議会におかれましても、訓練を実施いただき、ありがとうございます。 

 そして、最後、３番目、その他をご覧ください。 

 こちらの実施結果につきましては、１月２９日に開催予定であります地区防災協議会連絡会において、

各連絡会の会長にご説明をしたいという内容になります。 

 １枚おめくりください。地区総合防災訓練の結果となります。 

 本年度の主な特徴として、３つございます。 

 １つ目が、資料の真ん中、大崎第１地区でございます。 

 こちらは、今まで会場の都合等で地区総合防災訓練を開催できなかったところなのですけれども、今

年は区民まつりで防災啓発ブースを出して、初期消火訓練等を実施したところで、６月２８日から、か

なり参加いただいたという状況があります。 

 ２つ目、こちらは大井第２地区と荏原第３地区でございますけれども、それぞれ区民まつりとの合同

で参加者がかなり増えているという特徴がございます。 

 また、資料の真ん中、下から３番目の荏原第４地区でございます。 

 こちらは、やはり数年開催できていなかったところなのですけれども、今回、２月８日、まだ実施は

しておりませんが、このところでの開催で進めていくというところが今年度の地区総合防災訓練での大

きな特徴となっております。 

 １枚おめくりいただきまして、区内一斉防災訓練のところを確認いただければと思います。 

 先ほども説明をいたしましたが、今回、児童生徒の参加がございまして、基本的には、町会の方は受

付と基本的な訓練を行っているのですけれども、その中で地域の方と生徒が一緒になって避難所運営を

行う、中学生による放水訓練、地域の方による児童への携帯トイレ説明等、今年は地域の皆様と児童生

徒が顔合わせ交流を基本として訓練を行っているところです。 

 なお、資料下段のほうですけれども、項番２の個別訓練というところで、この１２月６日以外にも実

施したところ、また、これを実施する予定の区民避難所もございます。 

 １枚おめくりいただきまして、４枚目をご覧ください。 

 こちらは、区内一斉防災訓練で、町会・自治会の参加者からいただいたアンケートの集計になります。 

 避難所運営訓練というところで、町会・自治会の中心となる方が多く参加されたというところから、

年代的には、やはり７０代、６０代が非常に多く、若い方の参加が少ない結果となっているところでご

ざいます。 

 資料の右側にお移りください。 

 その中で、避難所訓練に必要だと思う訓練としまして、やはり参加したことのない区民の参加ですと

か、区との連携訓練等の回答をいただいているところです。 

 資料右下、一番下をご覧ください。 

 今後、実施してみたい訓練での防災の取組としまして、ペット同伴の防災訓練ですとか、災害時に使

用することができる井戸の場所、使い方というところ、また、ＬＩＮＥなどのデジタル技術を活用した

情報伝達・収集訓練などを行いたいというところをいただいておりますので、この意見を踏まえまして、

来年の訓練に参考とさせていただければと考えているところです。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いします。 
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 よろしいでしょうか。 

○中塚委員 

 地区総合防災訓練などの実施結果ということですけれども、車椅子を利用されている障害のある方か

ら相談がありまして、参加したいのだけれども、参加していいのだろうかと。ご迷惑になるようだった

らと躊躇がある。以前からこういうご意見があるのですけれども、地区総合防災訓練では、８地区、

１万３,６６１名の参加となりましたが、この中で障害がある方は何人か。区内一斉防災訓練、４６避

難所、合計１万４６１名のうち、障害がある方は何人か伺いたいと思います。 

 ぜひ視覚・聴覚・精神・知的・身体、様々な障害がある方も、訓練を通じて自分たちの防災知識や行

動を変えるきっかけに、また、そうした要配慮者の存在そのものの理解も広がる大事な場になってくる

と思うので、参加しにくいハードルをぜひ取り除いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○星災害対策担当課長 

 私から、質問について答えさせていただきます。 

 まず、障害者の参加の数についてなのですけれども、こちらについては、現時点でとっておりません。

今後どうやってとるかというところを考えていきたいとは思っているところです。 

 なお、車椅子を含めまして、障害者への訓練参加につきましては、こちらの地区防災訓練が行われま

す前、７月に、関係７団体のお集まりのところで、私が行って参加の説明とお願いをしているところな

のですけれども、その中でも、いろいろと参加に対するハードルについて具体的に聞いておりますので、

こちらについても、この地区総合防災訓練でハードルを下げられるよう、鋭意考えていきたいというと

ころはございます。 

○中塚委員 

 訓練前に７団体に参加の説明とお願いをしてハードルを、具体的に要望を聞いているということです

けれども、障害７団体からどのような要望が上がっているのか。やはり障害が違うと、特性が違うと要

望も変わってくると思うので、きめ細かく、まずは把握して、対策に講じることが必要だと思いますけ

れども、どのような要望があるのかということです。 

 ハードルを下げたいとおっしゃいましたけれども、ハードルは取り除くべきだと思うのです。障壁で

すから、下げることを目指すと同時に、取り除く方向に方針をとっていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 ただ、そう対応しているも関わらず、当日参加の障害者の人数をとっていないということはどういう

ことなのかご説明ください。 

 今後どうやるか考えたいということですけれども、数えればいいだけですから。数えるだけではなく

て、やはりそれぞれ実際に参加していただいて、今回、アンケートをとっておりますけれども、障害が

ある方は、その特性によって、またご要望も変わってくるでしょうから、きめ細かい要望が把握できる

ように、アンケートなども工夫が必要だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○星災害対策担当課長 

 ３つ質問をいただいたかと思いますので、１つずつお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、いただいた要望につきましては、まず、車椅子の方ですとか白状、視覚障害の方ですけれども、

足元を気にされているというところで、芝生ですとか、少し凸凹したところでの参加はしにくいという

意見を具体的にいただいております。 

 また、知的障害の方ですと、特にお母様からのご意見なのですけれども、１人でトイレに行くことが
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少し怪しいというところなので、多目的トイレの数についても非常に気にすると。通常、公園ですと、

１つ、ない場合もあります。こちらについて、やはり複数ないと、少し参加は厳しいというお話をいた

だいた、そういうところがございます。 

 こういった意見でございますので、確かにハードルを取り除くというところは大事だと思うのですけ

れども、現状、物理的に不可能なところもあるので、どうしたらいいかというところを考えていきたい

というところで、ハードルを下げたいというふうな発言をさせていただいております。 

 また、障害者の数をとっていないというところは、もうご指摘のとおりで、何も言えないところなの

ですけれども、今後、どのような形でとっていけばいいかというところを考えていきたいと思います。 

 具体的には、地区総合防災訓練のほとんどが、まず、地域の町会・自治会の方たちが集まって、一時

集合場所での集合、それからの訓練ということで、避難訓練も継続しているというところもございます

ので、町会の方たちともお話をして、障害者の数字をとっていければと考えているところです。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑽ 「しながわ防災区民憲章（素案）」に係るパブリックコメントの実施について 

○新妻委員長 

 次に、⑽「しながわ防災区民憲章（素案）」に係るパブリックコメントの実施についてを議題に供し

ます。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○羽鳥防災課長 

 私からは、「しながわ防災区民憲章（素案）」に係るパブリックコメントの実施について、ご説明さ

せていただきます。 

 初めに、１番、改めてですけれど、制定目的についてご説明いたします。 

 東日本大震災から１５年の節目となります３月１１日に、「品川区災害対策基本条例」の理念に基づ

き、区民の防災意識のさらなる向上と次世代への継承を目指し、「しながわ防災区民憲章」を制定する

ものでございます。 

 続いて、２番、これまでの経緯についてです。 

 ７月７日の有識者と区長座談会を皮切りに、防災訓練やワークショップなどで意見募集を行いました。

資料には記載がございませんが、延べ約７００件のご意見をいただいたところでございます。 

 次に、３番、素案についてでございます。 

 延べ約７００件のご意見をテキストマイニングというＡＩ分析により、キーワードを抽出するなどし

て、別紙のとおり、素案を作成いたしました。 

 続いて、４番、パブリックコメントについてですが、期間は１月２１日から２月９日までの期間で実

施いたします。 

 最後に、今後の予定です。 

 ２月６日に制定後の取組についてのワークショップを実施します。その後、３月５日の防災会議で防
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災区民憲章の決定をいただき、１１日に防災県民憲章の制定、公表と併せて、記念式典を実施する予定

でございます。 

○新妻委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたら、ご発言をお願いします。 

○中塚委員 

 しながわ防災区民憲章（素案）ということですけれども、素案が出たのは今回が初めての委員会にな

りますので、素案について質疑をさせていただきたいと思います。 

 前回も自助、共助の重要性を次の世代に引き継ぐという決意について批判をさせていただきました。

今回、改めてこれが示されましたので、３点まとめて伺いたいと思います。 

 この憲章でいう自助とは何か、共助とは何か、その定義を正確にご説明ください。 

 その上で、２番目ですけれども、ご高齢の方、高齢者、障害がある方、障害者、所得の少ない方、こ

うした方々にも自助、共助を求めるという立場なのか、ご説明ください。 

 ３番目、森澤区長は、施政方針演説で、自己責任からの転換と言及がありましたが、自助、共助とは、

要するに、災害を自己責任化するものではないかと私は強く批判をしたいと思いますが、それぞれご説

明いただきたいと思います。 

○羽鳥防災課長 

 まず、自助、共助の定義についてでございます。 

 まずは、自助というのは、自分の身を守る、あと、家族の身を守るというところまで含まれます。 

 共助というものに関しましては、皆さんで協力して守る、助け合うという意味でございます。 

 続きまして、障害者や低所得者にも自助、共助を求めていくのかというところでございますけれど、

こちらは、自助につきまして特定の対象者を限定しているものではございません。皆さんが自分の命を

守るために必要な備えをしていただき、初動をとっていただく、それが重要であると考えてございます。 

 最後、自助、共助の重要性を区が訴えることが自己責任化しているのではないかというところでござ

いますけれど、先日、阪神・淡路大震災から３１年。阪神・淡路大震災のときは、建物倒壊から公助、

救助隊によって助けられた方が１.７％という状況でございました。やはり現実として、公助の力には

限界があるということが過去の災害でも明らかになっているところでございます。そういった意味合い

で、やはり自助、共助が重要であるという認識を持っていただきたい。区長も東日本大震災の被災地で

ある宮古に訪れ、その重要性をまた再認識したというような状況でございます。 

 ですので、自己責任化とのご指摘がございましたが、やはり自分の命を守る、家族の命を守る、大切

な方の命を守るためには、公助の力だけでは限界があるということを改めて訴えて、その重要性を分

かっていただきたいという思いで、今回、しながわ防災区民憲章を制定するものでございます。 

○中塚委員 

 自助は自分の身を守る、家族の身を守る、共助が皆さんで協力して助け合う、そのことを高齢者、障

害者、低所得者に求めるのかと聞いたら、対象者は限定していないという説明でした。つまり、対象者

を限定していないということは、みんなという意味で、高齢者、障害者、低所得者が含まれるという認

識でよいのか伺います。 

 もう１つ、災害は自己責任かということです。救助されたのが１％で、ほかは本人だったり、ご近所

だったりによるものということで、いわゆる公助、役所だけでは救助が限界なのだという説明でした。
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つまり、自己責任化ということを認める答弁だと思います。 

 自治体が災害時に発揮できる役割を災害発生の救助のみに着目するのは、あまりにも視野が狭いと思

います。被害を減らす、なくすには、事前の発生前の準備、発生後の救助、応急、復旧、復興、それぞ

れの段階で自治体が発揮すべき役割があるわけです。それを、まとめて言いますけれども、障害者や高

齢者、所得の少ない方までに、自分で守れと、家族で守れと、近所でやれというのは、災害対策を私は

投げ捨てる姿勢だと思います。「備える」、「あいさつする」、「伝える」、「行動する」、ここに素

案がありますけれども、障害がある方が、ご高齢者が、所得が少ない方は、自分の力だけでは、家族の

力だけでは、ご近所だけでは、日常から備えることや、挨拶することや、伝えることや、行動すること

に支援が必要だから、障害者サービスだったり、介護サービスがあったり、区もやっているわけです。

それにならって、こうした自助、共助の強調という素案はやめるべきだと、改めるべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 

○羽鳥防災課長 

 冒頭申し上げましたが、この取組は、品川区災害対策基本条例の理念に基づくものでございます。品

川区災害対策基本条例では、自助、共助のみならず、公助の重要性も書かせていただいております。区

民、防災区民組織、区行政、様々な主体がそれぞれの責務の役割を果たして、みんなで力を合わせて地

域防災力を高めていくというような理念に基づいたものでございます。 

 委員おっしゃられたとおり、もちろん事前防災も重要でございます。事前防災についても、区といた

しまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 災害後の復旧、復興についても、もちろん取り組み、その中で自助、共助の部分もしっかり取り組ん

でいただきたいというメッセージでございます。 

 障害者、低所得者の方々に対しても、自助の部分で、できるところ、できないところは人それぞれ

様々だと思います。そういったところをフォローするのが公助の支援でもありますし、地域の方の助け

合いの共助というところになってくると思います。 

 そういったところで、様々、それぞれの区民の状況は違いますけれど、個人で備えができるところ、

あとは地域で助け合うところ、行政として支援ができるところ、それぞれが役割を果たしていく、それ

が「品川区災害対策基本条例」の理念、それに基づいて今回つくるのが「しながわ防災区民憲章」とい

うことになってございますので、ご理解いただければと思います。 

○中塚委員 

 この議論を前回もさせていただきましたけれども、これは条例に基づくのだと。私、条例は反対だか

ら、そもそもあれですけれども、そのような条例は変えるべきだと思います。高齢者、障害者、低所得

者にまで自分で守れと、家族で守れと、地域で守れというものを強調する、その重要性を引き継いでい

く、このような憲章は間違っていると思います。 

 少し具体的に、例えば、今、物価高で日常で生活するだけでも、所得の少ない方は特に苦しいのです。

国の調査でも６割が生活が苦しいと言うのです。日々の生活に追われている所得の少ない方々、年金暮

らしのお年寄りだったり、ひとり親家庭だったり、そうした方々に自分で備蓄しろと言うのですか。自

分で何とかしろと言うのですか。日々の生活が苦しい方々に、区からも、ひとり親家庭だとか、様々な

所得の少ない方への支援だったりとか、給付金とか、区も日常的にもやっているわけです。そうした

方々に自分で何とかせいと言うのですか。本当にひどいなと思います。 

 障害がある方、手話言語条例も区はできましたけれども、手話をしている方々が、自分たちでも、家
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族にも地域にも理解を広げたい、自治体でもぜひ力をかしてほしいと、いろいろな議論の中で手話言語

条例ができたわけです。当事者だけの問題ではないと、これは社会の問題だというメッセージを与えた

わけです。手話を日常会話として、言語として利用する障害者に、備える、あいさつする、伝える、行

動する、自分たちでやれと言うのですか。理解を広げる活動を自分たちもやってきました。でも、それ

でも権利が保障されないから、生きづらいから条例までつくって、手話言語条例をつくって、自治体が

社会の理解を広げていく柱を立てたのではないですか。 

 議論は大事ですけれども、これ以上深まらないですけれども、ただ、やはり改めて言いたいのは、災

害関連死のリスクは高齢者が高いのです、障害者が高いのです、２倍以上です。だから、自助、共助の

重要性を次世代に引き継ぐのではなくて、その支援のシステムが必要なのだと、そこに自治体は責任を

負うべきなのだと思います。 

 今は素案の段階ですけれども、自助、共助を削除すべきだし、この憲章は命を守れないと思いますの

で、私は反対したいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○ゆきた委員 

 まず、区民の皆さんに、これは何のための憲章なのかを端的に伝えるという観点で、前文で特に強調

したい目的やメッセージは何か、改めてお聞きしたいと思います。 

 また、広報しながわで、防災区民憲章に向けての有識者の話合いが行われたことを確認しました。有

識者の意見がどのように扱われたのか。採用されたのか、あるいは、何らかの理由で見送られたのか、

その辺の経緯、有識者のアドバイスが素案に具体的にどう反映されたのか、生かされたのかをお聞きし

たいと思います。 

○羽鳥防災課長 

 ２点ご質問をいただきました。 

 まず、区民へのメッセージというところですけれど、素案の前文に書かせていただいたとおり、自助

および共助の重要性と、また、それを次の世代に引き継いでいくということを１つのメッセージとさせ

ていただいて、「備える」、「あいさつする」、「伝える」、「行動する」という４つのブロックに

なってございます。「備える」の部分が、どちらかというと自助の部分、「あいさつする」というとこ

ろが共助の部分、「伝える」というところが次の世代への継承というところです。最後の「行動する」

というところは、どうしても理念だけではなくて、実際の行動に移していただきたい。行動変容を起こ

してほしいという思いで、こちらの４つのブロックに構成をしたところです。 

 続きまして、有識者からのアドバイスの採用についてですけれど、もちろん、座談会でいろいろご意

見をいただきまして、そういった内容は盛り込んでいるところでございます。 

 例えば、挨拶をするということが重要であるということで、座談会では、地域とつながるというとこ

ろが、あまり深いつながりではなくても、ふだん少し挨拶をするぐらいの弱いつながりが、災害時には

大きな力になるということをおっしゃっていただきました。そういったところの考え方も取り入れてい

るところでございます。 

 あとは、多くの方の意見を聞いてほしい、ワークショップをたくさんやってほしいということで、今

回、防災訓練や福祉まつり、そういったところで、こちらから出向いてご意見を伺う場もつくりました。

あとは、区内の品川女子学院の学生などの若い方からのご意見を伺ったり、区内にお住まいの外国人の
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方からもワークショップでご意見をいただいたりということで、幅広い方から、僅かな期間ではござい

ましたけれども、なるべく多くの意見を集めようとしたところが、有識者の方のご意見を参考にさせて

いただいた部分でございます。 

○ゆきた委員 

 ありがとうございます。今ご説明のあったところで、４つのブロックということでお話しいただいた

と思うのですけれども、前文の部分でお聞きしたところです。前文については、区民の皆さんに、この

憲章を説明する場面とかがあった際に、もう少し端的な表現のほうが理解につながるのではないかと感

じましたので、さらにここを進めていただければと思います。 

 また、有識者の意見のところで、たくさんのワークショップを行ったとか、そういったお話も今あり

ました。有識者の意見の中で、私も広報しながわで見せてもらった中では、中身よりもつくり方が重要

だと思っているということを確認しました。時間が限られている中なので、例えばとありましたが、

ワークショップを１,０００回やりましたとかは難しいですけれども、憲章づくりの過程についての意

見があったことについて共感させていただきました。 

 最終的には、品川区の行政がまとめ上げますが、出来上がった防災憲章は、これだけの方が関わって

きたのだと言えるようなものであってこそ、私たちの、自分たちの防災憲章になると思います。 

 経緯や過程について、どう価値をつけていくかというところで、どのようにお考えかお聞きできれば

と思います。 

○羽鳥防災課長 

 委員おっしゃられたとおり、数多くの方のご意見を参考に、区民の方がつくる防災区民憲章という形

で進めてきているところでございます。 

 １,０００件まではいかなかったですけれど、なるべく多くの方、それもいろいろな、多様な方から

ご意見をいただいたところでございます。今後、パブリックコメントでもご意見をいただいて、区民の

方がつくる防災区民憲章になるように取り組んでまいりたいと思います。 

○ゆきた委員 

 ありがとうございます。品川区がつくった防災区民憲章で、最後の「行動する」の項目で、品川区が

言う「私たちの品川は私たちが守る」なのか、関わってきた防災区民憲章で「私たちの品川は私たちが

守る」となるのでは、重みも、受け止め方も、力強さもかなり変わってくると思います。今週から、予

定ではパブリックコメントが開始されますが、今までの周知だけではなくて、例えば、時間はもう限ら

れているので難しいと思いますけれども、小・中学校に全校に展開して周知していくということもあっ

てもいいのではないかと思いますし、また、３月の品川区防災会議までに、有識者等にアドバイスで、

言葉から行動変容に変えていく力強さの意見を聞くということも持っていいのではないかと思います。

この辺についても、最後に何かお聞きできればと思います。 

○羽鳥防災課長 

 より多くの方のご意見をというところでございます。一定、素案という形でお示しをさせていただき

ましたので、今後は、パブリックコメントを中心にご意見をお伺いしたいとは思いますけれど、機会を

捉えて、そのほか、ご意見を伺えるように取り組んでまいりたいと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○安藤委員 
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 先ほどもやり取りがありましたけれども、森澤区長は、自己責任社会からの転換ということで施政方

針で掲げているわけです。そういう姿勢と照らすと、やはりこういうものがなぜできてしまったのだろ

うなと。それはいろいろ原因はあると思うのです。条例を前提にしているとあるのですけれども、少し

冷たいなというふうに思います。ここに温かさは感じないなというか、今まで区が進めてきた行政姿勢

と、私は乖離があるのではないかと思わざるを得ないと思います。それが最初の感想なのです。 

 共産党としましても、２０１４年に災害対策基本条例が制定されましたけれども、そのときに反対し

ているのです。その理由が、徹底した予防対策で区民の命と財産を守り抜くことこそ行政の最大の役割

なのだと。その立場が明確化されずに、自助、共助を震災の教訓、防災対策の基本と位置づけてしまっ

たということは、これ、間違いだと、反対しているのです。今回の憲章の素案も、条例の理念に基づき

とあるのです。またそれを前提にというふうな説明があるので、やはり自助、共助を過度に強調して、

行政の責任を後景に追いやる間違ったメッセージになりかねないという内容になっているなと思うので

す。やはり行政の役割は、徹底した予防対策で、区民の命と財産を守り抜くという立場にあると思うの

ですけれども、そういう行政自らが、こういう内容の憲章素案をつくって推し進めていくということに

も違和感もあります。先ほども言ったように、施政方針とも矛盾するのではないかと思うのです。私た

ちは、これらの理由から、この素案の内容には賛同できないし、反対と言わざるを得ないです。 

 今言ったような意見について、何か区としてご意見があれば、反論する点などがあれば伺いたいです

し、それと、先ほど、やり取りの中で、条例には公助も位置づいているのだというようなこともありま

した。なのですけれども、私たちとしては、条例に位置づいているのかな、かなり後景に追いやられて

いるのではないのかという点があったので反対したのですけれども、でも、先ほどの説明ですと、条例

にはきちんと公助もあるのですよという話でしたけれども、なぜ憲章になると、この自助、共助、これ

だけの強調のみになってしまうのか、これ、区が説明するところの条例の内容とも矛盾するということ

も言えてしまうのではないのかなと思うのですけれども、そこら辺についての整合性について説明をい

ただきたいと思います。 

○羽鳥防災課長 

 まず、自助、共助のメッセージとなって冷たいのではないかというところでございます。現状、世論

調査の結果でございますけれど、最新の調査ですと、まず、自助、共助の一番主なところ、防災用品の

備蓄というところで、重要である、必要であるという回答が８７％近い回答をいただいているのですけ

れど、一方で、実際に備蓄しているかという質問への回答は６５％という状況が示されております。 

 自助、共助ということで、区としても、これまでメッセージはお伝えさせていただいているのですけ

れども、なかなか行動変容までたどり着いていないというのは、品川区だけの問題ではなくて、国のほ

うも事前防災のほうで今後力を入れていくと言っておりますので、国の防災対策の１つの方向性にも

なっているところでございます。 

 そういった方向性も踏まえて、区としても、自助、共助は、しっかりとメッセージを伝えて、それを

伝えるだけではなくて、行動変容までつなげていきたいと考えているところでございます。 

 公助の部分が、今回、素案に入っていないというご指摘でございますけれど、そこは、自助、共助、

次世代の継承、３つブロックがありまして、最後の行動のところが「私たち」というふうになってござ

います。ここが「私」になっていない部分は、そこには様々な主体が含まれているというところで、

４つ目の「行動する」というところは、そこには行政の公助も少し意味合いを含んでおります。最後の

部分で、様々な主体が協力して災害に立ち向かうというところは表現したいと考えていたところでござ
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います。 

○安藤委員 

 今ご説明いただきましたけれども、そういうふうに説明を聞いても理解はできませんし、説明されな

いと、今、込められた気持ちも分からなかったです。やはりこれを見た区民がどう思うかというところ

なのです。私は、やはりここに、先ほども指摘したように、間違ったメッセージになりかねないと思い

ます。ここについては、これからパブリックコメントもありますけれども、素案として私はどうかと思

います。これから一定、手続も経て制定ということになりますので、ぜひ当委員会で出た議会の意見も

踏まえて直していただきたいと思いますし、もっと言えば、こういう内容でしたら、設定する必要はな

いと私は思います。 

 最後に、パブリックコメントに合わせた説明会の開催なのですけれども、このパブリックコメントに

合わせてワークショップ形式の説明会を実施というところですけれども、これは説明会開催というのは、

これは評価するのです。それというのは、今までやってきてほしいとずっと言ってきたからなのですけ

れども。しかし、少し注文をつけてしまうと、ワークショップ形式となると、かなり人数が限られる。

あと、パブコメ実施期間の残り３日での実施ということになります。パブコメに合わせた説明会で何が

重要かというと、説明です。さあ、意見を出してくださいね、でも、説明はあまりしません、主体的に

はしませんというのではなくて、やはりしっかり区としても説明会を開いて、内容を理解してもらった

上で、初めて意見が出るものですから、そういった意味で大事だな、私たちもやってほしいと言ってき

たわけです。このワークショップ形式で人数が限られ、なおかつ、残り期限がかなり迫った中でという

ことになると、その意味合いが薄れてしまうのかなと。 

 伺いたいのですが、このパブリックコメント説明会の目的については、これは今回どこに置いている

のか伺いたいと思います。 

○羽鳥防災課長 

 ２月６日に予定しているワークショップ形式でのパブリックコメントの説明会でございますけれど、

委員おっしゃるとおり、もう少し早い時期でこれが実施できれば理想的だったかと思いますけれど、な

かなかスケジュールの関係でこちらの時期になってしまったというところではあります。 

 パブリックコメントの説明も含めてですけれど、今後のしながわ防災区民憲章の活用についても、

様々ご意見を頂戴できればとは考えてございます。そういった場で活用していきたいと考えているとこ

ろです。 

○新妻委員長 

 よろしいでしょうか。 

 中塚委員、時間が来ておりますので、まとめていただきたいと思います。 

○中塚委員 

 はい。まとめて質問したいと思います。 

 今のやり取りを聞いていても、私は腹立たしく思うのです。 

○新妻委員長 

 中塚委員、もう一回申し上げますが、同じようなことを質問で言うのであれば、控えていただきたい

と思います。 

○中塚委員 

 同じことは言いません。先ほど、自助、共助の理由を国が示しているからという説明です。これは今
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の質疑で出てきたことです。国にただ従っているだけというのは、本当に情けないと思います。そして、

その説明が、区の世論調査で備蓄が重要と答えるのが８７％だけれども、していると答えているのが

６５％、つまり、準備をしていないあなたが悪いと、区はこういう態度をとる。災害を自己責任化する。

とんでもない姿勢だと思います。 

 共産党は、疑問だとか優しく言いますけれども、間違っています。所得の少ない方や高齢者、障害者

が準備できるように仕組みをつくるのが行政の役割なのです。所得の少ない方が備蓄できますか。障害

がある方が、情報弱者と言われているわけだから、何がどう必要かを区別に沿って伝えてあげなければ

伝わらないわけです。高齢者でよく聞くのは、そのときはそのときよという意見です。諦めるなと。そ

ういうことをやる責任が行政にあるということです。もう時間なので、意見だけ述べておきますけれど

も、このように腹立たしい憲章はないと、私はそう思います。 

○新妻委員長 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ご発言がないようですので、以上で本件および報告事項を終了いたします。 

                                              

３ 行政視察報告書について 

○新妻委員長 

 次に、予定表３、行政視察報告書についてを議題に供します。 

 １１月２６日の委員会終了後に行われました報告会の記録を基に、サイドブックスに掲載のとおり報

告書を調製させていただきました。 

 このような形で議長に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○安藤委員 

 議長報告ということなので、それでいいのですが、今、議会改革検討会も行われていると思います。

この報告書、大変いい内容だと思いますので、区議会ホームページの公開についても、ぜひ求めていた

だきたいと要望したいと思います。よろしくお願いします。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、この内容で議長に報告させていただきます。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

４ その他 

○新妻委員長 

 次に、予定表４、その他を議題に供します。 

 その他で何かございますか。 

○中塚委員 
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 １点だけ、いいですか。 

○新妻委員長 

 手短にお願いしたいと思います。中塚委員、どうぞ。 

○中塚委員 

 委員長おっしゃるとおり、今日このような時間ですので、手短に申しあげますけれども、今日は初め

からボリュームがあったということもあって、事前にいろいろ正副に調整していただいているところは

伺っているのですけれども、こういうときは１０時から始めるということも合理的な判断の１つなのか

と思いますので、今後、念頭に置いておいていただけたらと思います。 

○新妻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新妻委員長 

 ご発言がないようですので、本件を終了します。 

 以上で、本日の予定は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、建設委員会を閉会いたします。長時間ありがとうございました。 

○午後６時１７分閉会 

 


